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三
九

一
　
は
じ
め
に

今
日
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
は
目
覚
ま
し
く
、
人
間
の
生
活
の
あ
り
方
を
大
き
く
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
現
代
は
契
約
社
会
と
い

わ
れ
る
が
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
顕
著
な
発
展
に
よ
り
、
契
約
の
捉
え
方
、
理
解
の
仕
方
も
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
。
当
事
者
が
自
ら
の
意

思
に
基
づ
い
て
契
約
を
締
結
し
、
契
約
上
の
義
務
を
履
行
す
る
の
で
は
な
く
、
各
種
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ

ム
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
、
人
工
知
能
な
ど
を
介
し
て
、
ま
た
は
、
こ
れ
ら
に
よ
り
、
契
約
を
締
結
し
、
契
約
を
実
行
す
る
こ
と
が
一
般
的
に

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
契
約
は
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
」（S

m
art C

ontract

）
と
呼
ば
れ
て
い
る

（
１
）

。
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
通
常
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
を
Ｐ
２
Ｐ
（P

eer-to-

P
eer:

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
そ
の
ユ
ー
ザ
ー
同
士
が
対
等
な
関
係
で
通
信
す
る
方
式
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
結
び
つ
け
、
契
約
の

締
結
お
よ
び
履
行
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
と
い
っ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
よ
り
自
動
的
に
行
う
も
の
で
あ
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
い
う
「
ス
マ
ー
ト
」
と
は
、
情
報
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
や
モ
ノ
な
ど
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
接
続
さ
れ
て
い
る
状
態
を
い
い
、「
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
」
と
は
、
法
的
な
拘
束
力
を
も
つ
当
事
者
間
の
合
意
、
す
な
わ
ち
、
契
約
を
意

味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
人
に
よ
っ
て
異
な
り
、
議
論
が
か
み
合
わ
な
い
こ

と
が
多
い
。
一
般
的
に
は
、
自
動
化
さ
れ
た
契
約
を
実
行
す
る
仕
組
み
の
こ
と
を
指
し
て
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
っ
て
い
る
が
、

あ
ま
り
実
感
は
わ
か
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る

（
２
）

。

一
般
的
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
展

開
さ
れ
る
。
最
近
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
搭
載
さ
れ
る
こ
と
も
多
く

（
３
）

、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
基

）
五
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二
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四
〇

盤
と
す
る
分
散
型
元
帳
技
術
（D

ecentralized L
edger T

echnology: D
L

T

）
を
用
い
た
記
録
保
存
な
ど
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る

（
４
）

。
ま
た
、

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（Internet of T

hings: IoT

）
と
組
み
合
わ
さ
り

（
５
）

、
機
械
思
考
に
よ
る
契
約
の
締
結

と
実
行
が
広
く
社
会
に
浸
透
し
て
き
て
い
る

（
６
）

。

今
日
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
各
種
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
と
の
相
互
接
続
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
依
存
す
る
企
業
が

増
え
る
に
つ
れ
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
の
明
確
化
と
規
律
の
必
要
性
が
問
わ
れ

（
７
）

、
ま
た
、
そ
の
法
的
紛
争
の

解
決
に
も
新
た
な
視
点
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

（
８
）

。
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
と
の
指
摘
も
あ

る
（
９
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
含
む
契
約
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
、
伝
統
的
な
契
約
を
取
り
巻
く
法
律
関
係
な
い
し
社
会
環
境
を
大
き
く
変

え
る
も
の
で
あ
る
。
今
ま
さ
に
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
」
が
到
来
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
契
約
が
多
方
面
で
行
わ

れ
、
普
及
す
る
な
ら
ば
、
規
制
や
契
約
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
も
今
ま
で
と
は
違
う
捉
え
方
を
す
る
必
要
が
出
て
く
る
の
は
当
然
で
あ

ろ
う
。

契
約
の
不
履
行
や
不
正
の
リ
ス
ク
が
限
り
な
く
排
除
さ
れ
た
世
界
で
は
、
信
頼
の
あ
る
仲
介
機
関
の
仲
介
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
即
時

に
契
約
上
の
義
務
が
実
行
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
事
者
の
合
意
な
い
し
約
束
の
相
互
交
換
を
契
約
成
立
の
た
め
の
基
本
的
要
件
と
す

る
伝
統
的
な
契
約
理
論
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
も
の
で
あ
る

（
10
）

。
一
部
の
論
者
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
契
約
で
は
な
い
と
い
う
。

な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
か
、
ま
た
は
意
図
す
る
こ
と
な
く
法
的
義
務
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
す
る

（
11
）

。

ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
単
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
ソ
フ
ト
で
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、

契
約
上
の
合
意
が
な
い
限
り
法
的
拘
束
力
は
な
い
と
考
え
る
者
も
い
る

（
12
）

。
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
契
約
の
も
つ

社
会
的
機
能
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
者
も
い
る

（
13
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
契
約
の
締
結
と
実
行
が
自
動
化
さ
れ
た

）
五
六
二
（
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四
一

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
契
約
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
、
契
約
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

指
示
に
よ
り
契
約
が
実
行
さ
れ
る
な
ど
、
合
意
の
重
要
性
は
著
し
く
減
少
し
、
当
事
者
の
意
思
な
い
し
約
束
の
相
互
交
換
を
取
り
上
げ
て

議
論
す
る
実
益
が
問
わ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る

（
14
）

。
こ
の
た
め
、
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
お
い
て
は
、
こ
こ
数
年
来
、
合
意
の
概
念
が

一
つ
の
争
点
と
し
て
議
論
の
的
と
さ
れ
て
き
た

（
15
）

。

一
方
、
契
約
を
自
動
的
に
執
行
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
え
ど
も
、
当
事
者
間
で
合
意
し
、
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
条
件
の
解
釈

が
事
後
的
に
問
題
と
な
っ
た
り
、
予
期
し
な
い
コ
ー
ド
の
破
損
や
コ
ー
ド
間
の
不
整
合
な
ど
、
シ
ス
テ
ム
に
バ
グ
が
生
じ
た
り
す
る
な
ど

し
て
、
当
事
者
間
に
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
不
法
侵
入
（
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
か
ら
契
約
の

執
行
が
で
き
な
い
こ
と
も
起
こ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
所
が
当
事
者
の
真
の
合
意
内
容
を
発
見
し
、
そ
れ
を
承
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
の
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
め
ぐ
る
契
約
の
効
力
、
契
約
上
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
ど
の

よ
う
に
考
え
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
社
会
で
の
注
目
度
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
法
律
上
も
主
要
な
論
点
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
、
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

（
16
）

。
し
か
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
不
透
明
な
点

も
少
な
く
な
い

（
17
）

。
こ
の
点
、
い
ち
早
く
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
め
ぐ
る
契
約
上
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
論
じ
て
き
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ

を
中
心
と
す
る
伝
統
的
契
約
法
で
あ
る

（
18
）

。
契
約
の
執
行
を
自
動
的
に
行
う
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
形
で
当
事
者

間
の
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
合
意
内
容
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
に
よ
り
記
述
さ
れ
、

合
意
内
容
の
記
録
と
内
容
に
従
っ
た
執
行
は
一
体
的
に
処
理
さ
れ
る
。
こ
の
契
約
の
自
動
執
行
と
い
う
特
徴
は
、
前
述
の
よ
う
な
契
約
の

不
適
合
責
任
の
問
題
が
生
じ
た
場
合
の
対
応
に
つ
き
、
裁
判
所
な
ど
の
第
三
者
に
よ
る
法
の
介
入
を
認
め
る
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
意
思

）
五
六
二
（
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一
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ロ
グ
ラ
ム
の
契
約
で
あ
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が
、
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体
、
契
約
と
い
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る
の
か
ど
う
か
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

指
示
に
よ
り
契
約
が
実
行
さ
れ
る
な
ど
、
合
意
の
重
要
性
は
著
し
く
減
少
し
、
当
事
者
の
意
思
な
い
し
約
束
の
相
互
交
換
を
取
り
上
げ
て

議
論
す
る
実
益
が
問
わ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る

（
14
）

。
こ
の
た
め
、
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
お
い
て
は
、
こ
こ
数
年
来
、
合
意
の
概
念
が

一
つ
の
争
点
と
し
て
議
論
の
的
と
さ
れ
て
き
た

（
15
）

。

一
方
、
契
約
を
自
動
的
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執
行
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
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い
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も
、
当
事
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合
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し
、
コ
ー
ド
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さ
れ
た
条
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釈
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テ
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テ
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ハ
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。
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あ
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。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
社
会
で
の
注
目
度
が
高
ま
る
に
つ
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取
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四
二

の
自
律
と
私
的
自
治
の
原
則
を
標
榜
す
る
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
多
く
の
疑
問
を
投
げ
か
け
、
そ
の
理
論
的
基
礎
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る

こ
と
に
な
っ
た

（
19
）

。
近
時
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
実
装
し
た
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
活
用
し
た
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
の
契
約
関
係
が
明
確
で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
が
原
因
で
問
題
が

生
じ
た
場
合
の
責
任
の
所
在
や
あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
が
活
発
で
あ
る
。

本
稿
は
、
現
代
社
会
で
注
目
さ
れ
て
い
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
や
法
的
性
質
を
分
析
し
な
が
ら
、
契
約
法

的
側
面
か
ら
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
問
題
点
を
課
題
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
こ

れ
を
明
確
に
定
義
す
る
す
る
も
の
は
な
く
、
二
つ
の
意
味
が
混
在
し
て
い
る

（
20
）

。
一
つ
は
、
契
約
を
保
存
し
、
そ
の
有
効
性
を
担
保
し
、
契

約
を
執
行
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
い
し
コ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
コ
ー
ド
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

も
う
一
つ
は
、
法
的
な
意
味
で
の
契
約
を
補
完
ま
た
は
代
替
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
コ
ー
ド
を
実
装
す
る
技
術
な
い
し
そ
の
応
用

で
あ
る
。
こ
れ
を
「
ス
マ
ー
ト
リ
ー
ガ
ル
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
後
者
の
ス
マ
ー
ト
コ

ン
ト
ラ
ク
ト
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
台
頭
の
背
景
な
い
し
沿
革
に
つ
い
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
類
似
す
る
自
動

販
売
機
と
対
比
し
な
が
ら
、
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
現
代
版
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
取
り
上
げ
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に

す
る
（
二
）。
次
に
、
契
約
の
締
結
な
い
し
実
行
を
自
動
化
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
、
技
術
的
側
面
、
契
約
的
側
面
、

お
よ
び
、
経
済
的
側
面
を
分
析
し
た
う
え
で
、
契
約
的
側
面
か
ら
、
従
来
の
伝
統
的
契
約
理
論
と
対
比
し
な
が
ら
、
契
約
法
の
世
界
に
今

何
が
起
き
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
（
三
）。
そ
の
際
、
多
角
的
発
想
に
基
づ
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
、
思
考
形
式
と
し

て
の
同
意
理
論
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
、
同
意

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

四
三

理
論
に
基
づ
く
契
約
法
理
の
再
構
成
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
（
四
）。
そ
し
て
、
最
後
に
、
こ
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
新
し

い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
し
て
、
既
存
の
法
的
枠
組
み
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込
む
の
か
、
自
主
的
管
理
に
委
ね
る
の
が
妥
当
か
ど
う
か
を
論

じ
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
紛
争
処
理
機
能
の
重
要
性
を
解
く
こ
と
に
し
た
い
（
五
）。

こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
研
究
は
、
技
術
的
側
面
や
経
済
的
側
面
の
検
討
に
力
点
が
置
か
れ

き
た

（
21
）

。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
諸
外
国
で
は
、
契
約
的
側
面
か
ら
の
研
究
も
豊
富
で
あ
る

（
22
）

。
本
稿
も
こ
れ
ら
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ

が
多
い
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
投
げ
か
け
る
契
約
上
の
問
題
は
、
一
種
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
で
あ
り
、
私
法
秩
序
に
対
し
て
変
革

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
律
的
側
面
を
解
明
す
る
に
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
の

で
は
な
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
全
体
の
構
造
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
基
本
的
仕
組
み
な
ど
を
踏
ま
え
て
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う

（
23
）

。
時
代
の
転
換
期
と
で
も
い
う
べ
き
こ
の

時
期
に
お
い
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
問
題
を
掘
り
下
げ
こ
れ
を
論
ず
る
本
稿
の
先
駆
的
な
意
義
は
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

二
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
歴
史
と
沿
革

１
　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
登
場
以
前
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

従
来
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
や
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
っ
た
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
未
来
の
超
ハ
イ
テ

ク
社
会
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
家
（cyberpunks

） 

や
暗
号
愛
好
家
（cryptography enthusiasts

） 

が
興
味
を
も
つ
分
野
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

）
五
二
二
（
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四
四

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
が
登
場
す
る
以
前
に
も
、
自
動
販
売
機
な
ど
を
中
心
に
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
わ
れ
る
も
の
は
存
在
し
た
。

古
く
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
属
州
で
あ
っ
た
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
に
お
い
て
、
自
動
販
売
機
の
事
例
が
見
ら
れ
る
。
当
時
、
エ
ジ
プ
ト
の
寺

院
で
は
、
硬
貨
ド
ラ
ク
マ
が
五
枚
投
入
さ
れ
る
と
、
そ
の
重
み
で
レ
バ
ー
が
上
に
動
い
て
バ
ル
ブ
を
開
き
、
傾
い
た
鍋
に
少
量
の
聖
水
が

自
動
的
に
落
ち
て
く
る
装
置
が
開
発
さ
れ
て
い
た

（
24
）

。
現
代
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
図
書
の
出
版
販
売
な

ど
に
お
い
て
も
自
動
販
売
機
の
実
例
が
見
ら
れ
る

（
25
）

。

自
動
販
売
機
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
間
に
原
則
的
な
違
い
が
な
い
と
す
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
起
源
は
、
相
当
に

古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

２
　
ニ
ッ
ク
・
ス
ザ
ボ
と
現
代
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

今
日
い
う
と
こ
ろ
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
き
る
契
約
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
法
律
学
者
で
暗
号
学
者
の
ニ
ッ

ク
・
ス
ザ
ボ
（N

ick S
zabo

）
が
一
九
九
七
年
に
発
表
し
た
論
文
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
ア
イ
デ
ア
（T

he Idea of S
m

art 

C
ontracts

）」
の
中
に
登
場
し
、
そ
の
後
広
ま
っ
て
行
っ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

（
26
）

。
ス
ザ
ボ
に
よ
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
は
、「
デ
ジ
タ
ル
形
式
（digital form

）
で
指
定
さ
れ
た
一
連
の
約
束
（a set of prom

ises

）
で
構
成
さ
れ
、
当
事
者
が
こ
れ
ら

の
約
束
に
基
づ
い
て
実
行
す
る
手
順
（protocols

）
を
含
む
」
も
の
で
あ
る

（
27
）

。

ス
ザ
ボ
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
一
例
と
し
て
自
動
販
売
機
（vending m

achine

）
を
取
り
上
げ
、
特
定
の
条
件
に
合
致
す
る

と
契
約
が
締
結
さ
れ
、
自
動
的
に
実
行
さ
れ
る
契
約
を
説
明
し
た
。
自
動
販
売
機
は
、
表
示
金
額
の
お
金
を
投
入
し
て
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば

商
品
が
出
て
く
る
機
械
の
仕
組
み
で
あ
る
が
、
商
品
の
売
買
契
約
を
自
動
化
し
て
い
る
。
自
動
販
売
機
で
は
、
①
飲
み
物
の
代
金
を
販
売

）
五
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

四
五

機
に
投
入
し
、
購
入
し
た
い
飲
み
物
の
ボ
タ
ン
を
押
す
、
②
自
動
販
売
機
が
対
応
し
た
飲
み
物
を
出
力
す
る
と
い
う
契
約
を
実
行
す
る
、

③
購
入
者
は
購
入
し
た
飲
み
物
を
確
認
す
る
と
い
う
三
つ
の
段
階
を
経
る
こ
と
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
が
自
動
的
に
実
行
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
動
販
売
機
お
い
て
は
、
商
品
の
内
容
や
投
入
す
る
金
額
は
誰
が
見
て
も
同
じ
で
あ
り
、
時
と
場
所
で
解
釈
が
異
な
る
余

地
は
な
い
。
万
が
一
、
お
金
を
入
れ
て
商
品
が
出
て
こ
な
い
な
ど
の
不
具
合
が
あ
っ
て
も
、
返
金
ボ
タ
ン
で
お
金
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
契
約
不
履
行
の
リ
ス
ク
も
抑
え
ら
れ
る
。

現
代
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
仕
組
み
は
、
自
動
販
売
機
の
よ
う
に
利
用
者
が
硬
貨
を
投
入
し
、
飲
み
物
の
ボ
タ
ン
を
選
択
し
た

瞬
間
に
売
買
契
約
が
成
立
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
似
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
契
約
内
容
の
実
行
の
み
な
ら
ず
、
契
約
締
結
の
自
動
化
を
も
含

み
得
る
点
で
、
さ
ら
に
進
化
し
た
も
の
で
あ
る

（
28
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
契
約
当
事
者
と
し
て
の
人
の
意
思
は
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
に
入
る
最
初
の
段
階
で
の
み
要
求
さ
れ
る
だ
け
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
一
方
的
な
オ
フ
ァ
ー
を
前
提
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
交
渉
な
く
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
用
い
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
契
約
の
締
結
そ
の
も
の
を
人
工
知
能
な
ど
の

い
わ
ゆ
る
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（Intelligent A

gent

）
に
委
ね
、
当
事
者
の
交
渉
や
意
思
の
疎
通
、
契
約
締
結
を
も
自
動
化
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る

（
29
）

。

３
　
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

⑴
　
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
現
代
社
会
に
お
い
て
活
用
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
や
そ
れ
に
伴
う
流
通
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
改
革
、
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
Ｉ
ｏ
Ｔ
）
化
な
ど
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る

（
30
）

。

）
五
二
二
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商
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で
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に
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五
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日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

四
六

モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
前
述
し
た
よ
う
に“Internet of T

hings ”

と
呼
ば
れ
、
そ
の
頭
文
字
を
と
っ
て
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
略
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
用
い
た
の
は
、
先
駆
的
な
セ
ン
シ
ン
グ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
実
証
研
究
を
行
う
米
国A

uto-

ID
 C

enter
の
共
同
設
立
者
で
あ
る
ケ
ビ
ン
・
ア
シ
ュ
ト
ン
（K

evin A
shton

）
で
、
一
九
九
九
年
の
こ
と
で
あ
る

（
31
）

。
ア
シ
ュ
ト
ン
が
予
測

し
た
の
は
、
い
ず
れ
は
人
の
操
作
を
介
さ
ず
に
セ
ン
サ
ー
な
ど
を
搭
載
し
た
機
器
（
モ
ノ
）
が
直
接
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
り
、
モ

ノ
同
士
が
様
々
な
物
事
を
や
り
取
り
す
る
こ
と
で
、
人
に
と
っ
て
快
適
な
環
境
や
状
態
、
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
げ
て
人
が
操
作
す
る
と
い
う
前
提
の
ビ

ジ
ネ
ス
で
は
な
く
、
人
が
介
在
し
な
い
機
器
（
モ
ノ
）
の
情
報
だ
け
か
ら
発
生
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
の
可
能
性
で
あ
っ
た
。

Ｉ
ｏ
Ｔ
は
、
モ
ノ
に
搭
載
さ
れ
た
セ
ン
サ
ー
か
ら
回
り
の
状
況
や
動
き
な
ど
の
情
報
を
取
得
し
、
テ
レ
ビ
や
エ
ア
コ
ン
、
時
計
な
ど
、

身
の
回
り
の
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
る
仕
組
み
で
あ
る
。
セ
ン
サ
ー
に
は
、
モ
ノ
の
有
無
や
形
状
な
ど
を
読
み
取

る
セ
ン
サ
ー
か
ら
、
重
量
や
圧
力
を
検
出
セ
ン
サ
ー
、
速
度
・
音
声
・
新
堂
・
熱
・
光
・
電
圧
・
匂
い
や
味
覚
な
ど
を
読
み
取
る
セ
ン

サ
ー
な
ど
、
数
多
く
の
種
類
が
あ
る
。
セ
ン
サ
ー
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
情
報
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
サ
ー
バ
ー
や
ク
ラ
ウ
ド

に
送
信
さ
れ
、
活
用
で
き
る
形
に
し
て
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
、
デ
ー
タ
と
し
て
共
有
さ
れ
る
。

Ｉ
ｏ
Ｔ
で
使
わ
れ
る
主
な
通
信
手
段
と
し
て
は
、
直
接
通
信
方
式
と
デ
バ
イ
ス
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
方
式
の
二
種
類
が
あ
る

（
32
）

。
前
者
は
、
デ

バ
イ
ス
そ
の
も
の
を
直
接
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
方
式
で
あ
り
、
後
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
経
由
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド

サ
ー
バ
ー
と
通
信
す
る
方
式
で
あ
る
。
モ
ノ
そ
の
も
の
に
通
信
機
器
を
搭
載
す
る
よ
り
も
、
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
を
経
由
す
る
方
が
コ
ス
ト
や

消
費
電
力
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
複
数
の
Ｉ
ｏ
Ｔ
デ
バ
イ
ス
に
効
率
的
に
接
続
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
分
析
さ
れ
て
、
可
視
化
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
予
測
を
行
っ
た
り

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

四
七

す
る
が
、
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
を
介
し
て
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
膨
大
と
な
る

た
め
、
そ
の
保
存
方
法
（
ス
ト
レ
ー
ジ
）
に
も
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
る
。
Ｉ
ｏ
Ｔ
で
は
、
通
常
の
フ
ァ
イ
ル
単
位
で
は
な
く
、
オ
ブ
ジ
ェ

ク
ト
と
い
う
単
位
で
情
報
デ
ー
タ
を
管
理
す
る
方
法
が
採
ら
れ
る
。
従
来
の
フ
ァ
イ
ル
ス
ト
レ
ー
ジ
は
、
フ
ォ
ル
ダ
を
使
い
、
入
れ
子
状

の
階
層
を
利
用
し
た
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
構
造
で
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
ス
ト
レ
ー
ジ
で
は
、

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
自
体
に
Ｉ
Ｄ
と
い
う
個
別
識
別
子
が
与
え
ら
れ
、
Ｉ
Ｄ
を
使
っ
て
デ
ー
タ
を
呼
び
出
す
方
式
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、

格
納
場
所
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
管
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
各
種
の
財
や
機
器
、
サ
ー
ビ
ス
を
対
象
に
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
化
が
様
々
な
分
野
で
広
ま
っ
て
い
る

（
33
）

。
モ
ノ
同
士
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

つ
な
が
る
こ
と
で
、
モ
ノ
を
遠
隔
か
ら
操
作
し
た
り
、
モ
ノ
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
人
が
介
在
し

な
く
て
も
モ
ノ
同
士
が
対
話
し
、
情
報
を
や
り
取
り
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
モ
ノ
を
つ
な
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト

は
、
コ
ス
ト
の
削
減
や
効
率
化
に
限
定
さ
れ
な
い
。
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
は
単
に
モ
ノ
を
つ
な
ぐ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
通
じ

て
イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
な
価
値
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
に
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
本
質
が
あ
る

（
34
）

。

今
日
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
世
界
中
の
様
々
な
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
り
、
あ
ら
ゆ
る
モ

ノ
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
オ
フ
ラ
イ
ン
の
リ
ア
ル
な
店
舗
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
店
舗
で
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
取
引
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
的
要
因
を
背
景
に
取
引
や
契
約
を
自
動
化
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
役
割
な
い
し
機
能
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

⑵
　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

今
日
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
結
び
付
け
ら
れ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。
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二
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す
る
が
、
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
を
介
し
て
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
膨
大
と
な
る

た
め
、
そ
の
保
存
方
法
（
ス
ト
レ
ー
ジ
）
に
も
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
る
。
Ｉ
ｏ
Ｔ
で
は
、
通
常
の
フ
ァ
イ
ル
単
位
で
は
な
く
、
オ
ブ
ジ
ェ

ク
ト
と
い
う
単
位
で
情
報
デ
ー
タ
を
管
理
す
る
方
法
が
採
ら
れ
る
。
従
来
の
フ
ァ
イ
ル
ス
ト
レ
ー
ジ
は
、
フ
ォ
ル
ダ
を
使
い
、
入
れ
子
状

の
階
層
を
利
用
し
た
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
構
造
で
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
ス
ト
レ
ー
ジ
で
は
、

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
自
体
に
Ｉ
Ｄ
と
い
う
個
別
識
別
子
が
与
え
ら
れ
、
Ｉ
Ｄ
を
使
っ
て
デ
ー
タ
を
呼
び
出
す
方
式
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、

格
納
場
所
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
管
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
各
種
の
財
や
機
器
、
サ
ー
ビ
ス
を
対
象
に
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
化
が
様
々
な
分
野
で
広
ま
っ
て
い
る

（
33
）

。
モ
ノ
同
士
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

つ
な
が
る
こ
と
で
、
モ
ノ
を
遠
隔
か
ら
操
作
し
た
り
、
モ
ノ
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
人
が
介
在
し

な
く
て
も
モ
ノ
同
士
が
対
話
し
、
情
報
を
や
り
取
り
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
モ
ノ
を
つ
な
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト

は
、
コ
ス
ト
の
削
減
や
効
率
化
に
限
定
さ
れ
な
い
。
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
は
単
に
モ
ノ
を
つ
な
ぐ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
通
じ

て
イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
な
価
値
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
に
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
本
質
が
あ
る

（
34
）

。

今
日
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
世
界
中
の
様
々
な
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
り
、
あ
ら
ゆ
る
モ

ノ
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
オ
フ
ラ
イ
ン
の
リ
ア
ル
な
店
舗
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
店
舗
で
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
取
引
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
的
要
因
を
背
景
に
取
引
や
契
約
を
自
動
化
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
役
割
な
い
し
機
能
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

⑵
　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
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ン
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

今
日
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
結
び
付
け
ら
れ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。
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四
八

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
実
装
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
中
核
技
術
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
技

術
で
あ
り

（
35
）

、
複
数
の
取
引
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
を
チ
ェ
ー
ン
の
よ
う
に
直
列
に
連
結
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る

（
36
）

。
ビ
ッ
ト
コ

イ
ン
に
始
ま
る
仮
想
通
貨
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
、
自
動
化
に
よ
る
コ
ス
ト
削
減
、
不
正
の
防
止
、
透
明
性
の
向
上
な
ど
を
主

た
る
目
的
と
し
、
法
定
通
貨
の
へ
の
応
用
を
想
定
と
し
て
構
築
さ
れ
た

（
37
）

。
仮
想
通
貨
の
取
引
に
お
い
て
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
取

引
内
容
を
台
帳
に
記
載
し
、
そ
の
台
帳
に
対
し
て
誰
も
恣
意
的
に
操
作
や
詐
欺
を
行
え
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
分
散
型
の
台
帳
技
術
が

必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
し
て
今
日
知
ら
れ
る
台
帳
技
術
が
よ
り
広
範
な

用
途
を
も
っ
た
強
力
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
者
は
、
当
時
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ

る
（
38
）

。ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
中
核
と
な
る
管
理
者
を
も
た
な
い
自
律
分
散
的
な
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
上
で
展
開
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
の
合
意
（
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
）
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る

（
39
）

。
こ
の
場
合
、
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
構
成
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
格
納
さ
れ
、
Ｐ
２
Ｐ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
の
各

ノ
ー
ド
（node

）
に
お
い
て
合
意
形
成
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
は
、
不
正
や
改
ざ
ん
が
行
わ
れ
に
く
く
透
明
性
が
高

い
と
か
、
仲
介
者
が
不
要
な
た
め
コ
ス
ト
削
減
が
期
待
で
き
る
な
ど
の
強
み
が
あ
る
。
こ
の
特
性
を
利
用
し
、
契
約
内
容
を
あ
ら
か
じ
め

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
て
お
き
、
定
め
ら
れ
た
契
約
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
自
動
的
に
取
引
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
を

作
り
出
す
こ
と
も
可
能
が
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
、
直
前
の
ブ
ロ
ッ
ク
（
親
ブ
ロ
ッ
ク
）
に
記
録
さ
れ
た

取
引
デ
ー
タ
が
保
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
が
一
本
の
チ
ェ
ー
ン
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
合
意
形
成
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
各
ノ
ー
ド
が
同
じ
デ
ー
タ
に
合
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
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五
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六
（

ス
マ
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ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

四
九

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
で
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
の
各
ノ
ー
ド
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
送
金
な
ど
の
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
取
引
履
歴
が

正
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
、
そ
の
結
果
を
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
確
認
し
て
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト

ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
40
）

。

も
っ
と
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
合
意
形
成
で
は
、
中
央
の
管
理
シ
ス
テ
ム
が
存
在
せ
ず
、
参
加
者
の
中
に
故
障
し
た
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
や
悪
意
を
も
っ
た
個
人
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
果
た
し
て
全
体
と
し
て
正
し
い
合
意
を
形
成

で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

（
41
）

。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
こ
の
問
題
を
確
率
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
展
開
に
新
た
な
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た

（
42
）

。
一
般
的
に
、
裏
切
り
者

の
将
軍
が
Ｎ
人
の
と
き
、
誠
実
な
将
軍
が
２
Ｎ
＋
１
人
以
上
で
あ
れ
ば
、
誠
実
な
将
軍
同
士
の
判
断
で
一
致
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ビ
ザ
ン
チ
ン
将
軍
問
題
を
解
決
し
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
正
常
に
稼
働
す
る
シ
ス
テ
ム
は
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐

性
（B

yzantine F
ault T

olerance: B
F

T

）
を
も
つ
と
い
わ
れ
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
お
よ
び
こ
れ
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

で
は
こ
れ
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る

（
43
）

。
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
で
は
、
不
特
定
多
数
の
参
加
者
が
強
調
し
て
一
つ
の
シ

ス
テ
ム
を
実
行
さ
せ
て
行
く
た
め
に
、
新
し
く
ブ
ロ
ッ
ク
を
生
成
し
た
参
加
者
に
報
酬
と
し
て
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
の
仮
想
通
貨
を
与
え

る
な
ど
、
シ
ス
テ
ム
に
貢
献
す
る
行
為
に
対
し
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
設
計
が
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
契
約
と
考
え
る
に
し
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
合
意
形
成
は
か
な
り
複
雑
化
し
た
様

相
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
利
用
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
を
始
め
と
す
る
仮
想
通
貨
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
よ
う
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
集
権
的
な
特
定
の
台
帳
管
理
主
体
に

）
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二
二
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五
〇

代
わ
り
、
複
数
の
主
体
に
よ
る
分
散
型
の
台
帳
管
理
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
前
述
の
「
分
散
型
台
帳
技
術
」（D

L
T

）

で
あ
る

（
44
）

。
分
散
型
台
帳
技
術
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
も
つ
耐
改
ざ
ん
性
を
保
っ
た
ま
ま
、
合
意
形
成
を
特
定
の
ノ
ー
ド
に
行
わ

せ
た
り
省
い
た
り
す
る
こ
と
で
、
高
速
に
動
作
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
記
録
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

技
術
を
指
し
て
、
分
散
型
台
帳
技
術
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
意
味
や
用
途
の
違
い
を
考
え
る
と
、
両
者
は
分
け
て
考
え
る
方
が
間

違
い
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
る

（
45
）

。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
名
前
と
し
て
使
わ
れ
る
と
き
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
純
粋

な
分
散
型
の
Ｐ
２
Ｐ
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
多
数
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
デ
ー
タ
構
造
の
情
報
内
容
を
協
議
・
決
定
す
る
一
連
の
命
令
を

表
す
。
こ
の
デ
ー
タ
構
造
と
し
て
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
対
し
て
、
暗
号
化
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
も
あ
る
。

こ
の
組
み
合
わ
せ
を
用
い
る
こ
と
で
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
に
関
係
な
く
、
純
粋
な
分
散
型
の
Ｐ
２
Ｐ
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
完
全

性
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

（
46
）

。

通
常
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
取
引
の
依
頼
な
い
し
注
文
が
あ
る
と
、
中
央
の
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
送
信
さ
れ
、

タ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
の
注
文
を
受
け
付
け
、
そ
れ
を
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
に
記
載
す
る
。
往
々
に
し
て
異
な
る
依
頼
・

注
文
が
同
時
に
来
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
時
は
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
ど
ち
ら
の
要
求
を
正
と
す
る
か
を
決
め
て
、
こ
れ
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

に
反
映
す
る
こ
ろ
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
分
散
型
台
帳
技
術
で
は
、
分
散
し
て
台
帳
管
理
を
可
能
と
す
る
複
数
の
主
体
（
い
わ
ゆ
る

ノ
ー
ド
）
が
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
結
び
付
い
て
お
り
、
情
報
が
各
ノ
ー
ド
間
で
共
有
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
分
散
型
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
ノ
ー
ド
が
複
数
あ
り
、
各
ノ
ー
ド
は
同
じ
台
帳
を
も
っ
た
シ
ス
テ
ム
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
と
し
よ
う
。
各
ノ
ー
ド
を
結
び
付
け
る
の
が
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
分
散
台
帳
シ
ス
テ
ム
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介

し
て
各
ノ
ー
ド
間
で
台
帳
の
同
期
を
と
っ
て
い
る
。
新
規
に
取
引
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
個
々
の
ノ
ー
ド
を
通
じ
て
シ
ス
テ
ム
に
ア

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
一

ク
セ
ス
し
、
参
加
者
か
ら
の
書
込
み
要
求
が
あ
る
と
、
こ
れ
が
各
ノ
ー
ド
間
で
共
有
さ
れ
る
。

各
ノ
ー
ド
で
は
、
個
々
に
検
証
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
証
さ
れ
る
と
、
そ
の
結
果
が
シ
ス
テ
ム
に
反
映
さ

れ
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
追
加
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
分
散
型
台
帳
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
各
ノ
ー
ド
で
作
成
し
た
情
報
の
集
合

（
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
）
の
正
当
性
を
検
証
・
合
意
し
、
そ
の
結
果
を
分
散
台
帳
に
追
加
・
反
映
す
る
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
と
ら
れ
る
。
こ
れ

が
、
分
散
型
台
帳
技
術
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
、
情
報
伝
達
の

タ
イ
ム
ラ
グ
や
未
到
達
と
い
っ
た
事
態
を
避
け
ら
れ
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
分
散
処
理
に
お
い
て
合
意
形
成
を
司
る
技
術
で
あ
る

（
47
）

。

分
散
型
台
帳
技
術
は
、
集
権
的
な
特
定
の
台
帳
管
理
の
主
体
に
代
わ
り
、
複
数
の
主
体
に
よ
る
分
散
し
た
台
帳
管
理
を
可
能
と
す
る
が
、

そ
の
基
盤
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
参
加
者
の
範
囲
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
作
成
主
体
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
検
証
・
承
認
主
体
、
用
い
ら
れ
る

コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
な
ど
を
様
々
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
分
散
型
台
帳
技
術
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
に
は
考

え
方
や
制
度
設
計
の
思
想
の
異
な
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
、
注
意
を
要
す
る
。
分
散
型
台
帳
技
術
を
代
表
す
る
イ
ー
サ
リ
ア
ム
で
は
、

分
散
台
帳
デ
ー
タ
は
ど
の
ノ
ー
ド
に
も
等
し
く
提
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ハ
イ
パ
ー
レ
ジ
ャ
ー
に
お
い
て
は
、
チ
ャ
ネ
ル
と
い

う
概
念
を
導
入
し
て
、
そ
こ
に
登
録
さ
れ
た
ノ
ー
ド
間
で
の
み
共
有
さ
れ
る
と
い
う
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

コ
ル
ダ
に
お
い
て
は
、
取
引
当
事
者
間
と
の
ノ
タ
リ
ー
と
呼
ば
れ
る
検
証
ノ
ー
ド
と
の
間
で
分
散
台
帳
が
共
有
さ
れ
、
す
べ
て
の
分
散
台

帳
デ
ー
タ
を
も
つ
ノ
ー
ド
は
存
在
し
な
い

（
48
）

。
従
っ
て
、
分
散
型
台
帳
技
術
を
実
装
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
異
な
れ
ば
合
意
形
成
に
至

る
プ
ロ
セ
ス
も
一
様
で
は
な
く
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
も
異
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
分
散
台
帳
シ
ス
テ
ム
で
は
、
同
じ
デ
ー
タ
を
共
有
し
て
い
る
の
で
、
相
互
検
証
に
よ
り
改
ざ
ん
防
止
が
で

き
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
実
装
し
た
分
散
台
帳
技
術
は
、
分
散
し
た
シ
ス
テ
ム
の
間
で
の
情
報
共
有
を
非

）
五
二
二
（
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司
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分
散
型
台
帳
技
術
は
、
集
権
的
な
特
定
の
台
帳
管
理
の
主
体
に
代
わ
り
、
複
数
の
主
体
に
よ
る
分
散
し
た
台
帳
管
理
を
可
能
と
す
る
が
、

そ
の
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盤
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る
ブ
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参
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者
の
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ブ
ロ
ッ
ク
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成
主
体
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
検
証
・
承
認
主
体
、
用
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ら
れ
る

コ
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セ
ン
サ
ス
・
ア
ル
ゴ
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ム
な
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様
々
に
設
定
す
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こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
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型
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も
の
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に
は
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が
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と
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そ
こ
に
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録
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た
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ド
間
で
の
み
共
有
さ
れ
る
と
い
う
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

コ
ル
ダ
に
お
い
て
は
、
取
引
当
事
者
間
と
の
ノ
タ
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ー
と
呼
ば
れ
る
検
証
ノ
ー
ド
と
の
間
で
分
散
台
帳
が
共
有
さ
れ
、
す
べ
て
の
分
散
台

帳
デ
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タ
を
も
つ
ノ
ー
ド
は
存
在
し
な
い
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る
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プ
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ば
合
意
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成
に
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る
プ
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も
一
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で
は
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く
、
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セ
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サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
も
異
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
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ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
分
散
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シ
ス
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で
は
、
同
じ
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を
共
有
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て
い
る
の
で
、
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互
検
証
に
よ
り
改
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ん
防
止
が
で
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が
特
徴
で
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る
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五
二

常
に
高
い
耐
改
ざ
ん
性
と
と
も
に
実
現
す
る
技
術
で
あ
る
。
分
散
型
台
帳
技
術
が
も
つ
中
央
排
除
、
契
約
執
行
、
同
一
デ
ー
タ
の
共
同
作

業
、
デ
ー
タ
の
永
続
性
の
担
保
な
ど
の
特
性
は
、
多
く
の
産
業
に
採
用
さ
れ
、
そ
う
遠
く
な
い
将
来
に
仮
想
通
貨
の
元
祖
と
し
て
誕
生
し

た
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
凌
駕
す
る
形
で
、
様
々
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
繰
り
込
ま
れ
て
行
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
実
際
、
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
の
力
に
気
づ
き
、
莫
大
な
投
資
を
始
め
た
金
融
業
界
か
ら
す
で
に
そ
の
波
が
外
へ
と
波
及
し
、
金
融
取
引
以
外
の
分
野
で
も
ブ

ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
実
用
化
が
検
討
さ
れ
て
い
る

（
49
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
Ｐ
２
Ｐ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
デ
ー
タ
を
利
用
者
の
各
ノ
ー
ド
で
保
持
し
、

ノ
ー
ド
間
で
デ
ー
タ
を
や
り
取
り
す
る
た
め
に
様
々
な
実
装
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
が
、

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
の
数
年
以
内
に
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
普
及
と
と
も
に
、
人
の
手
を
介
さ
ず
契
約
が
自

動
で
執
行
さ
れ
、
不
履
行
や
不
正
の
リ
ス
ク
が
限
り
な
く
排
除
さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
が
到
来
す
る
と
も
い
わ
れ
て
い

る
（
50
）

。⑶
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
現
代
的
展
開

前
述
し
た
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
搭
載
さ
れ
、
契
約
の
締
結
お
よ
び
履
行
を
自
動
化

を
図
る
仕
組
み
と
し
て
、
金
融
取
引
以
外
の
分
野
に
も
徐
々
に
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
き
て
い
る
。
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
開
発
に
お
い
て
は
、

セ
ン
サ
ー
が
情
報
を
収
集
し
、
そ
れ
を
デ
ー
タ
と
し
て
解
析
し
た
う
え
で
、
利
用
者
に
還
元
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
今
後
は
、

デ
ー
タ
を
利
用
者
に
見
せ
る
た
け
で
な
く
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を

用
い
て
、
他
の
デ
バ
イ
ス
と
連
動
さ
せ
て
行
く
よ
う
な
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
増
加
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る

（
51
）

。
諸
外
国
で
は
、
Ｉ

ｏ
Ｔ
や
人
工
知
能
な
ど
の
技
術
を
使
っ
て
家
電
や
自
動
車
な
ど
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
り
、
効
率
的
な
社
会
や
都
市

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
三

を
構
築
す
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
ー
の
構
想
が
提
唱
さ
れ
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
イ
ン
フ
ラ
を
管
理
し
、
環
境
に
配

慮
し
つ
つ
経
済
発
展
を
目
指
す
社
会
の
構
築
に
向
け
た
実
験
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る

（
52
）

。

ま
た
、
最
近
で
は
、
こ
こ
数
年
来
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
浸
透
に
よ
り
、
モ
ノ
や
場
所
、
乗
り
物
、
サ
ー
ビ
ス
、
人

材
、
ス
キ
ル
な
ど
、
遊
休
資
産
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
必
要
な
人
と
マ
ッ
チ
ン
グ
し
、
共
有
・
交
換
す
る
新
し
い
経
済
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
「
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
、
世
界
規
模
で
展
開
さ
れ
て
い
る

（
53
）

。
こ
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
も
、
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
装
備
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
時
術
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
分
散
型
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
サ
ー
ビ
ス

を
構
築
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

（
54
）

。
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
の
相
性
は
、
抜
群
に
良
い
。
今
で
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
通
じ
て
駐
車
場
を
検
索
し
、
賃
貸
予
約
や
決
済
を
え
る
た
め
、
人
を
介
さ
ず
に
煩
雑
な
手
続
を
回

避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
55
）

。
こ
の
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
各
種
の
契
約
・
取
引
・
決

済
を
自
動
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

ま
た
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
は
、
ク
ラ
ウ
ド
と
い
っ
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
可
能
な
技
術
で
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
必
要
と

な
る
複
数
の
機
能
を
ま
と
め
て
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
し
て
提
供
す
る
の
が
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る

（
56
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

は
、
こ
の
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
装
備
さ
れ
、
契
約
の
自
動
化
を
促
進
さ
せ
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続

す
る
モ
ノ
や
情
報
デ
ー
タ
の
爆
発
的
な
増
大
は
、
共
有
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
保
存
や
管
理
・
分
析
、
利
用
な
ど
を
通
じ
て
、
既
存
の
産
業

に
対
す
る
変
革
や
新
た
な
付
加
価
値
を
も
た
ら
し
、
新
た
な
社
会
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
る

（
57
）

。

従
来
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
の
仮
想
通
貨
の
技
術
の
中
核
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
基
盤
と
し
て

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
、
自
動
送
金
や
送
金
記
録
の
保
存
を
図
る
分
散
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
金
融
取
引
を
中
心
に
活
用
さ
れ
て
き
た
。

）
五
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
三

を
構
築
す
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
ー
の
構
想
が
提
唱
さ
れ
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
イ
ン
フ
ラ
を
管
理
し
、
環
境
に
配

慮
し
つ
つ
経
済
発
展
を
目
指
す
社
会
の
構
築
に
向
け
た
実
験
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る

（
52
）

。

ま
た
、
最
近
で
は
、
こ
こ
数
年
来
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
浸
透
に
よ
り
、
モ
ノ
や
場
所
、
乗
り
物
、
サ
ー
ビ
ス
、
人

材
、
ス
キ
ル
な
ど
、
遊
休
資
産
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
必
要
な
人
と
マ
ッ
チ
ン
グ
し
、
共
有
・
交
換
す
る
新
し
い
経
済
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
「
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
、
世
界
規
模
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展
開
さ
れ
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い
る
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53
）
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こ
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シ
ェ
ア
リ
ン
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コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
も
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ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
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装
備
し
た
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ェ
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術
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す
る
こ
と
で
、
分
散
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の
シ
ェ
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リ
ン
グ
エ
コ
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ミ
ー
サ
ー
ビ
ス

を
構
築
す
る
こ
と
が
期
待
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れ
て
い
る
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。
シ
ェ
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グ
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Ｔ
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の
相
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は
、
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に
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い
。
今
で
は
、
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ネ
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ト
や
ス
マ
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ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
通
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駐
車
場
を
検
索
し
、
賃
貸
予
約
や
決
済
を
え
る
た
め
、
人
を
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ず
に
煩
雑
な
手
続
を
回

避
す
る
こ
と
が
可
能
で
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る

（
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こ
の
Ｉ
ｏ
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プ
ラ
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ト
フ
ォ
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を
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し
て
、
ス
マ
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ト
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ト
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ト
は
、
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引
・
決
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す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
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ま
た
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
は
、
ク
ラ
ウ
ド
と
い
っ
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
可
能
な
技
術
で
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
必
要
と

な
る
複
数
の
機
能
を
ま
と
め
て
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
し
て
提
供
す
る
の
が
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る

（
56
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

は
、
こ
の
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
装
備
さ
れ
、
契
約
の
自
動
化
を
促
進
さ
せ
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
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す
る
モ
ノ
や
情
報
デ
ー
タ
の
爆
発
的
な
増
大
は
、
共
有
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
保
存
や
管
理
・
分
析
、
利
用
な
ど
を
通
じ
て
、
既
存
の
産
業

に
対
す
る
変
革
や
新
た
な
付
加
価
値
を
も
た
ら
し
、
新
た
な
社
会
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
る

（
57
）

。

従
来
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
の
仮
想
通
貨
の
技
術
の
中
核
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
基
盤
と
し
て

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
、
自
動
送
金
や
送
金
記
録
の
保
存
を
図
る
分
散
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
金
融
取
引
を
中
心
に
活
用
さ
れ
て
き
た
。
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五
二
二
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五
四

一
般
に
、
取
引
で
は
、
相
手
方
の
不
履
行
リ
ス
ク
を
排
除
す
る
た
め
に
、
同
時
履
行
の
確
保
が
重
要
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
と
く
に
金
融

取
引
に
お
い
て
は
、
決
済
リ
ス
ク
の
管
理
の
た
め
に
証
券
と
資
金
の
同
時
決
済
（D

elivery V
ersusu paym

ent: 

Ｄ
Ｖ
Ｐ
）
や
通
貨
間
の
同

時
決
済
（P

aym
ent V

ersusu P
aym

ent: 

Ｐ
Ｖ
Ｐ
）
の
確
保
が
必
要
と
さ
れ
る
。
取
引
対
象
資
産
の
双
方
が
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
の
デ
ジ

タ
ル
資
産
で
あ
る
場
合
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
機
能
を
応
用
す
れ
ば
、
一
方
の
引
渡
し
を
他
方
の
反
対
給
付

の
条
件
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
Ｄ
Ｖ
Ｐ
や
Ｄ
Ｖ
Ｐ
を
容
易
に
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
決
済
リ
ス
ク
を
適
切
に
管
理
す
る

こ
と
が
で
き
る

（
58
）

。

最
近
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
金
融
取
引
以
外
の
分
野
で
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
基
盤
と
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
利

用
が
拡
大
し
て
い
る
。
分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
自
律
的
に
実
施
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
組
み
込
ま

れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
を
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
結
び
つ
け
、
契
約
の
形

成
お
よ
び
履
行
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
り
自
動
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
契
約
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
し
て
お
き
、 

定
め
ら
れ
た
契
約
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
自
動
的
に
取
引
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
、
そ
れ
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で

あ
る
。
今
日
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
も
、
我
々
の
日
常
生
活
に
広
く
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。
ス
マ
ー

ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
り
、
既
存
の
流
通
シ
ス
テ
ム
を
大
き
く
変
容
さ
せ
る
可
能
性
を

有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
59
）

。

こ
の
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
契
約
の
締
結
や
履
行
が
自
動
的

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
広
義
で
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
各
種
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
デ
ジ

タ
ル
相
互
接
続
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
よ
る
分
属
型
取
引
デ
ー
タ
（
元
帳
）
の
記
録
保
存
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
現
在
、
多
く
の
企

）
五
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
五

業
が
こ
う
し
た
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
様
相
は
様
々
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク

ト
機
能
は
、
複
雑
な
取
引
条
件
を
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
自
動
的
に
取
引
を
執
行

し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
そ
の
実
装
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
論
を
先
鋭

化
さ
せ
る
契
機
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
60
）

。

⑷
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
的
要
素

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
人
間
の
関
与
を
極
力
排
除
し
、
あ
ら
か
じ
め
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
埋
め
込
ま
れ
た
条
件
に

従
っ
て
自
動
的
に
実
行
さ
れ
る
契
約
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
で
、「
Ａ
な
ら
ば
Ｘ
」
と
い
う
条
件
と
結

果
が
書
き
込
ま
れ
、
Ａ
が
成
就
し
た
と
き
は
、
自
動
的
に
Ｘ
と
い
う
処
理
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、「
Ａ
な
ら
ば
Ｘ
」
と
い
う
合
意
自

体
は
、
法
的
に
は
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
は
別
に
当
事
者
間
で
行
わ
れ
る
。
契
約
の
成
立
の
た
め
に
は
、
当
事
者
間
に
お
け
る
意
思

の
合
致
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
部
の
要
式
契
約
に
お
い
て
書
面
の
作
成
が
要
求
さ
れ
る
以
外
、
口
頭
に
よ
る
意
思
の
合
致
が
あ
れ
ば
足
り

る
と
さ
れ
て
お
り
、
真
の
合
意
内
容
が
コ
ー
ド
の
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
に
拘
束
さ
れ
な
い
理
由
は
な
い
と
も

考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
人
が
条
項
を
読
む
と
い
っ
た
義
務
や
機
会
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
約
束
の
相
互
交

換
と
い
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
観
念
す
る
余
地
は
な
い

（
61
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
の
変
更
や
こ
れ
を
め
ぐ
る
解
釈
、
紛

争
解
決
の
た
め
の
裁
定
な
ど
は
、
事
実
上
排
除
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
契
約
が
も
つ
主
要
な
機
能
は
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
見
ら

れ
な
い

（
62
）

。
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
を
基
盤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
分
散
型
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
を
介
し
て
、
よ
り
複
雑
な
紛
争
を
処
理
す
る
こ
と
が
事
前
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
組
み
込
ま
れ

）
五
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
五

業
が
こ
う
し
た
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
様
相
は
様
々
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク

ト
機
能
は
、
複
雑
な
取
引
条
件
を
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
自
動
的
に
取
引
を
執
行

し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
そ
の
実
装
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
論
を
先
鋭

化
さ
せ
る
契
機
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
60
）

。

⑷
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
的
要
素

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
人
間
の
関
与
を
極
力
排
除
し
、
あ
ら
か
じ
め
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
埋
め
込
ま
れ
た
条
件
に

従
っ
て
自
動
的
に
実
行
さ
れ
る
契
約
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
で
、「
Ａ
な
ら
ば
Ｘ
」
と
い
う
条
件
と
結

果
が
書
き
込
ま
れ
、
Ａ
が
成
就
し
た
と
き
は
、
自
動
的
に
Ｘ
と
い
う
処
理
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、「
Ａ
な
ら
ば
Ｘ
」
と
い
う
合
意
自

体
は
、
法
的
に
は
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
は
別
に
当
事
者
間
で
行
わ
れ
る
。
契
約
の
成
立
の
た
め
に
は
、
当
事
者
間
に
お
け
る
意
思

の
合
致
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
部
の
要
式
契
約
に
お
い
て
書
面
の
作
成
が
要
求
さ
れ
る
以
外
、
口
頭
に
よ
る
意
思
の
合
致
が
あ
れ
ば
足
り

る
と
さ
れ
て
お
り
、
真
の
合
意
内
容
が
コ
ー
ド
の
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
に
拘
束
さ
れ
な
い
理
由
は
な
い
と
も

考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
人
が
条
項
を
読
む
と
い
っ
た
義
務
や
機
会
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
約
束
の
相
互
交

換
と
い
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
観
念
す
る
余
地
は
な
い

（
61
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
の
変
更
や
こ
れ
を
め
ぐ
る
解
釈
、
紛

争
解
決
の
た
め
の
裁
定
な
ど
は
、
事
実
上
排
除
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
契
約
が
も
つ
主
要
な
機
能
は
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
見
ら

れ
な
い

（
62
）

。
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
を
基
盤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
分
散
型
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
を
介
し
て
、
よ
り
複
雑
な
紛
争
を
処
理
す
る
こ
と
が
事
前
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
組
み
込
ま
れ

）
五
二
二
（
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五
六

て
お
り

（
63
）

、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
使
用
し
た
契
約
の
自
動
実
行
に
そ
の
特
徴
が
あ
る

（
64
）

。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
プ
ロ
グ
ラ
ム

コ
ー
ド
は
、
人
の
意
思
表
示
に
代
わ
り
得
る
表
現
形
式
で
あ
る
が
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
相
手
方
の
同
意
や
約
束
を
前
提
と
す
る
も
の

で
は
な
い

（
65
）

。
こ
の
よ
う
な
契
約
の
基
本
的
要
件
を
欠
く
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
契
約
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
従
っ
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
名
称
を
用
い
る
に
し
て
も
、
ま
た
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
プ
ロ
グ

ラ
ム
コ
ー
ド
が
そ
れ
自
体
契
約
と
な
る
わ
け
で
は
な
い

（
66
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
自
動
的
に
実
行
さ
れ
る
契
約
と
い
う
定
義
が
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
機
能
的
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
基
づ
き
動
作
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
お
よ
び
そ
の
実
行
環
境
を
意
味
す
る

（
67
）

。
そ
の
よ
う
な
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
は
、
情
報
伝
達
の
タ
イ
ム
ラ
グ
や
未
到
達
と
い
っ
た
事
態
を
避
け
ら
れ
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
処
理
に
お
い
て
、
情
報
の
集

合
の
正
当
性
を
検
証
・
合
意
し
、
そ
の
結
果
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
追
加
・
反
映
さ
せ
る
技
術
で
あ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
、
契
約
を

自
動
的
に
執
行
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る

（
68
）

。
そ
の
た
め
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
契
約
の
変
更
や
こ
れ
を
め
ぐ

る
解
釈
、
紛
争
解
決
の
た
め
の
裁
定
な
ど
は
不
可
能
で
あ
り
、
従
来
の
契
約
が
も
つ
主
要
な
機
能
が
ほ
と
ん
ど
排
除
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ

グ
ラ
ム
言
語
に
よ
り
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
指
示
は
、
事
後
的
に
変
更
し
た
り
、
改
ざ
ん
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
将
来
へ
の
高
い
拘
束

力
の
確
保
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
で
も
あ
る
。

通
常
の
契
約
で
あ
れ
ば
、
解
釈
に
よ
る
契
約
の
補
充
が
行
わ
れ
た
り
、
事
情
変
更
の
原
則
や
公
序
良
俗
な
ど
の
法
理
に
よ
っ
て
契
約
内

容
が
変
更
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
無
効
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
事
後
的
に
再
交
渉
に
よ
る
契
約
内
容
の
改
訂
と
い
う
こ
と
も
、

通
常
の
契
約
で
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
契
約
を
自
動
的
に
執
行
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
、
そ
の
よ
う

な
通
常
の
契
約
が
も
つ
よ
う
な
機
能
は
な
い
。
法
的
な
契
約
は
、
別
途
、
当
事
者
間
に
お
い
て
締
結
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
七

そ
の
契
約
内
容
に
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
機
能
を
内
包
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
は
当
事
者
間
の
合
意
ま
た
は
法

律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
69
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
実
装
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
分
散
台
帳
に
格
納
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
の
参
照
や
更
新

を
行
う
ほ
か
、
管
理
項
目
や
業
務
ロ
ジ
ッ
ク
を
構
築
・
付
加
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
は
多
く
の
場
合
、

ノ
ー
ド
間
で
共
有
・
実
行
さ
れ
る
た
め
、
業
務
ロ
ジ
ッ
ク
の
妥
当
性
が
検
証
可
能
な
透
明
性
の
高
い
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能

と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
検
証
は
、
あ
く
ま
で
も
コ
ー
ド
が
改
ざ
ん
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
ま
で
で
あ
り
、
コ
ー
ド
の
業
務
ロ
ジ
ッ
ク

そ
の
も
の
を
検
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ロ
ジ
ッ
ク
の
検
証
は
、
別
途
必
要
と
さ
れ
る

（
70
）

。

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
間
の
検
証
を
経
て
、
有
効
な
取
引
履

歴
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
書
き
込
ま
れ
、
そ
れ
が
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
追
加
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

際
、
当
事
者
が
信
頼
を
寄
せ
る
の
は
、
相
手
方
の
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
の
約
束
や
、
そ
の
約
束
が
破
ら
れ
た
場
合
の
法
律
に
よ
る
強
制

的
実
現
で
は
な
く
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
を
結
び
付
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
り
、
契
約
の
締
結
か
ら
実
行
ま
で
を
定

め
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
ま
た
は
そ
れ
を
指
示
す
る
コ
ー
ド
な
い
し
そ
の
手
順
を
定
め
た
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
ブ
ロ
ッ

ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
自
律
分
散
型
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
各
ノ
ー
ド
に
よ
り
分
散
さ
れ
、
ラ
ン
ダ
ム
化
さ
れ
、
匿
名
化
さ
れ

て
い
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
の
各
ノ
ー
ド
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
送
金
な
ど
の
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
取
引
履
歴
が
正
当
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
検
証
し
、
そ
の
結
果
を
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
共
有
す
る
仕
組
で
あ
る
。
そ
れ
が
確
認
さ
れ
て
は
じ
め
て
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
が
承
認
さ
れ
る
。
作
業
の
証
明
（P

ow
er of W

ork: P
oW

）
は
、
そ
う
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
合

）
五
二
二
（
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五
七

そ
の
契
約
内
容
に
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
機
能
を
内
包
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
は
当
事
者
間
の
合
意
ま
た
は
法

律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
69
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
実
装
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
分
散
台
帳
に
格
納
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
の
参
照
や
更
新

を
行
う
ほ
か
、
管
理
項
目
や
業
務
ロ
ジ
ッ
ク
を
構
築
・
付
加
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
は
多
く
の
場
合
、

ノ
ー
ド
間
で
共
有
・
実
行
さ
れ
る
た
め
、
業
務
ロ
ジ
ッ
ク
の
妥
当
性
が
検
証
可
能
な
透
明
性
の
高
い
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能

と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
検
証
は
、
あ
く
ま
で
も
コ
ー
ド
が
改
ざ
ん
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
ま
で
で
あ
り
、
コ
ー
ド
の
業
務
ロ
ジ
ッ
ク

そ
の
も
の
を
検
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ロ
ジ
ッ
ク
の
検
証
は
、
別
途
必
要
と
さ
れ
る

（
70
）

。

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
間
の
検
証
を
経
て
、
有
効
な
取
引
履

歴
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
書
き
込
ま
れ
、
そ
れ
が
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
追
加
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

際
、
当
事
者
が
信
頼
を
寄
せ
る
の
は
、
相
手
方
の
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
の
約
束
や
、
そ
の
約
束
が
破
ら
れ
た
場
合
の
法
律
に
よ
る
強
制

的
実
現
で
は
な
く
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
を
結
び
付
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
り
、
契
約
の
締
結
か
ら
実
行
ま
で
を
定

め
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
ま
た
は
そ
れ
を
指
示
す
る
コ
ー
ド
な
い
し
そ
の
手
順
を
定
め
た
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
ブ
ロ
ッ

ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
自
律
分
散
型
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
各
ノ
ー
ド
に
よ
り
分
散
さ
れ
、
ラ
ン
ダ
ム
化
さ
れ
、
匿
名
化
さ
れ

て
い
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
の
各
ノ
ー
ド
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
送
金
な
ど
の
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
取
引
履
歴
が
正
当
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
検
証
し
、
そ
の
結
果
を
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
共
有
す
る
仕
組
で
あ
る
。
そ
れ
が
確
認
さ
れ
て
は
じ
め
て
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
が
承
認
さ
れ
る
。
作
業
の
証
明
（P

ow
er of W

ork: P
oW

）
は
、
そ
う
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
合

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

五
八

意
形
成
の
た
め
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
）
の
一
つ
で
あ
り
、
マ
イ
ニ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
計
算
を
行
っ
て
生
成

さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
が
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
他
の
ノ
ー
ド
よ
り
有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
に
必
要
な
証
明
を
提
供
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
作
業
に
よ
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
で
は
、
通
貨
の
移
動
な
ど
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
で
の
処
理
が
行
わ
れ
る
と
と

も
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
容
や
取
引
履
歴
に
関
す
る
情
報
デ
ー
タ
に
不
正
が
な
い
か
ど
う
か
が
検
証
さ
れ
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
安
全
性
や

信
頼
性
が
担
保
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
伝
統

的
な
契
約
理
論
の
下
に
お
け
る
契
約
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
参
加
者
全
員
に
よ
る
合
意
形
成
と
い
う
仕
組
み
が
盛
り
込

ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
合
意
の
概
念
や
約
束
の
相
互

交
換
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
チ
ェ
ー
ン
化
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
の
追
加
が
あ
っ
て
初
め
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
形

成
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
71
）

。

た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
機
械
思
考
に
よ
り
契
約
の
形
成
と
執
行
を
自
動
的
に
行
う
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
も
、
当
事
者

間
で
契
約
内
容
を
合
意
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
し
て
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
条
件
の
解
釈
が
事
後
的
に
争
わ
れ
た
り
、
シ
ス
テ
ム
に

バ
グ
が
生
じ
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
当
事
者
間
に
利
害
対
立
や
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ

ク
ト
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
契
約
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
通
常
の
契
約
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
契
約
と

捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
裁
判
所
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
上
の
合
意
内
容
を
契
約
内
容
と
し
て
承
認
す
る
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
ど
の

よ
う
な
法
的
効
果
が
認
め
る
べ
き
か
否
か
、
こ
の
点
の
解
明
が
重
要
な
争
点
と
な
る

（
72
）

。

）
五
二
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
九

三
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
伝
統
的
契
約
理
論

１
　
揺
れ
る
伝
統
的
契
約
理
論

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
浸
透
に
よ
り
、
契
約
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
は
大
き
く
変
化
し
、
意
思
主
義
に
立
脚
す
る
従
来
の
伝
統
的

な
契
約
理
論
が
大
き
く
揺
れ
て
い
る

（
73
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
目
の
前
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
契
約
法
で
は
、
こ
の
数
年
間
、
契
約
を
構
成

す
る
合
意
の
概
念
が
学
説
に
お
け
る
論
争
の
的
と
さ
れ
て
き
た

（
74
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
も
っ
て
特
定
の
条
件
の
発
生
時
に
契
約
上
の
義
務
が
自
動

的
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
当
事
者
の
義
務
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
事
前
に
決
定
さ
れ
、
特
定
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
従
っ
て
実
行
さ
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
上
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
使
用
し
た
契
約
の
自
動
執
行
に
あ
り

（
75
）

、
当
事
者
の
一
方
が
履
行
す
べ
き
範
囲
は

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
で
定
め
ら
れ
る

（
76
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
の
は
「
デ
ジ
タ
ル
形
式

で
記
載
さ
れ
た
一
連
の
約
束
」（a set of prom

ises, specified in digital form

）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
77
）

。
論
者
の
中
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ

ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
よ
り
端
的
に
、「
デ
ジ
タ
ル
合
意
」（digital agreem

ent （
78
））、「

電
子
コ
ー
ド
に
よ
り
表
示
さ
れ

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（program

s represented by electronic code （
79
））、

あ
る
い
は
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
」（com

puter protocols （
80
））

と
呼
ぶ
者
が
い
る
。
た
だ
、
実
体
は
、
当
事
者
間
に
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い

う
名
称
は
ど
こ
か
不
幸
な
名
前
（unfortunate nam

e

）
を
背
負
わ
さ
れ
た
と
い
え
な
く
も
な
い

（
81
）

。
こ
の
点
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と

い
う
名
称
は
実
態
を
偽
る
も
の
で
あ
り
、
誤
称
（m

isnom
er

）
と
指
摘
す
る
者
も
い
る

（
82
）

。

）
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二
二
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ク
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こ
の
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
語
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
な
い
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
お

り
、
一
義
的
な
意
味
を
も
つ
用
語
で
は
な
い
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
稼
働
さ
せ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
お

よ
び
そ
の
た
め
の
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
が
含
ま
れ
て
お
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
っ
て
特
定
の
条
件
の
発
生
時
（if-then

）
に
契

約
上
の
義
務
が
自
動
的
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
契
約
の
基

本
的
要
件
で
あ
る
当
事
者
間
の
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
を
前
提
と
す
る
わ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

コ
ー
ド
に
基
づ
き
実
行
さ
れ
る
契
約
上
の
義
務
の
履
行
を
表
示
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
必
然
的
に
契
約
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

伝
統
的
な
契
約
理
論
は
、
契
約
の
成
立
に
お
い
て
人
間
の
精
神
作
用
で
あ
る
意
思
的
関
与
を
必
要
と
し
、
当
事
者
の
一
方
の
申
込
と
そ

れ
に
対
す
る
相
手
方
の
承
諾
と
い
う
相
対
立
す
る
意
思
の
合
致
を
要
求
し
た
。
双
方
の
約
束
は
、
申
込
と
承
諾
の
形
を
と
っ
て
相
互
に
交

換
さ
れ
る
。
こ
れ
が
契
約
に
お
け
る
合
意
で
あ
り
、
合
意
は
契
約
成
立
の
た
め
の
基
本
的
な
要
件
の
一
つ
と
さ
れ
た
。
合
意
に
合
理
性
が

認
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
約
定
の
範
囲
内
で
当
事
者
間
に
法
的
拘
束
力
が
生
じ
、
契
約
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た

（
83
）

。
意
思
の
自
律
と

私
的
自
治
が
支
配
す
る
伝
統
的
な
契
約
理
論
の
下
に
お
い
て
、
合
意
は
契
約
の
成
立
に
と
っ
て
重
要
な
基
本
的
要
件
の
一
つ
で
あ
っ
た

（
84
）

。

さ
ら
に
、
契
約
に
は
社
会
的
規
範
の
遵
守
も
要
求
さ
れ
る

（
85
）

。
相
手
方
が
契
約
に
寄
せ
た
信
頼
が
重
視
さ
れ
、
契
約
上
の
義
務
に
違
反
し
た

場
合
に
は
、
損
害
賠
償
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
当
事
者
の
一
方
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
一
方
的
に
定
め
た

コ
ー
ド
を
も
っ
て
契
約
の
条
件
を
提
示
し
、
他
方
の
行
為
が
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
契
約
条
件
に
合
致
す
る
と
、
即
時
に
契
約
上
の
義
務
が
実

行
さ
れ
る
。
契
約
の
成
立
と
実
行
が
自
動
化
さ
れ
、
契
約
上
の
義
務
が
実
行
に
よ
っ
て
即
時
に
担
保
さ
れ
る
仕
組
み
が
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
で
あ
る

（
86
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、「
相
互
に
関
連
す
る
一
方
的
な
契
約
」（interrelated unilateral 

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

六
一

contract

）
と
も
い
わ
れ
る

（
87
）

。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
、
契
約
と
い
え
る
の
か
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を

ど
こ
ま
で
取
り
込
ん
で
理
論
構
成
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
ど
、
学
説
に
お
い
て
議
論
が
あ
り
、
見
解
が
分
か
れ
る

（
88
）

。
ス
マ
ー
ト
コ

ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
の
締
結
お
よ
び
執
行
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
は
、
人
の
意
思
表
示
に
代
わ
り
う
る
表

現
形
式
で
あ
る
が
、
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
契
約
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
対
す
る
相
手
方
の
同
意
と
い
う
相
互
関
係
（
申
込
と

承
諾
）
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い

（
89
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
契
約
が
実
行
さ
れ
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト

ラ
ク
ト
を
も
っ
て
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
実
行
を
指
示
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
が
契
約
と
な
り
得
る
わ
け
で
は
な
い

（
90
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
機
能
的
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
基
づ
き
動
作
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
お
よ

び
そ
の
実
行
環
境
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
ど
の
よ
う
な
契
約
と
扱
え
ば
よ
い
の
か
。
自
動
的
に
契
約
を
実
行
す
る
と
い
う
定
義
が
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
あ
る
が
、
一
方
的
に
提
供
さ
れ
る
申
出
で
あ
っ
て
も
、
義
務
の
履
行
が
あ
れ
ば
、
申
出
人
に

契
約
上
の
責
任
が
生
ず
る
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
91
）

。
例
え
ば
、
あ
る
者
が
、「
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
橋
を
渡
っ
た
ら

一
〇
〇
ド
ル
を
差
し
上
げ
ま
す
」
と
か
、「
難
解
な
数
学
問
題
を
解
く
な
ど
す
れ
ば
デ
ジ
タ
ル
資
産
や
仮
想
通
貨
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
、
誰
か
あ
る
者
が
そ
の
課
題
を
実
際
に
履
行
す
れ
ば
、
申
出
人
に
は
契
約
上
の
義
務
を
履
行
す
る
責
任
が

生
じ
る
と
さ
れ
る

（
92
）

。

こ
の
点
、
学
説
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
法
的
介
入
の
た
め
の
端
緒
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

に
お
け
る
法
的
効
力
を
限
定
的
に
捉
え
る
者
も
い
る

（
93
）

。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
手
順
や
計
算
方
法
（
ア
ル

）
五
二
二
（
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得
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な
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ば
よ
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の
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。
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と
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う
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こ
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さ
れ
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出
で
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て
も
、
義
務
の
履
行
が
あ
れ
ば
、
申
出
人
に

契
約
上
の
責
任
が
生
ず
る
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
91
）

。
例
え
ば
、
あ
る
者
が
、「
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
橋
を
渡
っ
た
ら

一
〇
〇
ド
ル
を
差
し
上
げ
ま
す
」
と
か
、「
難
解
な
数
学
問
題
を
解
く
な
ど
す
れ
ば
デ
ジ
タ
ル
資
産
や
仮
想
通
貨
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
、
誰
か
あ
る
者
が
そ
の
課
題
を
実
際
に
履
行
す
れ
ば
、
申
出
人
に
は
契
約
上
の
義
務
を
履
行
す
る
責
任
が

生
じ
る
と
さ
れ
る

（
92
）

。

こ
の
点
、
学
説
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
法
的
介
入
の
た
め
の
端
緒
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

に
お
け
る
法
的
効
力
を
限
定
的
に
捉
え
る
者
も
い
る

（
93
）

。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
手
順
や
計
算
方
法
（
ア
ル

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

六
二

ゴ
リ
ズ
ム
）
か
ら
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
分
類
し
、
そ
の
内
容
に
応
じ
た
法
的
効
力
を
認
め
る
こ
と
を
提
案
す
る
者
も
い
る

（
94
）

。
し
か

し
、
こ
れ
に
対
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
単
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
ル
ー
ル
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
契

約
上
の
合
意
が
な
い
限
り
法
的
拘
束
力
は
な
い
と
い
う
者
も
い
る

（
95
）

。
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
当
事
者
が
そ
れ
を
知
ら
な

い
か
ま
た
は
意
図
す
る
こ
と
な
く
法
的
義
務
を
負
う
と
い
う
点
で
、
こ
れ
を
契
約
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
者
も
い
る

（
96
）

。
こ
の
ほ

か
、
契
約
は
自
分
た
ち
の
社
会
的
関
係
を
管
理
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
そ
の
よ
う
な
契
約
が
も
つ
社
会

的
機
能
を
排
除
し
て
い
る
と
批
判
す
る
者
も
い
る

（
97
）

。

契
約
の
成
立
場
面
に
お
け
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
意
義
お
よ
び
評
価
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
は
揺
れ

て
お
り
、
一
定
の
見
解
な
い
し
方
向
性
を
見
出
さ
な
い
で
い
る
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
き
、
既
存
の
法
や
規
定
に
は
人
に
よ
る
取
引
や
契

約
に
対
す
る
の
と
同
様
に
適
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
見
解
も
あ
る

（
98
）

。
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
上
の
事
後
的
な
紛
争
の
解
決
自
体

を
、
裁
判
所
の
法
的
な
介
入
を
経
る
こ
と
な
く
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
で
行
い
、
当
事
者
は
そ
れ
に
従
う
と
い
う
仕
組
み
も
登
場
し
て
い

る
（
99
）

。
し
か
し
、
最
終
的
に
裁
判
所
が
介
入
で
き
な
い
領
域
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
問
題
は
な
い
の
か
ど
う
か
、
こ
の
よ
う
な
領
域

を
ど
こ
ま
で
認
め
る
べ
き
か
は
、
さ
ら
に
検
討
を
必
要
と
し
よ
う

（
100
）

。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
い
う
技
術
を
用
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
記
録
・
保
持
さ
れ
る
分
散
台

帳
に
つ
い
て
、
取
引
参
加
者
全
員
が
合
意
し
て
い
る
仕
組
み
が
取
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
合
意
が
一
種
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
な
っ
て
シ

ス
テ
ム
全
体
を
支
え
て
い
る
か
ら
、
そ
の
取
引
上
の
ル
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
合
意
に
根
拠
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る

（
101
）

。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
参
加
者
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
規
範
的
合
意
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず

（
102
）

、
合
意
を
根
拠
に
し
て
証
拠

以
上
の
法
的
効
果
を
分
散
型
台
帳
に
認
め
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
い
っ
た
見
解
も
あ
る

（
103
）

。

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

六
三

実
際
問
題
と
し
て
、
問
題
が
発
生
し
て
か
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
検
証
し
て
原
因
究
明
を
す
れ
ば
と
い
っ
た
考
え
方
も
あ
り
得
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
誤
っ
た
結
果
、
ま
た
は
、
そ
の
結
果
を
用
い
て
別
の
業
務
ロ
ジ
ッ
ク
が
実
行
さ
れ
た
結
果
の
連
鎖
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
修
正
し
て
行
く
の
か
と
い
う
対
応
は
必
要
と
な
る

（
104
）

。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
よ
う
に
、
分
散
台
帳
を
共
有
し
て

い
る
ノ
ー
ド
保
有
者
す
べ
て
が
関
与
し
な
け
れ
ば
実
行
で
き
な
い
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
分
散
台
帳
上
の
過
去
の
記
録
自
体
の
修
正
が
可

能
か
ど
う
か
、
問
題
処
理
の
範
囲
は
一
挙
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る

（
105
）

。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
す
で
に
「T

he D
A

O
 A

ttack

事
件
」
と

し
て
顕
出
し
て
い
る

（
106
）

。

２
　
伝
統
的
契
約
理
論
が
抱
え
る
問
題
点

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
評
価
な
い
し
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
一
様
で
は
な
く
、
見
解

が
分
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
よ
う
な
新
た
な
契
約
形
態
の
出
現
を
目
の
前
に
し
て
、
合
意
の
重
要
性
は
著

し
く
低
下
し
、
約
束
の
相
互
交
換
を
取
り
上
げ
て
議
論
す
る
実
益
が
問
わ
れ
て
い
る

（
107
）

。
近
年
の
傾
向
と
し
て
も
、
合
意
の
概
念
に
言
及
す

る
判
例
の
急
激
な
減
少
を
指
摘
す
る
報
告
も
あ
る

（
108
）

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
契
約
を
申
込
と
承
諾
と
い
う
相
対
立
す
る
意
思
の
合
致
と
定
義

し
、
当
事
者
間
に
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
を
要
求
す
る
伝
統
的
な
契
約
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
そ
れ
自
体
、

必
然
的
に
契
約
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
浸
透
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
処
遇
に
つ
い
て
い
ま
だ
一
致
し
た
見
解
を
示
せ
な
い
で
い
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
向
け
ら
れ
る
批
判
の
大
部
分
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
そ
れ
自
体
約
束
の
交
相
互
換
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
点
、
お
よ
び
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
事
前
に
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
、
事
後
的
に
人
の
判
断
を
入
れ
た

）
五
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

六
三

実
際
問
題
と
し
て
、
問
題
が
発
生
し
て
か
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
検
証
し
て
原
因
究
明
を
す
れ
ば
と
い
っ
た
考
え
方
も
あ
り
得
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
誤
っ
た
結
果
、
ま
た
は
、
そ
の
結
果
を
用
い
て
別
の
業
務
ロ
ジ
ッ
ク
が
実
行
さ
れ
た
結
果
の
連
鎖
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
修
正
し
て
行
く
の
か
と
い
う
対
応
は
必
要
と
な
る

（
104
）

。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
よ
う
に
、
分
散
台
帳
を
共
有
し
て

い
る
ノ
ー
ド
保
有
者
す
べ
て
が
関
与
し
な
け
れ
ば
実
行
で
き
な
い
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
分
散
台
帳
上
の
過
去
の
記
録
自
体
の
修
正
が
可

能
か
ど
う
か
、
問
題
処
理
の
範
囲
は
一
挙
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る

（
105
）

。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
す
で
に
「T

he D
A

O
 A

ttack

事
件
」
と

し
て
顕
出
し
て
い
る

（
106
）

。

２
　
伝
統
的
契
約
理
論
が
抱
え
る
問
題
点

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
評
価
な
い
し
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
一
様
で
は
な
く
、
見
解

が
分
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
よ
う
な
新
た
な
契
約
形
態
の
出
現
を
目
の
前
に
し
て
、
合
意
の
重
要
性
は
著

し
く
低
下
し
、
約
束
の
相
互
交
換
を
取
り
上
げ
て
議
論
す
る
実
益
が
問
わ
れ
て
い
る

（
107
）

。
近
年
の
傾
向
と
し
て
も
、
合
意
の
概
念
に
言
及
す

る
判
例
の
急
激
な
減
少
を
指
摘
す
る
報
告
も
あ
る

（
108
）

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
契
約
を
申
込
と
承
諾
と
い
う
相
対
立
す
る
意
思
の
合
致
と
定
義

し
、
当
事
者
間
に
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
を
要
求
す
る
伝
統
的
な
契
約
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
そ
れ
自
体
、

必
然
的
に
契
約
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
浸
透
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
処
遇
に
つ
い
て
い
ま
だ
一
致
し
た
見
解
を
示
せ
な
い
で
い
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
向
け
ら
れ
る
批
判
の
大
部
分
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
そ
れ
自
体
約
束
の
交
相
互
換
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
点
、
お
よ
び
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
事
前
に
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
、
事
後
的
に
人
の
判
断
を
入
れ
た

）
五
二
二
（
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六
四

柔
軟
な
是
正
措
置
の
余
地
が
な
い
と
い
っ
た
点
に
あ
る

（
109
）

。
確
か
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
ア

ク
セ
ス
す
る
段
階
で
、
契
約
当
事
者
と
し
て
の
人
の
意
思
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
一
方
的
な
意
思
表
示
で
あ
り
、
合
意
と
か
約
束
の
相

互
交
換
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
一
方
的
な
条
件
提
示
や
そ
れ
に
対
す
る
申
込
を
前
提
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
人
が
契
約
の
個
々
の
条
項
を
読
む
と
い
っ
た
機
会
は
著
し
く
制
限

さ
れ
る

（
110
）

。

し
か
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
、
よ
り
複
雑
な
紛
争
を
処
理
す
る
こ
と
が
事
前
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
み
込
ま

れ
て
お
り
、
迅
速
な
紛
争
の
解
決
を
導
く
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る

（
111
）

。
こ
れ
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
紛
争
処
理
機
能
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
あ
っ
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

参
加
者
の
各
ノ
ー
ド
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
送
金
な
ど
の
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
取
引
履
歴
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
、
有
効

な
取
引
履
歴
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
書
き
込
ま
れ
、
そ
れ
が
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
追
加
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
生
の
問
題
を
確
率
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ

て
解
決
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
展
開
に
新
た
な
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー

ン
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
形
成
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
の
下
に
お
け
る
合
意
と
は
異
な
る
が
、

こ
れ
も
ま
た
契
約
的
側
面
を
構
成
し
て
お
り
、
こ
れ
を
過
小
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
、
そ
れ
自
体
、
契
約
当
事
者
間
に
お
け
る
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
が

な
い
と
か
、
事
後
的
に
人
の
判
断
を
入
れ
た
柔
軟
な
是
正
措
置
の
余
地
が
な
い
と
い
っ
た
形
式
的
理
由
だ
け
で
、
契
約
で
は
な
い
と
か
、

あ
る
い
は
、
契
約
の
拘
束
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
軽
率
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
第
三
者
の
仲
介

）
五
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

六
五

な
く
し
て
取
引
を
効
率
化
し
、
促
進
す
る
点
に
主
眼
が
あ
り

（
112
）

、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
伝
統
的
な
契
約
理
論
と
必
ず
し
も
敵
対

す
る
関
係
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
な
い
し
本
質
を
踏
ま

え
て
、
ま
ず
、
誰
と
誰
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
契
約
が
成
立
し
て
い
る
の
か
、
当
事
者
は
何
に
合
意
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う

（
113
）

。
そ
の
う
え
で
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
で
あ
る
の
で
、
従
来
の
契
約
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
言
葉
の
解
釈
に
よ
る
誤
解
や
混
迷
は
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
当
事
者
間
で
合
意
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
し
て
コ
ー
ド
化

さ
れ
た
条
件
の
解
釈
が
事
後
的
に
問
題
と
な
っ
た
り
、
シ
ス
テ
ム
に
バ
グ
が
生
じ
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
事
後
的
に
紛
争
が
生
じ
る
こ
と

が
あ
る
。
ま
た
、
コ
ー
ド
の
破
綻
や
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
エ
ラ
ー
、
あ
る
い
は
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
法
侵
入
（
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
に
よ
り
、
紛
争

に
発
展
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
場
面
は
限
ら
れ
て
い
る
が

（
114
）

、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
伝
統
的
な
契
約
理
論
と
敵
対
す
る
も
の

と
い
う
よ
り
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
伝
統
的
な
契
約
理
論
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
調
和
を
も
っ
て
解
釈
し
、
ま
た
運

用
し
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
検
討
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
分
析
に
お
い
て
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
種
類
と
構
造
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
質
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含

む
シ
ス
テ
ム
全
体
の
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
誰
と
誰
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
契
約
が
成
立
し
て
い
る
の
か
、
当
事
者
は
何
に
合
意
し
て
い

る
の
か
、
そ
の
点
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
っ
て
実
行

さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
裁
判
所
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
上
の
合
意
内
容
を
契
約
内
容
と
し
て
承
認
す

る
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
契
約
の
意
義
、
契
約
上
の
責
任
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
、
そ
の
点
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
115
）

。
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六
六

３
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
─
コ
ー
ド
は
法
か
？

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
で
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
も
っ
て
特
定
の
条
件

の
発
生
時
に
契
約
上
の
義
務
が
自
動
的
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
当
事
者
の
義
務

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
事
前
に
決
定
さ
れ
、
特
定
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
従
っ
て
実
行
さ
れ
る
。
そ
の

特
徴
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
使
用
し
た
契
約
の
自
動
実
行
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、

利
用
者
が
他
の
選
択
肢
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
事
実
上
、
利
用
者
が
拘
束
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
も
生
じ
て
い
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
と
こ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
社
会
の
変
容
に
よ
っ
て
、
時
代
は
再
び
大
き
な
変
革
期
に
突
入
し
つ
つ
あ

る
。
ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
シ
ン
グ
教
授
は
、
一
九
九
五
年
に
『
コ
ー
ド
（
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
）』
と
い
う
書
籍
を
出
版
し
、
そ
の
中
で
、
技
術
的
な

コ
ー
ド
が
ル
ー
ル
を
作
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た

（
116
）

。「
コ
ー
ド
が
法
に
代
わ
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
こ
の
問
題
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
で

あ
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
教
授
が
こ
れ
を
最
初
に
提
起
し
た
と
き
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
っ
て
法
が
潜
脱
さ
れ
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
あ
っ
た
。
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
法
の
ル
ー
ル
が
塗
り
替
え
ら
れ
、
法
が
擁
護
し
て
い
る
権
利
や
価
値
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
、

レ
ッ
シ
ン
グ
教
授
は
強
い
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る

（
117
）

。
法
律
で
は
な
く
、
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
相
互
の
意
思
を
確
保
す
る
こ
と

は
、
法
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
掛
け
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
教
授
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
が

（
118
）

、
法
律
の
規
定
よ
り
も

コ
ー
ド
が
法
と
し
て
優
先
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
人
は
ど
こ
ま
で
コ
ー
ド
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
提
起
で
も
あ
る

（
119
）

。

今
日
、
コ
ー
ド
が
法
に
代
わ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
、
契
約
当
事
者
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
場

合
に
、
法
で
は
な
く
コ
ー
ド
と
い
う
技
術
的
な
対
応
に
よ
っ
て
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

（
120
）

。
こ
う
し
た
何
ら
か

の
行
為
主
体
を
制
限
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
可
能
と
す
る
技
術
的
構
造
は
、「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
（architekture

）」
と
呼
ば
れ
、
サ
イ
バ
ー

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

六
七

型
社
会
の
構
築
に
あ
た
り
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
行
為
主
体
の
制
限
原
理
と
し
て
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る

（
121
）

。
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

開
発
に
伴
い
、
法
律
学
の
分
野
で
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
含
む
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
作
り
出
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
や
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
規
律
す
る
必
要
性
が
高
ま
り
を
見
せ
、「
暗
号
法
（L

ex C
ryprographia

）」
と

い
っ
た
学
問
分
野
が
現
れ
る
な
ど
、
い
く
つ
か
の
動
き
が
現
れ
て
い
る

（
122
）

。
論
者
の
中
に
は
、
将
来
、
こ
の
よ
う
な
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
を

対
象
と
し
た
暗
号
法
が
伝
統
的
な
契
約
法
な
い
し
契
約
理
論
に
取
っ
て
代
わ
り
、
そ
の
中
心
的
な
地
位
を
占
め
る
と
指
摘
す
る
者
も
い
る

（
123
）

。

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
を
背
景
に
、
人
が
人
工
知
能
な
ど
を
代
理
人
と
し
て
用
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
契
約
の
締
結
な
ど
を
行
っ
た
場
合
、

人
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
ア
メ
リ
カ
の
法
律
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方

を
認
め
る
も
の
も
あ
る

（
124
）

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
行
為
を
通
じ
た
合
意
の
擬
制
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
人

工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
は
単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
も
の
か
ら
人
の
指
示
を
受
け
な
く
て
も
自
律
的
に
も

の
を
考
え
行
動
し
て
行
く
も
の
（
い
わ
ゆ
る
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
ま
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
一
様
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
人
工
エ
ー

ジ
ェ
ン
ト
は
人
の
よ
う
な
判
断
や
意
思
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
本
人
に
対
す
る
受
託
者
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

な
ど
を
理
由
に
、
学
説
は
批
判
的
で
あ
る

（
125
）

。

ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
事
者
間
に
生
じ
た
事
後
的
な
紛
争
の
解
決
を
、
裁
判
所
の

法
的
な
介
入
を
経
る
こ
と
な
く
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
で
行
い
、
当
事
者
は
そ
れ
に
従
う
と
い
う
仕
組
み
も
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
、

最
終
的
に
裁
判
所
が
介
入
で
き
な
い
領
域
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
べ
き
か
は
、
さ
ら
に
検
討
を
必
要

と
し
よ
う
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
の
当
事
者
は
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
契
約
を
当
然
に
承
認
し
た
と
い
え
る
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将
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、
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的
な
契
約
法
な
い
し
契
約
理
論
に
取
っ
て
代
わ
り
、
そ
の
中
心
的
な
地
位
を
占
め
る
と
指
摘
す
る
者
も
い
る

（
123
）

。

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
を
背
景
に
、
人
が
人
工
知
能
な
ど
を
代
理
人
と
し
て
用
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
契
約
の
締
結
な
ど
を
行
っ
た
場
合
、

人
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
ア
メ
リ
カ
の
法
律
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方

を
認
め
る
も
の
も
あ
る

（
124
）

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
行
為
を
通
じ
た
合
意
の
擬
制
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
人

工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
は
単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
も
の
か
ら
人
の
指
示
を
受
け
な
く
て
も
自
律
的
に
も

の
を
考
え
行
動
し
て
行
く
も
の
（
い
わ
ゆ
る
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
ま
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
一
様
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
人
工
エ
ー

ジ
ェ
ン
ト
は
人
の
よ
う
な
判
断
や
意
思
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
本
人
に
対
す
る
受
託
者
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

な
ど
を
理
由
に
、
学
説
は
批
判
的
で
あ
る

（
125
）

。

ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
事
者
間
に
生
じ
た
事
後
的
な
紛
争
の
解
決
を
、
裁
判
所
の

法
的
な
介
入
を
経
る
こ
と
な
く
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
で
行
い
、
当
事
者
は
そ
れ
に
従
う
と
い
う
仕
組
み
も
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
、

最
終
的
に
裁
判
所
が
介
入
で
き
な
い
領
域
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
べ
き
か
は
、
さ
ら
に
検
討
を
必
要

と
し
よ
う
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
の
当
事
者
は
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
契
約
を
当
然
に
承
認
し
た
と
い
え
る

）
五
二
二
（
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六
八

の
か
ど
う
か
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
契
約
の
成
立
・
実
行
に
お
け
る
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
な
ど
と
見
な
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
な
ど
、
検
討
す

べ
き
課
題
は
多
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
や
課
題
に
つ
い
て
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
技
術
的
な
特

性
を
知
り
、
こ
れ
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
基
盤
と
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
複
雑

な
取
引
条
件
を
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
自
動
的
に
取
引
を
執
行
し
て
し
ま
う
と
い

う
点
で
、
そ
の
実
装
の
い
か
に
よ
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
論
を
先
鋭
化
さ
せ
る
契
機
を
有

し
て
い
る

（
126
）

。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
革
を
い
ち
早
く
察
知
し
、
法
律
学
者
や
弁
護
士
、
立
法
機
関
な
ど
が
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を

活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
多
く
の
関
心
と
期
待
を
寄
せ
、
従
来
の
契
約
法
理
と
の
関
係
や
理
論
的
な
問
題
点
の
把
握
、
分
散

型
台
帳
に
基
づ
く
取
引
の
管
理
や
そ
の
た
め
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
な
ど
に
つ
い
て
、
検
討
の
必
要
性
を
指
摘
し

て
お
り

（
127
）

、
ま
た
、
実
際
、
そ
の
よ
う
な
検
討
が
始
め
ら
れ
て
い
る

（
128
）

。

ア
メ
リ
カ
の
州
で
は
、
現
在
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
利
用
と
こ
れ
に
関
連
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
実
用
可
能
性
に
つ

い
て
、
新
た
な
規
律
を
策
定
し
、
立
法
の
制
定
を
目
指
す
動
き
が
広
が
っ
て
い
る

（
129
）

。
ア
メ
リ
カ
州
議
会
全
国
会
議
（
Ｎ
Ｃ
Ｓ
Ｌ
）
の
調
査

に
よ
る
と
、
二
〇
一
九
年
三
月
三
日
現
在
、
ア
メ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
州
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
使
用
に
関
す
る
五
四
の
法

案
が
提
案
さ
れ
て
い
る
と
い
う

（
130
）

。
ま
た
、
別
の
調
査
で
は
、
各
州
に
お
い
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
関
す
る
一
三
三
の
法
案
が
検

討
さ
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る

（
131
）

。
も
っ
と
も
、
こ
の
う
ち
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
立
法
提
案
が
法
律
に
結
実
し
た
も

の
は
、
今
の
と
こ
ろ
数
例
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い

（
132
）

。
一
部
の
州
で
は
、
法
律
の
制
定
を
議
論
し
、
立
法
の
準
備
を
し
て
い
る
段
階
に
あ
る

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る

（
133
）

。
立
法
府
に
お
け
る
規
制
は
、
実
務
で
の
取
組
み
が
先
行
し
、
法
律
の
議
論
が
そ
れ
を
後
追
い
し
て
い
る
感
じ

）
五
二
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

六
九

で
あ
る

（
134
）

。

四
　
同
意
理
論
に
基
づ
く
契
約
理
論
の
再
構
成
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

１
　
多
角
的
発
想
に
基
づ
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

近
年
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
著
し
い
発
展
と
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
化
は
、
経
済
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
あ
ら
ゆ

る
財
を
人
に
結
び
付
け
、
あ
ら
ゆ
る
接
続
点
（
企
業
や
家
庭
や
乗
り
物
な
ど
）
に
絶
え
ず
刻
々
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

を
可
能
と
し
た
。
多
く
の
人
が
Ｐ
２
Ｐ
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
与
し
、
あ
ら
ゆ
る
財
や
情
報
が
統
一
性
あ
る
稼
働
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み

込
ま
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
。
今
日
、
資
本
主
義
の
世
界
で
は
、
共
用
型
経

済
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る

（
135
）

。

ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
、
多
く
の
契
約
や
取
引
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
コ
ー
ド
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
形
成
、
検
証
、
お
よ
び
実
施
さ
れ
る
エ
ン
コ
ー
ド
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
契
約
が
出
現

し
た
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
実
行
す
る
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
構
築
す
る
た
め
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
基
盤
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
不
特
定
多
数
の
参
加
者
に
よ
る
合
意
形
成

の
問
題
を
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
展
開
に
新
た
な
道
を
開
く

こ
と
に
な
っ
た
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
は
、
単
に
科
学
技
術
を
進
歩
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
具
体
的
な
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
実
用
化
さ
れ
る
と
、

）
五
二
二
（
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同
意
理
論
に
基
づ
く
契
約
理
論
の
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構
成
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

１
　
多
角
的
発
想
に
基
づ
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

近
年
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
著
し
い
発
展
と
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
化
は
、
経
済
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
あ
ら
ゆ

る
財
を
人
に
結
び
付
け
、
あ
ら
ゆ
る
接
続
点
（
企
業
や
家
庭
や
乗
り
物
な
ど
）
に
絶
え
ず
刻
々
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

を
可
能
と
し
た
。
多
く
の
人
が
Ｐ
２
Ｐ
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
与
し
、
あ
ら
ゆ
る
財
や
情
報
が
統
一
性
あ
る
稼
働
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み

込
ま
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
。
今
日
、
資
本
主
義
の
世
界
で
は
、
共
用
型
経

済
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る

（
135
）

。

ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
、
多
く
の
契
約
や
取
引
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
コ
ー
ド
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
形
成
、
検
証
、
お
よ
び
実
施
さ
れ
る
エ
ン
コ
ー
ド
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
契
約
が
出
現

し
た
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
実
行
す
る
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
構
築
す
る
た
め
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
基
盤
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
不
特
定
多
数
の
参
加
者
に
よ
る
合
意
形
成

の
問
題
を
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
展
開
に
新
た
な
道
を
開
く

こ
と
に
な
っ
た
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
は
、
単
に
科
学
技
術
を
進
歩
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
具
体
的
な
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
実
用
化
さ
れ
る
と
、
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七
〇

社
会
や
生
活
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
社
会
で
生
成
す
る
法
律
上
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の
種

類
や
内
容
が
複
雑
化
し
、
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
法
律
は
、
こ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
、
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
る
。

現
代
の
社
会
は
、
各
種
の
契
約
を
基
礎
に
、
当
事
者
が
権
利
を
取
得
し
、
義
務
を
負
担
す
る
な
ど
の
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
い

わ
ゆ
る
契
約
社
会
で
あ
る
。
わ
が
国
の
法
律
行
為
論
の
も
と
で
は
、
契
約
は
、
申
込
者
と
承
諾
者
の
二
当
事
者
間
で
の
意
思
表
示
の
合
致

に
よ
り
形
成
さ
れ
る
と
い
う
「
二
当
事
者
間
契
約
の
原
則
」
が
採
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
三
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
複
数

人
の
当
事
者
間
で
、
各
当
事
者
の
固
有
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
独
立
の
当
事
者
と
し
て
契
約
を
個
別
に
締
結
し
、
こ
れ
ら
複
数
の

契
約
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
思
表
示
の
合
致
が
な
い
当
事
者
間
を
含
め
て
、
一
つ
の
社
会
的
・
経
済
的
目
的
を
達
成
し
よ

う
と
す
る
取
引
が
存
在
す
る
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
多
角
取
引
で
あ
る

（
136
）

。
多
角
取
引
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
契
約
を
特
徴
づ
け
る
も
の

で
あ
る
が
、
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
複
雑
で
あ
る
。

多
角
取
引
に
お
い
て
は
、
実
際
に
は
、
取
引
に
参
加
す
る
す
べ
て
の
当
事
者
相
互
間
で
種
々
の
利
害
関
係
が
発
生
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
全
当
事
者
に
よ
っ
て
取
引
全
体
を
包
括
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
個
々
の
二
当
事
者
間
で
締
結

さ
れ
る
契
約
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
が
、
法
律
な
ど
に
よ
り
特
別
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
当
事
者
関
係
を
十
分
に

反
映
し
た
妥
当
な
結
果
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
多
角
取
引
が
抱
え
る
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
従
来
の
学
説
は
、
こ

れ
ま
で
多
く
の
問
題
場
面
で
様
々
な
見
解
を
示
し
て
き
た
。
そ
の
一
つ
が
、
多
角
的
発
想
で
あ
る

（
137
）

。
多
角
的
発
想
と
は
、
契
約
に
関
与
す

る
多
数
当
事
者
の
存
在
か
ら
、
個
別
契
約
と
は
別
に
、
多
数
当
事
者
に
よ
る
新
た
な
契
約
を
観
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
個
別

契
約
と
は
別
の
効
果
を
導
こ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
一

２
　
思
考
形
式
と
し
て
の
同
意
理
論

多
数
当
事
者
間
契
約
に
お
け
る
合
意
を
多
角
的
発
想
か
ら
法
律
構
成
す
る
た
め
に
は
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
に
よ
る
契
約

の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る

（
138
）

。
全
当
事
者
の
同
意
は
、
各
取
引
当
事
者
に
よ
る
自
己
の
立
場
の
引
き
受
け
と
他
の
取
引
当
事
者

の
立
場
の
承
認
か
ら
な
る
。
こ
の
場
合
の
意
思
形
成
の
過
程
は
、
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
意
思
を
中
心
に
、
個
々
の
当
事
者
の
意
思
な

い
し
二
当
事
者
間
の
意
思
表
示
の
合
致
を
絶
対
視
す
る
こ
と
な
く
、
同
意
を
多
数
当
事
者
に
よ
る
合
意
の
内
容
を
確
定
す
る
た
め
の
要
素

の
一
つ
と
し
て
捉
え
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
に
よ
る
契
約
の
成
立
を
導
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
認
定
で
き
る
場
合
に
は
、

取
引
参
加
者
の
当
事
者
間
で
、
個
別
契
約
が
網
羅
的
に
締
結
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
当
事
者
間
契
約
に
お
け
る
合
意

の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
法
律
構
成
は
、
従
来
の
二
当
事
者
間
契
約
の
原
則
を
前
提
に
し
た
契
約
理
論
に
よ
っ
た
の
で
は
多
角
取
引
の
問
題
解
決
と

し
て
限
界
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
別
契
約
の
連
鎖
（
い
わ
ば
線
）
で
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
全
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
へ
と
転
換
す
る
も
の
で
あ
る

（
139
）

。
こ
れ
が
、
合
意

に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
同
意
理
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
、

多
数
当
事
者
間
に
一
つ
の
契
約
が
成
立
す
る
と
い
う
構
成
を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
は
、
理
論
的
に
は
、
当
事
者
を
対
立
構
造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
合

意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
相
互
に
同
意
す
る
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
関
係
当
事
者
が

合
意
事
項
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
法
的
効
果
を
承
認
す
る
こ
と
か
ら
、
合
意
事
項
の
確
定
は
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
り
、
同
意
に

よ
り
合
意
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
合
意
事
項
の
確
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依

）
五
二
二
（
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約
に
お
け
る
合
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を
多
角
的
発
想
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法
律
構
成
す
る
た
め
に
は
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
に
よ
る
契
約

の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
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と
な
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）
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全
当
事
者
の
同
意
は
、
各
取
引
当
事
者
に
よ
る
自
己
の
立
場
の
引
き
受
け
と
他
の
取
引
当
事
者

の
立
場
の
承
認
か
ら
な
る
。
こ
の
場
合
の
意
思
形
成
の
過
程
は
、
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
意
思
を
中
心
に
、
個
々
の
当
事
者
の
意
思
な

い
し
二
当
事
者
間
の
意
思
表
示
の
合
致
を
絶
対
視
す
る
こ
と
な
く
、
同
意
を
多
数
当
事
者
に
よ
る
合
意
の
内
容
を
確
定
す
る
た
め
の
要
素

の
一
つ
と
し
て
捉
え
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
に
よ
る
契
約
の
成
立
を
導
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
認
定
で
き
る
場
合
に
は
、

取
引
参
加
者
の
当
事
者
間
で
、
個
別
契
約
が
網
羅
的
に
締
結
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
当
事
者
間
契
約
に
お
け
る
合
意

の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
法
律
構
成
は
、
従
来
の
二
当
事
者
間
契
約
の
原
則
を
前
提
に
し
た
契
約
理
論
に
よ
っ
た
の
で
は
多
角
取
引
の
問
題
解
決
と

し
て
限
界
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
別
契
約
の
連
鎖
（
い
わ
ば
線
）
で
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
全
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
へ
と
転
換
す
る
も
の
で
あ
る

（
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。
こ
れ
が
、
合
意

に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
同
意
理
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
、

多
数
当
事
者
間
に
一
つ
の
契
約
が
成
立
す
る
と
い
う
構
成
を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
は
、
理
論
的
に
は
、
当
事
者
を
対
立
構
造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
合

意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
相
互
に
同
意
す
る
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
関
係
当
事
者
が

合
意
事
項
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
法
的
効
果
を
承
認
す
る
こ
と
か
ら
、
合
意
事
項
の
確
定
は
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
り
、
同
意
に

よ
り
合
意
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
合
意
事
項
の
確
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依

）
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二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

七
二

拠
す
る
の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
目
的
、
契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
考
慮
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
合
意
の
適
法
性
の
評
価
は
、
契
約
解
釈
と
し
て
、
同
意
の
中
に
内
在
的
に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
を
通
じ
て
合
意
内
容
を
修
正
す
る
こ
と
も
生
じ
う
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
と
異
な
る
結
果

が
導
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る

（
140
）

。

こ
の
よ
う
な
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
目
的
に
合
致
す
る
限
り
、
契
約
当
事
者
が
誰

で
あ
る
か
を
最
初
か
ら
固
定
す
る
必
要
は
な
い
。
取
引
の
必
要
や
拡
大
に
よ
り
、
後
か
ら
取
引
参
加
者
を
含
め
て
多
数
当
事
者
間
契
約
は

拡
大
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
各
当
事
者
間
で
個
別
的
に
合
意
さ
れ
て
い
る
内
容
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
法
的
効
果
は
そ
れ
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
取
引
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
包
括
的
な
同
意
か
ら
導
か
れ
る
効
果
が
規
範
的
に
創
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る

（
141
）

。

３
　
伝
統
的
な
意
思
主
義
と
同
意
理
論

従
来
、
契
約
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
権
利
変
動
の
原
動
力
で
あ
る
「
意
思
」
が
「
表
示
」
と
密
接
に
結
び
付
け
ら
れ
、
捉
え
ら
れ
て
き

た
。
当
事
者
間
に
共
通
す
る
意
思
が
見
出
さ
れ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
意
思
表
示
の
実
際
の
理
解
が
明
確
で
な
い
場
合
に
は
、
契
約
の

規
範
的
解
釈
お
よ
び
補
充
的
解
釈
が
必
要
に
な
る

（
142
）

。
こ
の
場
合
、
意
思
表
示
の
解
釈
は
な
お
も
表
意
者
の
真
意
を
基
準
と
す
べ
き
か
（
意

思
説
）、
表
示
そ
れ
自
体
の
客
観
的
意
味
を
基
準
と
す
べ
き
か
（
表
示
説
）、
判
例
・
学
説
上
、
争
わ
れ
て
き
た
。

表
示
の
客
観
的
意
味
、
慣
習
な
ど
に
よ
る
補
充
を
認
め
る
考
え
方
は
、
個
々
人
の
意
思
を
一
般
的
に
普
及
し
た
規
範
に
照
ら
し
て
社
会

的
に
妥
当
な
も
の
と
し
て
承
認
し
、
こ
れ
を
契
約
の
解
釈
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
個
々
人
が
表
示
す
る
意
思
に
先
立
ち
、

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
三

そ
の
妥
当
性
を
根
拠
づ
け
る
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
規
範
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
に
合
致
す
る
意
思
（
理
性
的
意
思
）
が
社
会
的

に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
が
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
の
解
釈
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
規
範
的
意
思

主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

（
143
）

。

こ
れ
に
対
し
、
当
事
者
の
意
思
を
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
一
般
的
規
範
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え

る
の
で
は
な
く
、
よ
り
素
朴
に
主
観
的
な
意
味
で
捉
え
、
純
粋
な
主
観
的
意
思
に
照
ら
し
て
法
律
行
為
を
解
釈
す
る
立
場
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
純
粋
に
主
観
的
な
意
思
の
合
致
と
し
て
の
合
意
こ
そ
が
意
思
の
妥
当
根
拠
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
合

意
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

（
144
）

。

今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
は
、
債
権
関
係
の
中
で
も
、
と
く
に
契
約
に
関
す
る
規
定
を
中
心
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
企
図
さ
れ

た
が
、
契
約
を
構
成
す
る
意
思
の
捉
え
方
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
律
行
為
や
契
約
の
定
義
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
も
、
規
範
的
な
意
思
主
義
か
ら
の
転
換
が
意
図
さ
れ
、
論
議
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

（
145
）

。
し
か
し
、
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
今
般
の
債

権
法
改
正
で
は
、
個
々
の
条
文
の
定
立
に
あ
た
り
、
表
意
者
の
意
思
形
成
の
不
完
全
さ
の
程
度
の
み
な
ら
ず
、
相
手
方
の
交
渉
態
度
や
用

い
た
手
段
の
違
法
性
の
程
度
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
債
権
・
債
務
な
ど
の
権
利
変
動
の
内
容
、
当
事
者
の
属
性
や
当
事
者
間
に
お
け
る
情

報
量
や
交
渉
力
な
ど
の
格
差
、
そ
の
他
意
思
表
示
に
至
る
経
緯
な
ど
、
諸
般
の
事
情
を
多
元
的
に
考
慮
に
入
れ
て
解
釈
す
る
立
場
が
広

ま
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
様
々
な
要
因
を
考
慮
し
多
元
的
に
法
律
行
為
を
解
釈
す
る
こ
と
か
ら
、「
機
能
的
な
多
元

主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

（
146
）

。

従
来
の
伝
統
的
学
説
は
、
規
範
的
意
思
主
義
な
い
し
合
意
主
義
の
立
場
か
ら
、
債
務
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
重
き
、

債
務
一
般
を
措
定
し
て
不
履
行
責
任
な
ど
を
議
論
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
近
時
の
民
法
学
は
、
合
意
主
義
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
債

）
二
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そ
の
妥
当
性
を
根
拠
づ
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般
的
に
承
認
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れ
た
規
範
と
い
う
も
の
が
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在
し
、
そ
れ
に
合
致
す
る
意
思
（
理
性
的
意
思
）
が
社
会
的

に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
が
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
の
解
釈
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
規
範
的
意
思

主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

（
143
）

。

こ
れ
に
対
し
、
当
事
者
の
意
思
を
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
一
般
的
規
範
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え

る
の
で
は
な
く
、
よ
り
素
朴
に
主
観
的
な
意
味
で
捉
え
、
純
粋
な
主
観
的
意
思
に
照
ら
し
て
法
律
行
為
を
解
釈
す
る
立
場
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
純
粋
に
主
観
的
な
意
思
の
合
致
と
し
て
の
合
意
こ
そ
が
意
思
の
妥
当
根
拠
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
合

意
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

（
144
）

。

今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
は
、
債
権
関
係
の
中
で
も
、
と
く
に
契
約
に
関
す
る
規
定
を
中
心
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
企
図
さ
れ

た
が
、
契
約
を
構
成
す
る
意
思
の
捉
え
方
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
律
行
為
や
契
約
の
定
義
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
も
、
規
範
的
な
意
思
主
義
か
ら
の
転
換
が
意
図
さ
れ
、
論
議
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

（
145
）

。
し
か
し
、
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
今
般
の
債

権
法
改
正
で
は
、
個
々
の
条
文
の
定
立
に
あ
た
り
、
表
意
者
の
意
思
形
成
の
不
完
全
さ
の
程
度
の
み
な
ら
ず
、
相
手
方
の
交
渉
態
度
や
用

い
た
手
段
の
違
法
性
の
程
度
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
債
権
・
債
務
な
ど
の
権
利
変
動
の
内
容
、
当
事
者
の
属
性
や
当
事
者
間
に
お
け
る
情

報
量
や
交
渉
力
な
ど
の
格
差
、
そ
の
他
意
思
表
示
に
至
る
経
緯
な
ど
、
諸
般
の
事
情
を
多
元
的
に
考
慮
に
入
れ
て
解
釈
す
る
立
場
が
広

ま
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
様
々
な
要
因
を
考
慮
し
多
元
的
に
法
律
行
為
を
解
釈
す
る
こ
と
か
ら
、「
機
能
的
な
多
元

主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

（
146
）

。

従
来
の
伝
統
的
学
説
は
、
規
範
的
意
思
主
義
な
い
し
合
意
主
義
の
立
場
か
ら
、
債
務
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
重
き
、

債
務
一
般
を
措
定
し
て
不
履
行
責
任
な
ど
を
議
論
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
近
時
の
民
法
学
は
、
合
意
主
義
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
債

）
二
二
二
（
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七
四

務
の
発
生
原
因
で
あ
る
契
約
に
着
目
し
、
契
約
内
容
に
照
ら
し
て
履
行
が
な
さ
れ
た
か
否
か
の
観
点
か
ら
不
履
行
責
任
の
成
否
な
ど
を
判

断
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る

（
147
）

。
そ
の
際
、
当
事
者
の
契
約
締
結
時
の
合
意
こ
そ
が
決
め
手
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
有
力
で
あ
る

（
148
）

。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
は
、
契
約
責
任
の
内
容
は
個
別
の
契
約
（
当
事
者
の
意
思
）
に
よ
っ
て
定

ま
る
と
い
う
考
え
方
と
一
般
的
な
基
準
（
社
会
通
念
）
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
い
う
考
え
方
が
水
面
下
で
対
立
し
て
い
た
が
、
こ
の
対
立
は

両
者
の
妥
協
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、
改
正
後
の
民
法
の
規
定
の
あ
ち
こ
ち
で
用
い
ら
れ
て
い

る
「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
（
改
正
法
九
五
条
一
項
、
四
〇
〇
条
、

四
一
二
条
の
二
、四
一
五
条
一
項
、
四
七
八
条
、
五
〇
四
条
二
項
、
五
四
一
条
、
五
四
八
条
の
二
第
二
項
な
ど
）。
改
正
民
法
に
お
い
て
は
、
契
約
な

ど
の
債
務
発
生
原
因
を
取
引
上
の
社
会
通
念
と
「
及
び
」
で
連
結
し
、
併
置
す
る
と
い
う
案
が
採
用
さ
れ
、「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発

生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」
と
い
う
表
現
で
、
発
生
原
因
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
（
149
）

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
義
務
を
定
め
る
の
は
ま
ず
契
約
で
あ
る
が
、
契
約
だ
け
で
は
定
ま
ら
な
い
場
合
に
は
取
引
上
の
社
会
通
念
に
依
拠

し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
が
合
わ
さ
っ
て
当
該
契
約
の
趣
旨
は
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
り
、
債
務
者
の
注
意
義
務
を
決
め
る

の
は
あ
く
ま
で
も
当
該
契
約
の
趣
旨
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
取
引
上
の
社
会
通
念
は
、
当
該
契
約
の
外
に
存
在
す
る
実
体
的
な
基
準

で
は
な
く
、
当
該
契
約
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
解
釈
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る

（
150
）

。

ち
な
み
に
、
今
般
の
債
権
法
改
正
の
審
議
の
過
程
で
ま
と
め
ら
れ
た
中
間
試
案
で
は
、「
契
約
の
趣
旨
」
と
い
う
語
が
、
特
定
物
の
引

渡
し
の
場
合
の
注
意
義
務
（
第
八
─
一
）、
契
約
に
よ
る
債
権
の
履
行
請
求
権
の
限
界
事
由
（
第
九
─
二
）、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償

の
免
責
事
由
（
第
一
〇
─
一
）、
債
務
不
履
行
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
範
囲
（
第
一
〇
─
六
）、
債
権
者
の
帰
責
事
由
に
よ
る
不
履
行
の
場
合

の
解
除
権
の
帰
趨
（
第
一
二
─
二
）、
付
随
義
務
・
保
護
義
務
（
第
二
六
─
三
）、
継
続
的
契
約
の
終
了
（
第
三
四
─
一
・
二
）、
契
約
の
目
的

）
二
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
五

物
の
契
約
適
合
性
（
売
買
に
つ
き
第
三
五
─
三
な
ど
）、
貸
借
型
契
約
に
お
け
る
使
用
収
益
の
態
様
（
賃
貸
借
に
つ
き
第
三
八
─
一
〇
な
ど
）、
役

務
提
供
契
約
に
お
け
る
報
酬
（
請
負
に
つ
き
第
四
〇
─
一
な
ど
）
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た

（
151
）

。
契
約
の
趣
旨
と
は
、
合
意
の
内
容
や
契
約

書
の
記
載
内
容
だ
け
で
な
く
、
契
約
の
性
質
、
当
事
者
が
当
該
契
約
を
し
た
目
的
、
契
約
の
締
結
に
至
る
経
緯
を
始
め
と
す
る
契
約
を
め

ぐ
る
一
切
の
事
情
を
指
し
、
こ
れ
ら
の
諸
事
情
に
基
づ
き
、
取
引
通
念
を
考
慮
し
て
判
断
を
決
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す

べ
て
を
契
約
締
結
時
の
合
意
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
契
約
締
結
後
の
諸
事
情
や
取
引
上
の
社
会
通
念
も
ま
た
重
視
さ
れ
る
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。

改
正
後
の
民
法
の
規
定
は
、
全
体
を
通
し
て
見
る
と
、
中
間
試
案
に
比
べ
て
、
契
約
締
結
時
の
合
意
と
と
も
に
事
後
的
評
価
を
受
け
入

れ
や
す
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
事
者
が
何
を
合
意
し
た
の
か
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
り
、
契
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
相
応
の

債
務
の
発
生
を
認
め
て
よ
い
と
す
る
考
え
方
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る

（
152
）

。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
る
と
、
契
約
締
結
後
の
諸
事
情
に
つ

い
て
も
、「
契
約
の
趣
旨
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
当
初
の
合
意
内
容
を
基
準
と
し
て
法
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
た
し
、
当
事

者
の
合
意
と
切
り
離
し
て
事
後
の
状
況
や
諸
事
情
を
法
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
が
合
意
に
よ
っ
て
形
成
し
た
関
係
に
裁
判
所
が

事
後
的
に
介
入
し
、
そ
の
変
更
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
り
、
適
当
で
は
な
い
。
こ
の
点
、「
契
約
（
そ
の
他
の
債
権
・
債
務
の
発
生
原
因
）」

と
い
う
文
言
と
並
び
、
こ
れ
と
併
置
す
る
形
で
「
取
引
上
の
社
会
通
念
」
と
い
う
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
契
約
内
容
と
は
無
関

係
に
諸
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
153
）

。

今
般
の
債
権
法
改
正
で
は
、
妥
協
の
産
物
と
は
い
え
、
機
能
的
な
多
元
主
義
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る

（
154
）

。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
多
元
主
義

に
よ
る
意
思
主
義
の
拡
張
に
対
し
て
は
、
本
来
、
解
釈
に
よ
っ
て
契
約
内
容
を
確
定
で
き
な
い
場
合
に
、
当
事
者
が
合
意
し
た
と
考
え
ら

れ
る
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
五

物
の
契
約
適
合
性
（
売
買
に
つ
き
第
三
五
─
三
な
ど
）、
貸
借
型
契
約
に
お
け
る
使
用
収
益
の
態
様
（
賃
貸
借
に
つ
き
第
三
八
─
一
〇
な
ど
）、
役

務
提
供
契
約
に
お
け
る
報
酬
（
請
負
に
つ
き
第
四
〇
─
一
な
ど
）
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た

（
151
）

。
契
約
の
趣
旨
と
は
、
合
意
の
内
容
や
契
約

書
の
記
載
内
容
だ
け
で
な
く
、
契
約
の
性
質
、
当
事
者
が
当
該
契
約
を
し
た
目
的
、
契
約
の
締
結
に
至
る
経
緯
を
始
め
と
す
る
契
約
を
め

ぐ
る
一
切
の
事
情
を
指
し
、
こ
れ
ら
の
諸
事
情
に
基
づ
き
、
取
引
通
念
を
考
慮
し
て
判
断
を
決
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す

べ
て
を
契
約
締
結
時
の
合
意
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
契
約
締
結
後
の
諸
事
情
や
取
引
上
の
社
会
通
念
も
ま
た
重
視
さ
れ
る
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。

改
正
後
の
民
法
の
規
定
は
、
全
体
を
通
し
て
見
る
と
、
中
間
試
案
に
比
べ
て
、
契
約
締
結
時
の
合
意
と
と
も
に
事
後
的
評
価
を
受
け
入

れ
や
す
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
事
者
が
何
を
合
意
し
た
の
か
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
り
、
契
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
相
応
の

債
務
の
発
生
を
認
め
て
よ
い
と
す
る
考
え
方
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る

（
152
）

。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
る
と
、
契
約
締
結
後
の
諸
事
情
に
つ

い
て
も
、「
契
約
の
趣
旨
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
当
初
の
合
意
内
容
を
基
準
と
し
て
法
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
た
し
、
当
事

者
の
合
意
と
切
り
離
し
て
事
後
の
状
況
や
諸
事
情
を
法
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
が
合
意
に
よ
っ
て
形
成
し
た
関
係
に
裁
判
所
が

事
後
的
に
介
入
し
、
そ
の
変
更
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
り
、
適
当
で
は
な
い
。
こ
の
点
、「
契
約
（
そ
の
他
の
債
権
・
債
務
の
発
生
原
因
）」

と
い
う
文
言
と
並
び
、
こ
れ
と
併
置
す
る
形
で
「
取
引
上
の
社
会
通
念
」
と
い
う
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
契
約
内
容
と
は
無
関

係
に
諸
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
153
）

。

今
般
の
債
権
法
改
正
で
は
、
妥
協
の
産
物
と
は
い
え
、
機
能
的
な
多
元
主
義
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る

（
154
）

。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
多
元
主
義

に
よ
る
意
思
主
義
の
拡
張
に
対
し
て
は
、
本
来
、
解
釈
に
よ
っ
て
契
約
内
容
を
確
定
で
き
な
い
場
合
に
、
当
事
者
が
合
意
し
た
と
考
え
ら

れ
る
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た

）
二
二
二
（
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七
六

当
事
者
の
意
思
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る

（
155
）

。
こ
の
よ
う
な
問
い
掛
け
の
背
後
に

あ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
事
者
の
純
粋
に
主
観
的
な
意
思
と
い
う
よ
り
も
、
多
分
に
社
会
的
評
価
を
帯
び
た
理
性
的
意
思
と
い

う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
い
え
な
く
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
民
法
の
編
纂
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
ド
イ
ツ
民
法
は
、
契
約
の
解
釈
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
意
思
な
い
し
意
思
表
示
と
契
約
と
の
関
係
を
考
え
る
う

え
で
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う

（
156
）

。

フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
契
約
と
は
、
二
人
ま
た
は
複
数
人
の
間
の
債
務
を
創
設
し
、
変
更
し
、
消
滅
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
意
思
の
合

致
を
い
う
と
し
（
フ
民
一
一
〇
一
条
）、
当
事
者
が
自
ら
債
務
を
負
う
意
思
を
表
示
す
る
申
込
と
承
諾
の
合
致
に
よ
り
契
約
は
成
立
す
る
と

定
め
る
（
フ
民
一
一
一
三
条
）。
そ
し
て
、
契
約
は
公
の
秩
序
に
属
し
、
誠
実
に
交
渉
し
、
成
立
さ
せ
、
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
（
フ
民
一
一
〇
四
条
）、
契
約
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
当
事
者
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
し
て
い
る
（
フ
民
一
一
二
八
条
）。
現
行

民
法
の
規
定
に
は
な
い
が
、
二
〇
一
六
年
改
正
前
民
法
に
は
、「
合
意
に
お
い
て
は
、
そ
の
文
言
の
字
義
に
拘
泥
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

契
約
当
事
者
の
共
通
の
意
思
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
（
旧
フ
民
一
一
五
六
条
）、
ま
た
、

「
合
意
は
、
そ
れ
を
言
い
表
す
文
言
が
ど
の
よ
う
に
一
般
的
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
が
そ
れ
に
つ
い
て
締
結
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
含
ま
な
い
」
と
規
定
す
る
（
旧
フ
民
一
一
六
三
条
）。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
民
法
に
お
い
て
は
、
契
約
を
構

成
す
る
当
事
者
の
合
意
に
関
す
る
解
釈
規
定
は
な
く
、「
契
約
は
取
引
慣
行
を
顧
慮
し
て
信
義
お
よ
び
誠
実
が
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ

て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
（
ド
民
一
五
七
条
）。

両
法
典
の
規
定
を
比
べ
て
見
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
個
々
人
の
主
観
的
な
意
思
の
合
致
と
し
て
の
合
意
を
意
思
の
妥
当
根
拠
と
考

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
七

え
る
の
で
は
な
く
、
契
約
当
事
者
の
共
通
の
意
思
を
探
求
し
、
そ
れ
を
意
思
の
妥
当
根
拠
と
す
る
構
成
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
共
通

の
意
思
を
探
求
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
妥
当
性
を
根
拠
づ
け
る
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
規
範
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
に
合
致
す
る

意
思
（
理
性
的
意
思
）
が
社
会
的
に
妥
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
契
約
が
存
在
す
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
規
範
的
意
思
主
義
の
考
え
方
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

一
方
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
よ
う
な
合
意
の
解
釈
原
則
を
設
け
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
は
、「
法
律
行
為
に
よ
り
債

務
関
係
を
設
定
し
ま
た
は
債
務
関
係
の
内
容
を
変
更
す
る
に
は
、
法
律
に
別
段
の
規
定
な
き
限
り
、
当
事
者
間
の
契
約
を
必
要
と
す
る
」

と
規
定
し
（
ド
民
三
〇
五
条
）、
契
約
は
権
利
義
務
の
変
動
原
因
と
し
て
、
そ
れ
自
体
、
意
思
へ
の
志
向
を
も
つ
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
契
約
の
解
釈
は
、
個
人
の
意
思
を
尊
重
し
、
意
思
の
合
致
を
契
約
と
捉
え
た
う
え
で
、
取
引
慣
行
や
信
義
則
を
顧
慮
し
て
行
う

も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
ド
民
一
五
七
条
）。

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
法
律
学
に
お
い
て
は
、
自
主
性
が
決
し
て
無
制
約
な
も
の
で
は
な
く
、
法
秩
序
に
よ
る
限
定
の
中
に
お
い
て
の

み
展
開
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
契
約
に
つ
い
て
も
法
律
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
規
制
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

た
だ
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
い
か
な
る
規
制
が
契
約
の
内
容
を
制
約
す
る
か
を
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
契
約
の
解
釈
を
め

ぐ
り
、
取
引
慣
行
や
信
義
の
働
く
余
地
が
大
き
く
な
る
理
由
が
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
に
は
、
一
般
条
項
（
ド
民
二
四
二
条
）
に
基
づ
き
、

制
定
法
秩
序
を
自
ら
充
填
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
民
法
の
考
え
方
は
、
自
由
と
い
う
価
値
を
基
軸
と
す
る

古
典
的
な
契
約
理
論
か
ら
、
意
思
の
合
致
を
中
心
と
し
て
契
約
が
内
容
ぬ
き
で
妥
当
す
る
思
考
形
式
が
導
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
（
157
）

。
こ
れ
以
前
の
契
約
理
論
は
、
ま
ず
、
契
約
当
事
者
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
客
観
的
に
正
当
性
を
持
つ
合
意
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、

こ
れ
が
社
会
的
に
確
定
さ
れ
て
、
し
か
る
後
に
、
当
事
者
が
そ
れ
を
承
諾
（
同
意
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
七

え
る
の
で
は
な
く
、
契
約
当
事
者
の
共
通
の
意
思
を
探
求
し
、
そ
れ
を
意
思
の
妥
当
根
拠
と
す
る
構
成
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
共
通

の
意
思
を
探
求
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
妥
当
性
を
根
拠
づ
け
る
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
規
範
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
に
合
致
す
る

意
思
（
理
性
的
意
思
）
が
社
会
的
に
妥
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
契
約
が
存
在
す
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
規
範
的
意
思
主
義
の
考
え
方
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

一
方
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
よ
う
な
合
意
の
解
釈
原
則
を
設
け
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
は
、「
法
律
行
為
に
よ
り
債

務
関
係
を
設
定
し
ま
た
は
債
務
関
係
の
内
容
を
変
更
す
る
に
は
、
法
律
に
別
段
の
規
定
な
き
限
り
、
当
事
者
間
の
契
約
を
必
要
と
す
る
」

と
規
定
し
（
ド
民
三
〇
五
条
）、
契
約
は
権
利
義
務
の
変
動
原
因
と
し
て
、
そ
れ
自
体
、
意
思
へ
の
志
向
を
も
つ
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
契
約
の
解
釈
は
、
個
人
の
意
思
を
尊
重
し
、
意
思
の
合
致
を
契
約
と
捉
え
た
う
え
で
、
取
引
慣
行
や
信
義
則
を
顧
慮
し
て
行
う

も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
ド
民
一
五
七
条
）。

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
法
律
学
に
お
い
て
は
、
自
主
性
が
決
し
て
無
制
約
な
も
の
で
は
な
く
、
法
秩
序
に
よ
る
限
定
の
中
に
お
い
て
の

み
展
開
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
契
約
に
つ
い
て
も
法
律
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
規
制
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

た
だ
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
い
か
な
る
規
制
が
契
約
の
内
容
を
制
約
す
る
か
を
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
契
約
の
解
釈
を
め

ぐ
り
、
取
引
慣
行
や
信
義
の
働
く
余
地
が
大
き
く
な
る
理
由
が
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
に
は
、
一
般
条
項
（
ド
民
二
四
二
条
）
に
基
づ
き
、

制
定
法
秩
序
を
自
ら
充
填
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
民
法
の
考
え
方
は
、
自
由
と
い
う
価
値
を
基
軸
と
す
る

古
典
的
な
契
約
理
論
か
ら
、
意
思
の
合
致
を
中
心
と
し
て
契
約
が
内
容
ぬ
き
で
妥
当
す
る
思
考
形
式
が
導
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
（
157
）

。
こ
れ
以
前
の
契
約
理
論
は
、
ま
ず
、
契
約
当
事
者
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
客
観
的
に
正
当
性
を
持
つ
合
意
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、

こ
れ
が
社
会
的
に
確
定
さ
れ
て
、
し
か
る
後
に
、
当
事
者
が
そ
れ
を
承
諾
（
同
意
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

七
八

て
い
た

（
158
）

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
範
的
な
意
思
主
義
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
の
客
観
性
な
る
も
の
が
人
間
の
自
律
性
を
損
な
う
と

い
う
こ
と
で
、
カ
ン
ト
か
ら
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
至
る
時
期
に
そ
れ
が
放
逐
さ
れ
、
契
約
は
当
事
者
の
意
思
の
合
致
（
合
意
）
に
よ
り
成
立
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
た

（
159
）

。
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
民
法
は
合
意
主
義
の
立
場
に
近
い
と
い
え
る
。
た
だ
、
現
代
の
契
約
理
論
は
、
行
き
過
ぎ

た
個
人
の
意
思
の
探
求
を
反
省
し
、
意
思
の
形
成
に
は
取
引
慣
行
や
信
義
則
な
ど
が
顧
慮
さ
れ
る
と
し
て
お
り
、
社
会
と
の
つ
な
が
り

（
い
わ
ゆ
る
契
約
の
社
会
化
）
が
ま
っ
た
く
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

（
160
）

。

以
上
の
こ
と
を
、
Ｗ
．
フ
ル
ー
メ
（F

lum
e

）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
民
法
で
は
、
解
釈
の
対
象
は
約
束
な
い
し
合
意

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
法
律
行
為
な
い
し
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
意
思
表
示
で
あ
る
。
法
律
行
為
の
本
質

は
、
法
律
効
果
の
創
出
に
向
け
ら
れ
た
意
思
が
確
定
さ
れ
、
か
つ
、
か
か
る
意
思
を
承
認
す
る
と
い
う
法
秩
序
の
決
定
に
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
意
欲
さ
れ
た
法
的
形
成
物
を
法
的
世
界
に
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
見
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
法
秩
序
が
確
定
し
た
内
容
に
従
っ

て
形
作
ら
れ
た
行
為
類
型
の
抽
象
化
で
あ
り
、
私
的
自
治
の
原
則
を
実
現
す
る
た
め
に
、
個
々
人
の
自
己
決
定
に
よ
る
規
則
の
設
定
を
通

じ
て
法
律
関
係
を
確
定
す
る
作
業
で
あ
る
。
従
っ
て
、
意
思
表
示
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
法
律
行
為
的
な
規
則
は
、
当
事
者
の
実
際
の
理

解
と
い
う
意
味
に
お
い
て
妥
当
す
る
。
そ
の
結
果
、
表
意
者
に
よ
っ
て
意
欲
さ
れ
た
こ
と
と
表
示
と
の
間
に
不
一
致
が
あ
っ
て
も
、
意
思

表
示
の
相
手
方
が
そ
の
意
欲
さ
れ
た
こ
と
を
正
し
く
理
解
し
た
な
ら
ば
、
た
と
え
明
確
な
表
示
に
反
し
て
も
、
意
欲
さ
れ
た
こ
と
の
意
味

に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
が
成
り
立
つ
と
さ
れ
る

（
161
）

。

わ
が
民
法
の
法
律
行
為
な
い
し
契
約
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
影
響
の
下
に
、
近
代
法
の
基
本
原
理
で
あ
る
意
思
主
義
（
改
正
民
法

三
条
の
二
、
九
七
条
、
五
二
一
条
以
下
な
ど
）
を
基
本
原
理
と
し
つ
つ
、
社
会
的
効
用
（
公
益
）
の
最
大
化
（
民
法
一
条
、
改
正
民
法
九
〇
条
、

九
一
条
）
の
観
点
か
ら
表
示
主
義
（
改
正
民
法
九
三
条
以
下
、
一
〇
九
条
・
一
一
〇
条
・
一
一
二
条
、
四
七
八
条
な
ど
）
と
の
調
和
を
図
っ
た
実
定

）
二
二
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
九

法
規
の
体
系
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
162
）

。
わ
が
国
で
は
、
法
律
行
為
の
概
念
を
受
容
し
、
意
思
中
心
の
考
え
方
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
規

範
的
意
思
主
義
か
ら
合
意
主
義
へ
と
意
思
理
論
が
拡
張
し
て
き
た
。
最
近
の
考
え
方
は
合
意
主
義
の
立
場
が
有
力
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、

規
範
的
意
思
主
義
と
合
意
主
義
の
相
克
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
も
い
ま
だ
決
着
に
は
至
っ
て
い
な
い

（
163
）

。

当
事
者
が
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
想
定
し
て
必
要
な
事
項
を
合
意
し
て
お
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
意
思
を
中
心
と
し
た
合

意
主
義
に
立
脚
し
、
表
示
主
義
と
の
調
和
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
法
定
ル
ー
ル
と
し
て
、
私
的
自
治
の
原
則
に

立
脚
し
た
一
般
的
規
範
を
予
め
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る

（
164
）

。
そ
の
際
、
契
約
当
事
者
間
の
合
意
に
先
立
ち
、
そ
の
意
思
に
妥

当
性
を
付
与
す
る
規
範
の
存
在
を
承
認
し
、
そ
の
枠
内
で
の
み
合
意
の
効
力
を
認
め
る
の
か
（
規
範
的
意
思
主
義
）、
そ
れ
と
も
、
契
約
当

事
者
間
の
合
意
を
優
先
し
、
主
観
的
な
意
思
の
合
致
と
し
て
の
合
意
こ
そ
が
意
思
の
妥
当
根
拠
で
あ
り
（
合
意
主
義
）、
そ
の
合
意
を
事
後

的
に
契
約
の
趣
旨
や
諸
般
の
事
情
な
ど
を
考
慮
し
て
修
正
し
て
行
く
の
か
ど
う
か
は
、
各
々
の
社
会
の
歴
史
や
発
展
経
緯
に
応
じ
て
相
違

し
、
ま
た
、
異
な
る
態
様
が
あ
り
得
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

４
　
同
意
理
論
に
よ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
契
約
理
論
の
再
構
成

前
述
の
レ
ッ
シ
ン
グ
が
説
い
た
よ
う
な
「
コ
ー
ド
が
法
に
代
わ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
推
し
進
め
て
ゆ
く
と
、
人
工
知
能
な
ど
の
知
的

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
契
約
内
容
を
示
し
、
そ
れ
に
人
が
同
意
を
し
て
か
ら
契
約
に
入
る
と
い
う
世
界
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
よ
う
な
考
え
方
は
、
現
代
の
契
約
理
論
が
構
築
さ
れ
る
以
前
の
規
範
的
な
意
思
主
義
の
下
で
提
唱
さ
れ
て
い
た
契
約
理
論
で
あ
る
。
わ

が
国
の
契
約
理
論
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
影
響
の
下
に
、
契
約
を
相
対
立
す
る
当
事
者
の
意
思
の
合
致
と
捉
え
、
契
約
当
事
者
の
申
込
と
承

諾
と
い
う
意
思
に
重
き
を
置
く
構
成
原
理
（
合
意
主
義
）
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
合
意
主
義
が
登
場
す
る
以
前
の
契
約
理
論

）
二
二
二
（
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七
九

法
規
の
体
系
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
162
）

。
わ
が
国
で
は
、
法
律
行
為
の
概
念
を
受
容
し
、
意
思
中
心
の
考
え
方
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
規

範
的
意
思
主
義
か
ら
合
意
主
義
へ
と
意
思
理
論
が
拡
張
し
て
き
た
。
最
近
の
考
え
方
は
合
意
主
義
の
立
場
が
有
力
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、

規
範
的
意
思
主
義
と
合
意
主
義
の
相
克
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
も
い
ま
だ
決
着
に
は
至
っ
て
い
な
い

（
163
）

。

当
事
者
が
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
想
定
し
て
必
要
な
事
項
を
合
意
し
て
お
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
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ル
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ル
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し
て
、
私
的
自
治
の
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則
に

立
脚
し
た
一
般
的
規
範
を
予
め
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る

（
164
）

。
そ
の
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妥
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各
々
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の
歴
史
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違

し
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得
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い
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。

４
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工
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ェ
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入
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八
〇

は
、
ま
ず
、
契
約
当
事
者
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
客
観
的
に
正
当
性
を
も
つ
合
意
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
が
社
会
的
に
確
定
さ
れ

て
、
し
か
る
後
に
、
当
事
者
が
そ
れ
を
承
諾
（
同
意
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
規
範
的
意
思
主
義
）。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
の
客
観
性
な
る
も
の
が
人
間
の
自
律
性
を
損
な
う
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ン
ト
か
ら
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
に
至
る
時
期
に
そ
れ
が
放
逐
さ
れ
、
契
約
は
当
事
者
の
意
思
の
合
致
（
合
意
）
に
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た

（
165
）

。
そ
れ
で
も
、
現

代
の
契
約
理
論
は
、
行
き
過
ぎ
た
個
別
の
意
思
の
探
求
を
反
省
し
、
意
思
の
形
成
に
は
社
会
通
念
な
ど
が
顧
慮
さ
れ
る
と
し
て
お
り
、
社

会
と
の
つ
な
が
り
（
い
わ
ゆ
る
契
約
の
社
会
化
）
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

（
166
）

。

現
在
、
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト

コ
ン
ト
ラ
ク
ト
、
人
工
知
能
な
ど
の
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
、
そ
の
他
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
、
人
間
の
自
律
的
な
判
断
部
分
を
デ
ー
タ
に
基

づ
く
機
械
の
判
断
に
置
き
換
え
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
関
与
し
な
い
ま
ま
契
約
が
締
結
さ
れ
る
と
か
、
機
械
の
動
作
に
よ
っ
て
契
約
が

成
立
す
る
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る

（
167
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
契

約
の
締
結
お
よ
び
実
行
が
自
動
化
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
契
約
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
、
契
約
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
学
説
に
お
い
て
議
論
が
あ
り
、
見
解
が
分
か
れ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク

ト
に
向
け
ら
れ
る
批
判
は
、
そ
の
大
部
分
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
事
前
に
す
べ
て
の
物
事
が
決
定
さ
れ
、
事
後
的
に
人

の
判
断
を
入
れ
た
柔
軟
な
是
正
措
置
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
た
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
同
意
の
相
互
関
係
を
欠
く
ス
マ
ー
ト

コ
ン
ト
ラ
ク
ト
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
契
約
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
が
契
約
と
な

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
っ
た
点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
、
単
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
ビ
ジ
ネ

ス
ル
ー
ル
に
す
ぎ
な
い
と
か
、
契
約
上
の
合
意
が
な
い
限
り
法
的
拘
束
力
は
な
い
と
考
え
る
者
も
い
る
。
ま
た
、
契
約
を
自
動
化
す
る
ス

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

八
一

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
法
的
介
入
の
た
め
の
端
緒
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
法
的
効
力
を
限
定

的
に
捉
え
る
者
も
い
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
締
結
お
よ
び
実
行
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
は
、
人
の

意
思
表
示
に
代
わ
り
得
る
表
現
形
式
で
あ
る
が
、
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
契
約
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
対
す
る
相
手
方
の
同
意

と
い
う
相
互
関
係
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律

構
成
、
す
な
わ
ち
、
同
意
理
論
は
有
用
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
168
）

。

前
述
し
た
よ
う
に
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
は
、
当
事
者
を
対
立
構
造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ

の
合
意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
相
互
に
同
意
す
る
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依
拠
す
る

の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
目
的
、
契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
考
慮
さ
れ
る
。
各
当

事
者
間
で
個
別
的
に
合
意
さ
れ
て
い
る
内
容
が
あ
っ
て
も
、
効
果
は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
く
、
取
引
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な

包
括
的
な
同
意
か
ら
導
か
れ
る
効
果
が
規
範
的
に
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

今
日
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
今
日
、
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
私
法
上
の
契
約
に
該

当
す
る
か
否
か
は
場
合
に
よ
り
異
な
る
が
、
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う

（
169
）

。

ま
ず
、
当
事
者
間
に
契
約
に
相
当
す
る
合
意
が
あ
り
、
そ
れ
が
有
効
と
課
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
と
お
り
の
効
果
が
生
じ
る
。

そ
の
よ
う
な
効
果
意
思
の
合
致
は
、
多
く
の
場
合
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
ま
た
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
外
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
認
定

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
し
て
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
内
容
と
お
り
の
合
意
が
当
事
者
間
に
あ
れ
ば
、

そ
の
合
意
を
も
っ
て
契
約
が
成
立
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
契
約
の
執
行
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
契
約
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
コ
ー
ド
に
よ
り
プ
ロ
ク
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
で
あ
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言

）
二
二
二
（
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語
で
書
か
れ
て
い
る
。
法
的
観
点
か
ら
み
る
と
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
そ
れ
自
体
漠
然
と
し
て
お
り
、
そ
の
契
約
か
ら
生
ず
る

当
事
者
の
債
務
や
契
約
の
拘
束
性
を
つ
か
む
の
は
容
易
で
な
い
。
こ
の
場
合
、
契
約
を
基
礎
づ
け
る
当
事
者
の
合
意
は
コ
ー
ド
の
外
に
存

在
し
、
当
事
者
は
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
も
の
以
外
の
何
か
に
合
意
し
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
170
）

。

こ
れ
に
対
し
、
当
事
者
間
に
上
記
の
よ
う
な
合
意
が
な
け
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
の
執
行
は
法
律
上
の
原
因
が

な
い
も
の
と
評
価
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
自
動
的
に
契
約

の
実
行
が
行
わ
れ
、
コ
ー
ド
の
破
損
や
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
ミ
ス
、
あ
る
い
は
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
法
侵
入
（
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
な
ど
が
な
け

れ
ば
、
契
約
の
執
行
を
も
っ
て
当
事
者
間
に
契
約
が
成
立
し
、
同
時
に
履
行
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
う
な
る
と
、
問
題
は
、
当
事
者
間
で
合
意
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
し
て
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
条
件
の
解

釈
が
事
後
的
に
争
わ
れ
た
り
、
シ
ス
テ
ム
に
バ
グ
が
生
じ
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
事
後
的
に
紛
争
が
生
じ
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に

よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
裁
判
所
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
当
事
者
の
合
意
内
容
な

い
し
真
意
を
探
求
し
、
こ
れ
を
契
約
内
容
と
し
て
承
認
す
る
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
そ
の
責
任
の
所
在
等
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る

か
で
あ
る

（
171
）

。

ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
に
お
い
て
、
約
款
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
約
款
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
本
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
改
正
債
権
法
で
は
、
新
た
に
定
型
約
款
に
関
す
る
規
定
（
改
正
債
権
法
五
四
八
条
の
二
以
下
）
が

創
設
さ
れ
た

（
172
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
考
え
る
う
え
で
は
、
定
型
約
款
と
の
関
係
が
今
後
重
要
な
解
釈
上
の
一
つ
の
争
点
と
な
り
得

る
。

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

八
三

五
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
紛
争
処
理
機
能

１
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
の
最
適
化

今
日
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
呼
ば
れ
る
言
葉
が
、
各
種
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

通
じ
て
最
適
化
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
な
い
し
シ
ス
テ
ム
を
示
す
言
葉
と
し
て
、
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す

で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
モ
ノ
の
売
り
買
い
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
な
契
約
が
存
在
す

る
。
こ
れ
ら
契
約
の
多
く
は
口
頭
の
約
束
で
成
立
す
る
（
諾
成
契
約
）。
口
頭
の
約
束
で
は
、
契
約
内
容
に
つ
い
て
言
っ
た
・
言
わ
な
い
の

争
い
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
重
要
な
契
約
で
は
、
契
約
書
を
作
成
し
て
契
約
内
容
を
確
認
し
、
相
互
の
合
意
を

得
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
様
式
契
約
）。
し
か
し
、
書
面
に
よ
る
契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
書
か
れ
た
表
現
や
意
味
内
容
が
曖
昧
で
漠

然
と
し
て
い
れ
ば
、
解
釈
の
違
い
や
意
味
の
齟
齬
が
生
じ
、
紛
争
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
契
約
内
容
が
明
確
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
確
実
に
実
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
契
約
は
相
対
立
す
る
意
思
の
合
致
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
口
頭
や
書
面
の
い
ず
れ
に
よ

る
に
せ
よ
、
常
に
一
定
の
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
契
約
内

容
を
あ
ら
か
じ
め
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
て
お
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に

開
設
さ
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
定
め
ら
れ
た
契
約
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
、
自
動
的
に
取
引
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
が
採
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
運
用
コ
ス
ト
の
削
減
、
お
よ
び
、
効
率
の
向
上
を
図
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
用

い
ら
れ
て
い
る

（
173
）

。
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モ
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、
情
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を
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こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
な
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し
シ
ス
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を
示
す
言
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と
し
て
、
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な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す

で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
モ
ノ
の
売
り
買
い
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
な
契
約
が
存
在
す

る
。
こ
れ
ら
契
約
の
多
く
は
口
頭
の
約
束
で
成
立
す
る
（
諾
成
契
約
）。
口
頭
の
約
束
で
は
、
契
約
内
容
に
つ
い
て
言
っ
た
・
言
わ
な
い
の

争
い
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
重
要
な
契
約
で
は
、
契
約
書
を
作
成
し
て
契
約
内
容
を
確
認
し
、
相
互
の
合
意
を

得
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
様
式
契
約
）。
し
か
し
、
書
面
に
よ
る
契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
書
か
れ
た
表
現
や
意
味
内
容
が
曖
昧
で
漠

然
と
し
て
い
れ
ば
、
解
釈
の
違
い
や
意
味
の
齟
齬
が
生
じ
、
紛
争
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
契
約
内
容
が
明
確
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
確
実
に
実
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
契
約
は
相
対
立
す
る
意
思
の
合
致
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
口
頭
や
書
面
の
い
ず
れ
に
よ

る
に
せ
よ
、
常
に
一
定
の
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
契
約
内

容
を
あ
ら
か
じ
め
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
て
お
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に

開
設
さ
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
定
め
ら
れ
た
契
約
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
、
自
動
的
に
取
引
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
が
採
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
運
用
コ
ス
ト
の
削
減
、
お
よ
び
、
効
率
の
向
上
を
図
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
用

い
ら
れ
て
い
る

（
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）
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八
四

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
契
約
締
結
に
至
る
手
続
の
煩
雑
さ
や
契
約
不
履
行
の
リ
ス
ク
を
解
消
す
る
た
め
、
契
約
の
締
結
や
契
約

内
容
の
執
行
が
自
動
化
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
解
釈
上
生
じ
う
る
問
題
を
情
報
技
術
で
回
避
し
、
契
約
の
最
適
化
を
図
る
た
め
に
考

案
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
る
。
最
近
で
は
、
自
律
的
な
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
介
し
た
契
約
の
効
力
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お

け
る
紛
争
解
決
機
能
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る

（
174
）

。

２
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
契
約
の
不
適
合
責
任

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
契
約
は
、
不
完
全
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
将
来
生
じ
る
で
あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
不
測
の
事
態
に
つ
い
て
、

当
事
者
は
そ
れ
を
予
見
で
き
な
い
か
、
ま
た
は
、
適
切
な
対
応
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

（
175
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
よ
り
機
械
化
さ
れ
た
自
動
契
約
で
あ
り
、
一
見
し
て
完
全
な
契
約
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク

ト
と
い
え
ど
も
、
不
完
全
性
と
ま
っ
た
く
無
縁
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
契
約
の
不
完
全
性
が
問
題
と

な
る
と
い
っ
て
も
、
通
常
の
契
約
に
お
け
る
不
完
全
性
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
め
ぐ
る
契
約
上
の
問
題
は
、
概
し
て
い
え
ば
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
契
約
条
件
、
基
盤
と
な
る
ス
マ
ー

ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
お
い
て
、
当
事
者
間
に
ど
の
よ
う
な
約
定
な
い
し
合
意
が
あ
る

の
か

（
176
）

、
ま
た
、
契
約
の
実
行
に
際
し
て
解
釈
上
の
疑
義
が
生
じ
た
り
、
コ
ー
ド
の
破
損
や
ハ
ッ
キ
ン
グ
に
よ
り
契
約
の
実
行
に
支
障
が
生

じ
た
場
合
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
当
事
者
は
ど
の
程
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
な
ど
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、
紛
争

解
決
に
あ
た
り
、
裁
判
所
の
介
入
を
ど
こ
ま
で
許
し
、
事
後
的
な
契
約
内
容
の
変
更
を
ど
の
程
度
認
め
る
か
と
い
う
点
も
、
重
要
な
論
点

）
二
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

八
五

と
な
り
得
る

（
177
）

。

紛
争
の
最
終
的
解
決
は
、
従
来
、
裁
判
所
の
役
割
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
々
進
展
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
前
に
、
デ
ジ
タ
ル
化

さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
内
容
を
正
し
く
認
識
し
解
明
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
178
）

。
し
か
も
、
自

働
化
さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
契
約
で
は
、
裁
判
所
の
介
入
が
排
除
さ
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
法
的
観
点
か
ら
み
る
と
、

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
契
約
は
、
コ
ー
ド
に
よ
り
プ
ロ
ク
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
漠
然
と
し
て
い
る
。
そ
の

契
約
か
ら
生
ず
る
当
事
者
の
債
務
や
契
約
の
拘
束
性
を
つ
か
む
の
は
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
な
い
と
い
え
よ
う
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
契
約
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
言
葉
の
解
釈
に
よ
る
誤
解
や
混
迷
と
い
っ
た
も
の
は
な

い
（
179
）

。
不
履
行
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
予
期
し
な
い
コ
ー
ド
の
破
損
や
各
コ
ー
ド
間
の
不
整
合
、
あ
る
い
は
、
シ
ス

テ
ム
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
不
法
侵
入
（
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
が
原
因
で
あ
る

（
180
）

。
こ
の
よ
う
な
履
行
障
害
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
合
意
に
対
す

る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
に
よ
り
、
問
題
の
所
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
を
対
立
構

造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
合
意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
相
互
に
同
意
す
る
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
同
意

に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
目
的
、
契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
を
考
慮
し
つ
つ
、
当
該
取
引
を
維
持
す
る
た

め
に
必
要
な
包
括
的
な
同
意
か
ら
導
か
れ
る
効
果
を
導
き
出
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

３
　
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
介
し
た
契
約
の
効
力

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
で
は
、
人
工
知
能
を
人
の
代
理
人
と
同
様
に
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
取
引
や
事
業
活
動
に

導
入
し
、
業
務
の
効
率
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
事
業
者
も
少
な
く
な
い
。
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
中
に
は
、
人
か
ら
指
示
を
与
え
ら
れ

）
二
二
二
（
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八
五

と
な
り
得
る

（
177
）

。

紛
争
の
最
終
的
解
決
は
、
従
来
、
裁
判
所
の
役
割
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
々
進
展
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
前
に
、
デ
ジ
タ
ル
化

さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
内
容
を
正
し
く
認
識
し
解
明
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
178
）

。
し
か
も
、
自

働
化
さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
契
約
で
は
、
裁
判
所
の
介
入
が
排
除
さ
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
法
的
観
点
か
ら
み
る
と
、

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
契
約
は
、
コ
ー
ド
に
よ
り
プ
ロ
ク
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
漠
然
と
し
て
い
る
。
そ
の

契
約
か
ら
生
ず
る
当
事
者
の
債
務
や
契
約
の
拘
束
性
を
つ
か
む
の
は
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
な
い
と
い
え
よ
う
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
契
約
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
言
葉
の
解
釈
に
よ
る
誤
解
や
混
迷
と
い
っ
た
も
の
は
な

い
（
179
）

。
不
履
行
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
予
期
し
な
い
コ
ー
ド
の
破
損
や
各
コ
ー
ド
間
の
不
整
合
、
あ
る
い
は
、
シ
ス

テ
ム
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
不
法
侵
入
（
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
が
原
因
で
あ
る

（
180
）

。
こ
の
よ
う
な
履
行
障
害
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
合
意
に
対
す

る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
に
よ
り
、
問
題
の
所
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
を
対
立
構

造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
合
意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
相
互
に
同
意
す
る
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
同
意

に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
目
的
、
契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
を
考
慮
し
つ
つ
、
当
該
取
引
を
維
持
す
る
た

め
に
必
要
な
包
括
的
な
同
意
か
ら
導
か
れ
る
効
果
を
導
き
出
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

３
　
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
介
し
た
契
約
の
効
力

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
で
は
、
人
工
知
能
を
人
の
代
理
人
と
同
様
に
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
取
引
や
事
業
活
動
に

導
入
し
、
業
務
の
効
率
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
事
業
者
も
少
な
く
な
い
。
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
中
に
は
、
人
か
ら
指
示
を
与
え
ら
れ

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

八
六

な
く
て
も
独
自
で
物
を
考
え
、
業
務
を
展
開
し
て
い
く
自
律
的
な
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
も
開
発
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
利
用
者
の
意
思
に
沿
わ
な
い
法
律
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
場
合
や
誤
作
動
な
ど
に
よ
り
利
用
者
の
想
定
し
て
い
な

い
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
行
為
の
効
力
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
実
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
知

的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
法
的
地
位
の
取
り
扱
い
に
も
関
わ
り
、
意
思
表
示
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
の
か
、
代
理
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
に
よ
っ
て
、
問
題
の
処
理
の
仕
方
は
大
き
く
異
な
る
。

例
え
ば
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
利
用
者
Ａ
が
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
判
断
に
従
っ
て
、
あ
る
商
品
を
受
注
者
Ｂ
に
対
し
て
注
文
し
、

Ｂ
は
そ
の
注
文
を
受
諾
し
た
も
の
の
、
Ａ
は
そ
の
商
品
に
つ
い
て
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
注
文
し
た
数
量
を
購
入
す
る
意
思
は
な
か
っ
た

と
い
う
ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
Ａ
は
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
行
っ
た
契
約
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
Ａ
が

こ
れ
を
追
認
す
る
こ
と
な
く
無
効
と
し
た
い
と
す
れ
ば
、
Ａ
は
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
発
注
し
た
数
量
を
注
文
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
主
張
し
、
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
錯
誤
と
い
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
Ａ
の
思
い
違
い
は
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン

ト
が
自
分
の
予
想
す
る
範
囲
で
注
文
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
部
分
（
動
機
）
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
Ａ
の
錯
誤
は
売
る
・
買
う
と
い
っ
た
内

心
的
効
果
意
思
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
意
思
を
形
成
す
る
前
提
事
実
に
思
い
違
い
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
動

機
の
錯
誤
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
改
正
民
法
九
五
条
一
項
二
号
、
同
条
二
項
）。
動
機
は
相
手
方
に
は
分
か
り
づ
ら
く
、
こ
れ
が
相
手

方
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
こ
と
か
ら
、
動
機
の
錯
誤
を
理
由
に
意
思
表
示
を
取
り
消
し
、
当
該
契
約
の
無
効
を
認
め
る
こ
と
は
、

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
法
は
、
動
機
が
相
手
方
に
表
示
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
動
機
が
な
け
れ
ば
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
を
相
手
方

が
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
そ
の
利
用
者
の
意
思
と
は
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
勝
手
に
契
約
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
問

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

八
七

題
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
例
で
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
そ
れ
ま
で
に
独
自
で
学
習
し
た
結
果
に
基
づ
い
て
、
Ａ
の

知
ら
な
い
間
に
、
勝
手
に
Ｂ
に
対
し
て
注
文
を
し
、
Ｂ
が
そ
の
注
文
に
対
し
受
諾
を
与
え
た
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ａ
の
意
思

表
示
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
契
約
成
立
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
当
事
者
の
「
意
思
表
示
の
合
致
」
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
が

成
立
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
間
で
取
引
が
継
続
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
取
引
に
際
し
、
Ａ
Ｂ
間
で
あ
ら
か
じ
め
合
意
し
て
い
た
Ｉ
Ｄ
や
パ

ス
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
注
文
が
な
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
介
し
て
Ａ
Ｂ
間
に
売
買
契
約
が
成
立
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、
無
権
代
理
で
は
あ
る
が
、
物
の
所
持
や
名
称
の
使
用
許
諾
に
よ
る
表
見
代
理
（
民
法
一
〇
九
条
）
ま
た
は
権
限
外
の
行
為

の
表
見
代
理
（
民
法
一
一
〇
条
）
が
成
立
す
る
と
し
て
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
行
っ
た
契
約
の
効
力
を
Ａ
Ｂ
間
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
行
為
を
不
法
行
為
責
任
に
引
き
付
け
て
議
論
す
る
場
合
に
は
、
事
理
弁
識
能
力
が
欠
け
る
未
成
年
者
の

場
合
の
監
督
義
務
者
の
責
任
（
民
法
七
一
二
条
条
、
七
一
四
条
）
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
物
に
対
す
る
監
督
責
任
と
い
う
観
点
で
は
、
動
物
占
有
者
責
任
（
民
法
七
一
八
条
）
と
の
対
比
、
報
償
責
任
な
い
し
危
険
責

任
と
の
関
係
で
は
、
使
用
者
責
任
（
民
法
七
一
五
条
）
と
い
う
考
え
方
の
見
直
し
な
ど
も
、
検
討
の
視
野
に
入
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、

責
任
主
体
の
概
念
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

人
が
自
律
的
な
存
在
と
し
て
自
ら
の
選
択
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
我
々
の
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
制
度
の
基
本
的
な
部
分

で
あ
る
。
こ
の
選
択
は
、
私
法
の
領
域
で
は
、
意
思
の
自
律
と
私
的
自
治
の
原
則
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
や
ア
ル
ゴ
リ
ズ

ム
な
ど
を
介
し
て
動
作
す
る
自
律
的
な
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
人
の
選
択
に
取
っ
て
代
わ
る
新
し
い
時
代
の
到
来
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
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ト
ラ
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ト
に
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る
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と
伝
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的
契
約
理
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（
長
谷
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八
七

題
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
例
で
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
そ
れ
ま
で
に
独
自
で
学
習
し
た
結
果
に
基
づ
い
て
、
Ａ
の

知
ら
な
い
間
に
、
勝
手
に
Ｂ
に
対
し
て
注
文
を
し
、
Ｂ
が
そ
の
注
文
に
対
し
受
諾
を
与
え
た
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ａ
の
意
思

表
示
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
契
約
成
立
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
当
事
者
の
「
意
思
表
示
の
合
致
」
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
が

成
立
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
間
で
取
引
が
継
続
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
取
引
に
際
し
、
Ａ
Ｂ
間
で
あ
ら
か
じ
め
合
意
し
て
い
た
Ｉ
Ｄ
や
パ

ス
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
注
文
が
な
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
介
し
て
Ａ
Ｂ
間
に
売
買
契
約
が
成
立
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、
無
権
代
理
で
は
あ
る
が
、
物
の
所
持
や
名
称
の
使
用
許
諾
に
よ
る
表
見
代
理
（
民
法
一
〇
九
条
）
ま
た
は
権
限
外
の
行
為

の
表
見
代
理
（
民
法
一
一
〇
条
）
が
成
立
す
る
と
し
て
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
行
っ
た
契
約
の
効
力
を
Ａ
Ｂ
間
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
行
為
を
不
法
行
為
責
任
に
引
き
付
け
て
議
論
す
る
場
合
に
は
、
事
理
弁
識
能
力
が
欠
け
る
未
成
年
者
の

場
合
の
監
督
義
務
者
の
責
任
（
民
法
七
一
二
条
条
、
七
一
四
条
）
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
物
に
対
す
る
監
督
責
任
と
い
う
観
点
で
は
、
動
物
占
有
者
責
任
（
民
法
七
一
八
条
）
と
の
対
比
、
報
償
責
任
な
い
し
危
険
責

任
と
の
関
係
で
は
、
使
用
者
責
任
（
民
法
七
一
五
条
）
と
い
う
考
え
方
の
見
直
し
な
ど
も
、
検
討
の
視
野
に
入
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、

責
任
主
体
の
概
念
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

人
が
自
律
的
な
存
在
と
し
て
自
ら
の
選
択
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
我
々
の
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
制
度
の
基
本
的
な
部
分

で
あ
る
。
こ
の
選
択
は
、
私
法
の
領
域
で
は
、
意
思
の
自
律
と
私
的
自
治
の
原
則
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
や
ア
ル
ゴ
リ
ズ

ム
な
ど
を
介
し
て
動
作
す
る
自
律
的
な
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
人
の
選
択
に
取
っ
て
代
わ
る
新
し
い
時
代
の
到
来
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い

）
二
二
二
（
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八
八

る
。
現
代
社
会
に
お
け
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
人
工
知
能
の
普
及
を
考
え
る
と
、
個
人
、
企
業
、
お
よ
び
国
が
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
使
用

に
関
す
る
法
的
お
よ
び
倫
理
的
な
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
は
急
務
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

４
　
履�

行
障
害
と
損
害
賠
償
、
原
状
回
復�

─
契
約
上
の
連
帯
か
ら
デ
ジ
タ
ル
連
帯
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
の
当
事
者
間
に
生
じ
た
不
利
益
な
い
し
損
害
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
損
害
賠
償
あ
る
い
は
原
状

回
復
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
、
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
よ
る
救
済
が
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
わ
け
で
は

な
い

（
181
）

。
損
害
賠
償
に
よ
る
と
し
て
も
、
こ
の
賠
償
は
信
頼
利
益
の
賠
償
ま
た
は
履
行
利
益
の
賠
償
の
ど
れ
に
よ
る
の
か
、
ま
た
、
原
状
回

復
に
よ
る
と
し
て
、
当
事
者
の
一
方
が
不
当
に
得
た
利
益
を
吐
き
出
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
か
ど
う
か
な
ど
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
決
策

を
規
範
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
解
決
に
至
る
道
の
り
は
決
し
て
平
坦
で
は
な
い

（
182
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
、
予
期
し
な
い
コ
ー
ド
の
破
損
や
各
コ
ー
ド
間
の
不
整
合
、
あ
る
い
は
、
シ
ス
テ
ム
や
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
へ
の
不
法
侵
入
か
ら
契
約
の
履
行
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
履
行
障
害
は
、
通
常
、
損
害
賠
償

あ
る
い
は
原
状
回
復
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
、
確
固
た
る
定
説
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
損
害
賠

償
に
よ
る
と
し
た
場
合
、
一
般
に
、
そ
の
賠
償
は
、
履
行
利
益
の
賠
償
で
も
な
け
れ
ば
、
利
益
の
吐
き
出
し
的
な
損
害
の
賠
償
で
も
な
く
、

コ
ー
ド
の
破
損
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
相
互
関
係
の
齟
齬
が
発
生
す
る
前
の
元
の
状
態
に
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
信
頼
利
益
の
賠
償
と
い

わ
れ
る

（
183
）

。
た
だ
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
損
害
を
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
い
か
に
負
担
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
。

）
二
二
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

八
九

損
害
賠
償
や
原
状
回
復
と
い
っ
た
解
決
以
外
に
は
、
別
の
可
能
な
解
決
策
と
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
が
紛
争
解
決
の
た
め
の
基

金
を
提
供
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

（
184
）

。
こ
れ
は
、
各
参
加
者
が
取
引
履
歴
の
検
証
と
認
証
に
あ
た
り
一
定
額
の
ト
ー
ク
ン
（
仮
想
通
貨
な

ど
）
を
提
供
し
、
契
約
上
の
損
害
を
補
償
す
る
た
め
に
使
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
解
決
策
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ

ク
ト
を
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
契
約
の
観
点
か
ら
読
み
直
し
て
修
正
を
加
え
、
妥
当
な
結
果
に
導
く
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

（
185
）

。
前
者
は
、

コ
ー
ド
の
破
壊
や
不
一
致
あ
る
い
は
ハ
ッ
ク
な
ど
の
結
果
と
し
て
、
仮
想
通
貨
を
失
っ
た
ユ
ー
ザ
ー
の
救
済
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

か
ら
自
動
車
保
険
に
似
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
従
来
の
合
意
に
よ
る
「
契
約
上
の
連
帯
」（contractual solidarity

）
か
ら
「
デ
ジ
タ

ル
連
帯
」（digital solidality

）
へ
の
移
行
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
186
）

。
後
者
は
、
当
初
意
図
さ
れ
た
結
果
を
回
復
す
る
た
め
に
、

親
文
書
や
他
の
類
似
す
る
契
約
を
参
考
に
入
れ
て
当
事
者
の
合
理
的
な
意
思
解
釈
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
契
約
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
構
造
は

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
外
の
法
的
手
段
に
依
拠
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
裁
判
所
に
よ
る
紛
争
解
決
が
予
定
さ
れ
て
い

る
（
187
）

。ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
構
成
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
は
、
契
約
ま
た
は
不
法
行
為
か
ら
生
じ
る
法
的
責
任
に
つ
い
て
、
紛
争
解

決
の
た
め
の
損
害
賠
償
や
利
用
停
止
な
ど
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る

（
188
）

。
こ
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
最
近
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
紛
争
解
決
処
理
と
し
て
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
議
論
さ
れ
て
い

る
（
189
）

。紛
争
の
最
終
的
解
決
は
、
本
来
、
裁
判
所
の
役
割
と
さ
れ
て
き
た
が
、
日
々
進
展
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
下
で
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ

ク
ト
に
関
す
る
紛
争
の
実
態
を
正
し
く
認
識
し
、
解
明
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
。
契
約
の
形
成
・
執
行
が
自
働
化
さ
れ
た
ス
マ
ー

ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
裁
判
官
や
仲
裁
人
な
ど
の
高
度
な
専
門
知
識
を
必
然
的
に
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
事
前
の
約
束
と
同

）
二
二
二
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九
〇

意
の
名
の
も
と
に
裁
判
所
の
介
入
が
排
除
さ
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る

（
190
）

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
の
解
決
策
は
、
ま
だ
議
論
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
明
確
で
は
な
い
。
契
約
上
の
債
務
の
履
行
に
関
す
る
紛

争
や
契
約
そ
の
も
の
を
修
正
す
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
が
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
紛
争
解
決
機
能
を
備
え

た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
従
来
の
裁
判
所
に
よ
る
伝
統
的
な
紛
争
解
決
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五
　
結

　
語

本
稿
は
、
現
代
社
会
で
注
目
さ
れ
て
い
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
、
そ
の
法
的
性
質

を
分
析
し
な
が
ら
、
契
約
法
的
側
面
か
ら
、
そ
の
意
義
、
問
題
点
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
当
事
者
双
方
の
意
思
を
規
律
す
る
こ
と
は
法
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
の
か
、
こ
れ
に
よ
っ
て
何
が
起
き

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
を
既
存
の
法
体
系
の
中
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
行
く
の
か
と
い
っ
た
問
題
点
に
つ
い
て
、
そ
の
論
点

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
日
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
呼
ば
れ
る
言
葉
が
、
各
種
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

通
じ
て
最
適
化
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
な
い
し
シ
ス
テ
ム
を
示
す
言
葉
と
し
て
、
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト

コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
契
約
の
形
成
や
執
行
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
広
義
で
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
装
備
さ
れ
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

に
よ
る
契
約
の
自
動
化
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
よ
る
分
散
型
台
帳
の
記
録
保
存
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
た
各
種
の
モ
ノ

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
一

や
サ
ー
ビ
ス
の
デ
ジ
タ
ル
相
互
接
続
な
ど
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
特
定
の
契
約
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
上
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
、
一
定
の
条
件
に
合
致
し
た
と
き
は
、
価
値
あ
る
デ
ジ
タ
ル
情
報
で
取
引
が
で
き
る
よ
う
に
コ
ー
ド

化
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
い
う
ス
マ
ー
ト
は
、
ま
さ
に
各
種
の
モ
ノ
や
情
報
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ

れ
、
そ
れ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
さ
れ
て
い
る
状
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
の
形
で
存
在
し
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
契
約
条
件
に
基
づ
い
て
実
行
さ
れ
る
と
い
う

点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
契
約
成
立
の
基
礎
を
当
事
者
間
の
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
で
は
な
く
、

契
約
の
締
結
お
よ
び
実
行
が
人
間
の
関
与
な
し
に
自
動
化
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
コ
ー
ド
を
通
じ
て
表
現
す
る
点
で
、

従
来
の
契
約
理
論
に
対
し
て
静
か
な
革
命
を
起
こ
し
つ
つ
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
既
存
の
法
的
枠
組
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込

む
の
か
、
当
事
者
間
の
自
律
に
委
ね
る
の
か
ど
う
か
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
性
を
踏
ま
え
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
な
ど

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
む
シ
ス
テ
ム
全
体
の
構
造
、
あ
る
い
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
基
盤
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
の
仕
組
み
な
ど
を
踏
ま
え
て
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
律
構
成
を
考
え
る
う
え
で
は
、
合
意
に
対
す
る
参
加
者
全
員
の
同
意
と
い
う

理
論
構
成
が
有
用
で
あ
る
こ
と
、
契
約
不
適
合
責
任
が
生
じ
た
場
合
の
責
任
も
ま
た
、
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
い

た
。
合
意
に
対
す
る
参
加
者
全
員
の
同
意
と
い
う
理
論
構
成
は
、
従
来
の
二
当
事
者
間
契
約
の
原
則
を
前
提
に
し
た
契
約
理
論
で
は
多
角

取
引
の
問
題
解
決
と
し
て
限
界
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
別
契
約
の
連
鎖
（
い

わ
ば
線
）
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
全
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
へ
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
。

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
一

や
サ
ー
ビ
ス
の
デ
ジ
タ
ル
相
互
接
続
な
ど
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
特
定
の
契
約
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
上
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
、
一
定
の
条
件
に
合
致
し
た
と
き
は
、
価
値
あ
る
デ
ジ
タ
ル
情
報
で
取
引
が
で
き
る
よ
う
に
コ
ー
ド

化
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
い
う
ス
マ
ー
ト
は
、
ま
さ
に
各
種
の
モ
ノ
や
情
報
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ

れ
、
そ
れ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
さ
れ
て
い
る
状
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
の
形
で
存
在
し
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
契
約
条
件
に
基
づ
い
て
実
行
さ
れ
る
と
い
う

点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
契
約
成
立
の
基
礎
を
当
事
者
間
の
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
で
は
な
く
、

契
約
の
締
結
お
よ
び
実
行
が
人
間
の
関
与
な
し
に
自
動
化
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
コ
ー
ド
を
通
じ
て
表
現
す
る
点
で
、

従
来
の
契
約
理
論
に
対
し
て
静
か
な
革
命
を
起
こ
し
つ
つ
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
既
存
の
法
的
枠
組
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込

む
の
か
、
当
事
者
間
の
自
律
に
委
ね
る
の
か
ど
う
か
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
性
を
踏
ま
え
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
な
ど

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
む
シ
ス
テ
ム
全
体
の
構
造
、
あ
る
い
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
基
盤
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
の
仕
組
み
な
ど
を
踏
ま
え
て
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
律
構
成
を
考
え
る
う
え
で
は
、
合
意
に
対
す
る
参
加
者
全
員
の
同
意
と
い
う

理
論
構
成
が
有
用
で
あ
る
こ
と
、
契
約
不
適
合
責
任
が
生
じ
た
場
合
の
責
任
も
ま
た
、
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
い

た
。
合
意
に
対
す
る
参
加
者
全
員
の
同
意
と
い
う
理
論
構
成
は
、
従
来
の
二
当
事
者
間
契
約
の
原
則
を
前
提
に
し
た
契
約
理
論
で
は
多
角

取
引
の
問
題
解
決
と
し
て
限
界
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
別
契
約
の
連
鎖
（
い

わ
ば
線
）
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
全
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
へ
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
。

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

九
二

換
言
す
れ
ば
、
当
事
者
を
対
立
構
造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
合
意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
相
互
に
同
意
す
る
と
い
う
考

え
方
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
合
意
に
対
す
る
参
加
者
全
員
の
同
意
と
い
う
理
論
構
成
で
は
、
す
べ
て
の
当
事
者
が
合
意
事
項
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り

そ
の
法
的
効
果
を
承
認
す
る
こ
と
か
ら
、
合
意
事
項
の
確
定
は
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
り
、
同
意
に
よ
り
合
意
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
が

付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
合
意
事
項
の
確
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観

的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
目
的
、
契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
合
意
の
適
法
性
の
評
価
は
、

契
約
解
釈
と
し
て
、
同
意
の
中
に
内
在
的
に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
を
通
じ
て
合
意
内
容
を
修
正

的
に
確
定
す
る
こ
と
も
生
じ
う
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
と
異
な
る
結
果
が
導
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

わ
が
国
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
い
う
技
術
を
用
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
記
録
・
保
持
さ
れ
る
分
散
台
帳
に
つ
い
て
、
取
引
参

加
者
全
員
が
合
意
し
て
い
る
仕
組
み
が
取
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
合
意
が
一
種
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
な
っ
て
シ
ス
テ
ム
全
体
を
支
え
て

い
る
か
ら
、
そ
の
取
引
上
の
ル
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
合
意
に
対
す
る
参
加
者
全
員
の
同
意
と
い
う
理
論
構
成
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と

し
て
、
契
約
の
目
的
、
契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
考
慮
さ
れ
る
。
合
意
の
適
法
性
の
評
価
は
、
契
約
解
釈
と
し
て
、
同
意
の
中

に
内
在
的
に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
を
通
じ
て
合
意
内
容
を
修
正
的
に
確
定
す
る
こ
と
も
生
じ
る
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
と
異
な
る
結
果
が
導
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
従
っ
て
、
各
当
事
者
間
で
個
別
的
に
合
意
さ
れ
て

い
る
内
容
が
あ
っ
て
も
、
効
果
は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
く
、
取
引
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
包
括
的
な
同
意
か
ら
導
か
れ
る
効

果
が
規
範
的
に
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
契
約
の
目
的
に
合
致
す
る
限
り
、
契
約
当
事
者
が
誰
で
あ
る
か
を
最
初
か
ら
固
定
す

）
二
五
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
三

る
必
要
は
な
い
。
取
引
の
必
要
や
拡
大
に
よ
り
、
後
か
ら
取
引
参
加
者
を
含
め
て
多
数
当
事
者
間
契
約
は
拡
大
す
る
余
地
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
分
析
は
、
合
意
の
概
念
や
約
束
の
相
互
交
換
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
む
シ
ス
テ
ム
全
体
の
構
造
を
踏
ま
え
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
紛
争
解
決
は
、
従

来
の
合
意
を
前
提
と
し
た
個
別
具
体
的
な
損
害
賠
償
や
原
状
回
復
か
ら
、
契
約
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
前
提
と
し
た
「
デ
ジ
タ
ル
連
帯
」
へ

の
移
行
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
指
針
と
な
り
得
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

法
が
社
会
の
変
容
に
的
確
に
対
応
す
る
に
は
、
ま
ず
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
が
ど
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
を

正
し
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
が
現
在
の
法
的
枠
組
の
中
で
処
理
で
き
る
か
ど
う
か
、

ま
ず
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
法
が
変
革
を
迫
ら
れ
て
い
る
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
り
、
将
来
へ
の

対
応
が
可
能
と
な
る
と
い
え
よ
う
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
を
迎
え
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
策
は
、
ま
だ
議
論
が
始
ま
っ
た
ば

か
り
で
明
確
で
は
な
い
。
契
約
上
の
債
務
の
履
行
に
関
す
る
紛
争
や
契
約
そ
の
も
の
を
修
正
す
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
理

論
的
根
拠
を
示
す
こ
と
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
三

る
必
要
は
な
い
。
取
引
の
必
要
や
拡
大
に
よ
り
、
後
か
ら
取
引
参
加
者
を
含
め
て
多
数
当
事
者
間
契
約
は
拡
大
す
る
余
地
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
分
析
は
、
合
意
の
概
念
や
約
束
の
相
互
交
換
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
む
シ
ス
テ
ム
全
体
の
構
造
を
踏
ま
え
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
紛
争
解
決
は
、
従

来
の
合
意
を
前
提
と
し
た
個
別
具
体
的
な
損
害
賠
償
や
原
状
回
復
か
ら
、
契
約
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
前
提
と
し
た
「
デ
ジ
タ
ル
連
帯
」
へ

の
移
行
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
指
針
と
な
り
得
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

法
が
社
会
の
変
容
に
的
確
に
対
応
す
る
に
は
、
ま
ず
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
が
ど
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
を

正
し
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
が
現
在
の
法
的
枠
組
の
中
で
処
理
で
き
る
か
ど
う
か
、

ま
ず
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
法
が
変
革
を
迫
ら
れ
て
い
る
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
り
、
将
来
へ
の

対
応
が
可
能
と
な
る
と
い
え
よ
う
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
を
迎
え
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
策
は
、
ま
だ
議
論
が
始
ま
っ
た
ば

か
り
で
明
確
で
は
な
い
。
契
約
上
の
債
務
の
履
行
に
関
す
る
紛
争
や
契
約
そ
の
も
の
を
修
正
す
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
理

論
的
根
拠
を
示
す
こ
と
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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九
四

A
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 C
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u
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（2017

）. 

わ
が
国
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
の
関
連
で
、
技
術
的

側
面
か
ら
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
加
藤
長
門
ほ
か
『
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
開
発
』（
マ
イ
ナ
ビ
、

二
〇
一
九
年
）
二
頁
以
下
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ベ
イ
ス
株
式
会
社
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
し
く
み
と
開
発
が
こ
れ
１
冊
で
し
っ
か
り
わ
か
る
教
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書
』（
技
術
評
論
社
、
二
〇
一
九
年
）
一
七
三
頁
以
下
、
森
川
夢
佑
斗
『
こ
れ
か
ら
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ビ
ジ
ネ
ス
』（
Ｍ
ｄ
Ｎ
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ク
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、
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）
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ォ
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ト
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art

）
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の
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を
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Ｍ
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Ｎ
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＆
Ａ
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Ｔ
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ザ
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Ｔ
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〇
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Ａ
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Ｏ
Ｎ
Ｄ
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
編
集
部
編

『
Ｉ
ｏ
Ｔ
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約
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あ
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。
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ark V

erstraete, T
h

e 

S
takes of S

m
art C

on
tracs, 50 L

oy. U
. C

hi. L
. J. 743, 746-757, 778-780 

（2019

）; M
aren W

oebbeking, T
h

e Im
pact of S

m
art 

C
on

tracts on
 T

rad
ition

al C
on

cepts of C
on

tract law
, 10 J. Intell. P

rop. Infa. T
ech. &

 E
lec. C

on. L
. 105, 106 

（2019

）
な
ど
。
わ

が
国
で
は
、
増
島
雅
和
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
側
面
に
つ
い
て
」
翁
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
１
）二
〇
七
頁
以
下
［
増
島
①
］、
同
「
ブ

ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
検
討
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
九
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
八
頁
以
下
［
増
島
②
］、
倉
橋
雄

作
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
分
析
と
実
務
対
応
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
二
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
八
六
頁
、
木
下
信
行
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク

ト
に
つ
い
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
一
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
頁
、
木
村
真
生
子
「
Ａ
Ｉ
と
契
約
」
弥
永
真
生
・
宍
戸
常
寿
編
『
ロ
ボ
ッ
ト
・
Ａ
Ｉ
と

）
二
五
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
七

法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
一
三
一
頁
以
下
な
ど
。

（
17
） 

増
島
・
前
掲
注（
16
）［
増
島
①
］
二
〇
八
頁
以
下
、
小
出
篤
「
分
散
台
帳
技
術
と
法
制
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
一

頁
以
下
、
二
六
─
二
七
頁
、
森
剛
敏
＝
上
田
綾
乃
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
お
け
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
可
能
性
と
課
題
」
金
融
財
政

事
情
六
八
巻
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
〇
頁
以
下
、
橘
大
地
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
時
代
に
お
け
る
裁
判
以
外
の
紛
争
解
決
可
能
性
」
ビ
ジ
ネ

ス
法
務
一
八
巻
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
九
二
頁
な
ど
。
な
お
、
併
せ
て
、
宍
戸
常
寿
ほ
か
「
Ａ
Ｉ
と
社
会
と
法
：
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
起
き
る

か
？
─
契
約
と
取
引
の
未
来
：
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
」
論
及
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
五
二
頁
以
下
参

照
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
た
取
引
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
。
長
谷
川
貞
之
「
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
化
を
め
ぐ
る
契
約
上
の
諸
問
題
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
一
頁
以
下
、
と
く
に
一
九
三
─
一
九
七
頁
。

（
18
） T

H
E

 C
A

M
B

R
ID

G
E

 H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 S
M

A
R

T
 C

O
N

T
R

A
C

T
S

, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 A

N
D

 D
IG

IT
A

L
 

P
L

A
T

F
O

R
M

 

（edited by L
A

R
R

Y
 A

. D
IM

A
T

T
E

O
 et al., C

am
bridge U

niversity P
ress 2020

）（
一
九
編
の
論
文
所
収
）、
お
よ
び
、

E
uropean R

eview
 of P

rivate L
aw

 V
olum

e 26 N
o. 6 

（2018

）（
一
二
個
の
論
文
所
収
）、S

M
A

R
T

 C
O

N
T

R
A

C
T

S
 

（herausgegeben von 

M
A

R
T

IN
 F

R
IE

S
 und B

O
R

IS
 P

. P
A

A
L

, M
ohr S

iebeck 2019

）（
九
編
の
論
文
所
収
）
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
論
説

が
ま
と
ま
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
全
体
を
概
観
す
る
の
に
は
便
利
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
上
記
注
で
引
用
し
た
も
の
以
外
で
、
注
目
す
べ
き
最
近

の
論
文
な
ど
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。

G
iesela R

ühl, S
m

art (L
egal) C

on
tracts, O

r: W
h

ich
 (C

on
tract) law

 for S
m

art C
on

tracts?, available at https://ssrn.com
/

abstract=3552004 

（2020

）; R
iccardo de C

aria, D
efi

n
ition

 of S
m

art C
on

tracts: B
etw

een
 L

aw
 an

d
 C

od
e, in T

H
E

 C
A

IT
B

R
ID

G
E

 

H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 C
O

N
T

R
A

C
T

S
, B

L
O

C
K

C
H

A
IN

 T
E

C
H

N
O

L
O

G
Y

 A
N

D
 D

IG
IT

A
L

 P
L

A
T

F
O

R
M

, edited by L
arry A

. 

D
iM

atteo et al, C
am

bridge U
niversity P

ress 2020, 753; S
ati A

gnikhotram
 &

 A
ntonios K

ouroutaki, D
octrin

al C
h

allen
ges for 

th
e L

egality of S
m

art C
on

tarcts: L
ex C

ryptograph
ia or a N

ew
, ‘S

m
art’ W

ay to C
on

tract?, 19 J. H
igh T

ech. L
. 300 

（2019

）; 

M
onika di A

ngelo et al., S
m

art C
on

tracts in
 V

iew
 of th

e C
ivil C

od
e, S

A
C

. ‘19, A
pril 8-12, 2019, L

im
assol, C

yprus; R
iccardo 

de C
aria, T

h
e L

egal M
ean

in
g of S

m
art C

on
tracts, 6 E

uropean R
eview

 of P
rivate L

aw
 731 

（2019

）; M
arco D

ell ’E
rba, D

o 

）
二
五
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
七

法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
一
三
一
頁
以
下
な
ど
。

（
17
） 

増
島
・
前
掲
注（
16
）［
増
島
①
］
二
〇
八
頁
以
下
、
小
出
篤
「
分
散
台
帳
技
術
と
法
制
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
一

頁
以
下
、
二
六
─
二
七
頁
、
森
剛
敏
＝
上
田
綾
乃
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
お
け
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
可
能
性
と
課
題
」
金
融
財
政

事
情
六
八
巻
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
〇
頁
以
下
、
橘
大
地
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
時
代
に
お
け
る
裁
判
以
外
の
紛
争
解
決
可
能
性
」
ビ
ジ
ネ

ス
法
務
一
八
巻
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
九
二
頁
な
ど
。
な
お
、
併
せ
て
、
宍
戸
常
寿
ほ
か
「
Ａ
Ｉ
と
社
会
と
法
：
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
起
き
る

か
？
─
契
約
と
取
引
の
未
来
：
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
」
論
及
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
五
二
頁
以
下
参

照
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
た
取
引
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
。
長
谷
川
貞
之
「
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
化
を
め
ぐ
る
契
約
上
の
諸
問
題
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
一
頁
以
下
、
と
く
に
一
九
三
─
一
九
七
頁
。

（
18
） T

H
E

 C
A

M
B

R
ID

G
E

 H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 S
M

A
R

T
 C

O
N

T
R

A
C

T
S

, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 A

N
D

 D
IG

IT
A

L
 

P
L

A
T

F
O

R
M

 

（edited by L
A

R
R

Y
 A

. D
IM

A
T

T
E

O
 et al., C

am
bridge U

niversity P
ress 2020

）（
一
九
編
の
論
文
所
収
）、
お
よ
び
、

E
uropean R

eview
 of P

rivate L
aw

 V
olum

e 26 N
o. 6 

（2018

）（
一
二
個
の
論
文
所
収
）、S

M
A

R
T

 C
O

N
T

R
A

C
T

S
 

（herausgegeben von 

M
A

R
T

IN
 F

R
IE

S
 und B

O
R

IS
 P

. P
A

A
L

, M
ohr S

iebeck 2019

）（
九
編
の
論
文
所
収
）
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
論
説

が
ま
と
ま
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
全
体
を
概
観
す
る
の
に
は
便
利
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
上
記
注
で
引
用
し
た
も
の
以
外
で
、
注
目
す
べ
き
最
近

の
論
文
な
ど
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。

G
iesela R

ühl, S
m

art (L
egal) C

on
tracts, O

r: W
h

ich
 (C

on
tract) law

 for S
m

art C
on

tracts?, available at https://ssrn.com
/

abstract=3552004 

（2020

）; R
iccardo de C

aria, D
efi

n
ition

 of S
m

art C
on

tracts: B
etw

een
 L

aw
 an

d
 C

od
e, in T

H
E

 C
A

IT
B

R
ID

G
E

 

H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 C
O

N
T

R
A

C
T

S
, B

L
O

C
K

C
H

A
IN

 T
E

C
H

N
O

L
O

G
Y

 A
N

D
 D

IG
IT

A
L

 P
L

A
T

F
O

R
M

, edited by L
arry A

. 

D
iM

atteo et al, C
am

bridge U
niversity P

ress 2020, 753; S
ati A

gnikhotram
 &

 A
ntonios K

ouroutaki, D
octrin

al C
h

allen
ges for 

th
e L

egality of S
m

art C
on

tarcts: L
ex C

ryptograph
ia or a N

ew
, ‘S

m
art’ W

ay to C
on

tract?, 19 J. H
igh T

ech. L
. 300 

（2019

）; 

M
onika di A

ngelo et al., S
m

art C
on

tracts in
 V

iew
 of th

e C
ivil C

od
e, S

A
C

. ‘19, A
pril 8-12, 2019, L

im
assol, C

yprus; R
iccardo 

de C
aria, T

h
e L

egal M
ean

in
g of S

m
art C

on
tracts, 6 E

uropean R
eview

 of P
rivate L

aw
 731 

（2019

）; M
arco D

ell ’E
rba, D

o 

）
二
五
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

九
八

S
m

art C
on

tracts R
equ

ire A
 N

ew
 L

egal F
ram

ew
ork? R

egu
latory F

ragm
en

tation
, S

elf-R
egu

lation
, P

u
blic R

egu
lation, 

available at https//ssrn.con/abstract=3228445

（2019

）; A
m

es G
rim

m
elm

ann, A
ll S

m
art C

on
tracts A

re A
m

bigu
ou

s, 2 J. L
. Inn. 

1 
（2019

）; T
hibault S

chrepel, C
ollu

sion
 by B

lockch
ain

 an
d

 S
m

art C
on

tracts, available at https://ssrn.com
/abstract=3510525 

（2019
）; M

organ N
. T

em
te, B

lockch
ain

 C
h

allen
ges T

rad
ition

al C
on

tract law
: Ju

st H
ow

 S
m

art A
re S

m
art C

on
tracts?, 19 

W
yo. L

. R
ev. 87 

（2019

）; karen Y
eung, R

egu
lation

 by B
loch

ch
ain

: th
e E

m
ergin

g B
attle for S

u
prem

acy B
etw

een
 th

e C
od

e of 

L
aw

 an
d

 C
od

e as L
aw

, 82 M
. L

. R
. 207 

（2019

）; J. D
ax H

ansen et al., M
ore L

egal A
spects of S

m
art C

on
tract A

pplication
s, 

P
erkins C

oie.C
om

/B
lockchain 6-7 

（2018

）; P
ierling C

uccuru, B
eyon

d
 B

itcoin
: A

n
 E

arly O
verview

 on
 S

m
art C

on
tracts, 25 

Int ’l J. L
. &

 Inf. T
ech. 179 

（2017

）; Joshua F
airfield, S

m
art C

on
tracts, B

itcoin
 B

ots, an
d

 C
on

su
m

er P
rotection, 71 W

ash. &
 

L
ee L

. R
ev. O

nline 35 
（2017

）; K
ristian L

auslahti et al., S
m

a
rt C

on
tra

cts-H
ow

 w
ill B

lockch
a

in
 T

ech
n

ology A
ffect 

C
on

tractu
al P

ractices?, E
T

L
A

 R
eports N

o. 68 

（2017

）; E
liza M

ik, S
m

art C
on

tracts: T
erm

in
ology, T

ech
n

ical L
im

itation
s 

an
d

 R
eal W

orld
 C

om
plexity, 9 l. Inn.T

ech. 1 

（2017

）; M
ax R

askin, T
h

e law
 an

d
 legality of S

m
art C

on
tracts, 1 G

eo. L
. T

ech. 

R
ev. 305 

（2017

）; Jerem
y M

. S
klaroff, S

m
art C

on
tracts an

d
 th

e C
ost of In

fl
exibility, 166 U

. P
a. L

. R
ev. 263 

（2017

）; K
evin 

W
erbach &

 N
icolad C

ornell, C
on

tracts E
x M

ach
in

a, 67 D
uke L

. J. 101 

（2017

）; C
arla L

. R
eyes, M

ovin
g B

eyon
d

 B
itcoin

 to 

an
 E

n
d

ogen
ou

s T
h

eory of D
ecen

tralized
 L

ed
ger T

ech
n

ology R
egu

lation
: A

n
 In

itial P
roposal, 61 V

ill. L
. R

ev. 191 

（2016

）; 

A
lexander S

avelyev, C
on

tract L
aw

 2.0 《S
M

A
R

T
》 C

on
tracts as th

e B
egin

n
in

g of th
e E

n
d

 of C
lassic C

on
tract L

aw
, N

ational 

R
esearch U

niversity H
igher S

chool of E
conom

ics W
P

 B
R

P
71/L

A
W

/2016., available at https://ssrn.com
/abstract=2885241.

こ
の
ほ
か
、
研
究
報
告
書
と
し
て
、S

ibilla G
renon, C

odifying C
ode? E

valuating U
S

 S
m

art C
ontract legislation, International 

B
ar A

ssociation: T
he G

lobal V
oice of the L

egal P
rofession 

（2019
）; S

m
art C

ontracts A
lliance, S

m
art C

ontracts: 12 U
se C

ases 

for B
usiness &

 B
eyond: A

 T
echnology, L

egal &
 R

egulatory Introduction
─F

orew
ord by N

ick S
zabo, C

ham
ber of D

igital C
om

m
erce 

（2016

）（hereinafter S
m

art C
ontracts A

lliance
①

）; ID
., S

m
art C

ontracts: Is the L
aw

 R
eady?, C

ham
ber of D

igital C
om

m
erce 

（2018

）（hereinafter S
m

art C
ontracts A

lliance
②

）
な
ど
。

）
二
五
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
九

（
19
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 17 ff. 

併
せ
て
、V

al R
icks, A

ssen
t is n

ot an
 E

lem
en

t of C
on

tract F
orm

ation, 61 U
. K

an. L
. 

R
ev. 591 

（2012

）; L
auren H

enry S
cholz, su

pra note 1, at 128 

も
参
照
。
わ
が
国
で
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
増
島
・
前
掲
注（
16
）

［
増
島
①
］
二
一
三
頁
、
小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
。

（
20
） 

増
島
・
前
掲
注（
16
）［
増
島
①
］
二
〇
八
頁
。

（
21
） 

自
動
的
に
契
約
を
執
行
す
る
と
い
う
定
義
が
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
契
約
と
は
何
か
、
契
約

は
あ
っ
た
の
か
否
か
、
そ
こ
で
い
う
損
害
と
は
何
か
、
ど
の
よ
う
な
損
害
が
賠
償
の
対
象
と
な
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
解
決
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

る
べ
き
な
の
か
、
裁
判
所
な
ど
に
よ
る
法
の
介
入
は
承
認
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
最
近
の
論
稿
と
し
て
、〈
特
集
〉

「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
商
取
引
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
以
下
の
各
論
考
を
参
照
。
と
り
わ
け
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と

の
関
連
で
は
、
赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
九
頁
、
小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
、
森
下
哲
郎
「
分
散
台
帳
技
術
と
金
融
取
引
」
同
二
八
頁
以
下
、

三
二
─
三
三
頁
な
ど
が
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

（
22
） 

こ
れ
ま
で
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
主
要
文
献
の
多
く
は
、
欧
文
の
文
献
が
中
心
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
主
に
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
根
底
に
あ
る
困
難
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
説
明
し
、
既
存
の
法
理
と
の
類

似
性
を
提
供
す
る
も
の
、
第
二
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
限
界
と
有
用
性
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
、
そ
し
て
、
第
三
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト

ラ
ク
ト
か
ら
生
じ
る
規
制
上
の
課
題
や
問
題
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
、G

hodoosi, su
pra note 8, at 40-42. 

こ
れ
ら
の
文
献
に
共

通
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
既
存
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
重
点
を
置
き
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
構
造
と
分
散
機
能
、
お
よ
び
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。

（
23
） V

O
S

H
M

G
IR

, su
pra note 1, at 87-102; W

E
R

B
A

C
H

, su
pra note 5, at 17-32.

（
24
） S

avelyev, su
pra note 18, at 8; 

こ
の
自
動
聖
水
機
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
活
動
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
工
学
者
で
数
学
者
の
ク
テ
シ
ビ
オ

ス
（C

tesibius

：
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
音
に
近
い
表
記
と
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ヘ
ロ
ン
（H

eron of A
lexandria

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

る
）
が
考
案
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。K

E
R

R
T

 S
E

G
R

A
V

E
, V

E
N

D
IN

G
 M

A
C

H
IN

E
S

: A
N

 A
M

E
R

IC
A

N
 S

O
C

IA
L

 H
IS

T
O

R
Y

, 

M
cF

arland, 2002, p.3.

）
二
五
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
九

（
19
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 17 ff. 

併
せ
て
、V

al R
icks, A

ssen
t is n

ot an
 E

lem
en

t of C
on

tract F
orm

ation, 61 U
. K

an. L
. 

R
ev. 591 

（2012

）; L
auren H

enry S
cholz, su

pra note 1, at 128 

も
参
照
。
わ
が
国
で
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
増
島
・
前
掲
注（
16
）

［
増
島
①
］
二
一
三
頁
、
小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
。

（
20
） 
増
島
・
前
掲
注（
16
）［
増
島
①
］
二
〇
八
頁
。

（
21
） 

自
動
的
に
契
約
を
執
行
す
る
と
い
う
定
義
が
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
契
約
と
は
何
か
、
契
約

は
あ
っ
た
の
か
否
か
、
そ
こ
で
い
う
損
害
と
は
何
か
、
ど
の
よ
う
な
損
害
が
賠
償
の
対
象
と
な
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
解
決
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

る
べ
き
な
の
か
、
裁
判
所
な
ど
に
よ
る
法
の
介
入
は
承
認
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
最
近
の
論
稿
と
し
て
、〈
特
集
〉

「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
商
取
引
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
以
下
の
各
論
考
を
参
照
。
と
り
わ
け
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と

の
関
連
で
は
、
赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
九
頁
、
小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
、
森
下
哲
郎
「
分
散
台
帳
技
術
と
金
融
取
引
」
同
二
八
頁
以
下
、

三
二
─
三
三
頁
な
ど
が
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

（
22
） 

こ
れ
ま
で
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
主
要
文
献
の
多
く
は
、
欧
文
の
文
献
が
中
心
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
主
に
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
根
底
に
あ
る
困
難
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
説
明
し
、
既
存
の
法
理
と
の
類

似
性
を
提
供
す
る
も
の
、
第
二
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
限
界
と
有
用
性
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
、
そ
し
て
、
第
三
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト

ラ
ク
ト
か
ら
生
じ
る
規
制
上
の
課
題
や
問
題
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
、G

hodoosi, su
pra note 8, at 40-42. 

こ
れ
ら
の
文
献
に
共

通
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
既
存
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
重
点
を
置
き
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
構
造
と
分
散
機
能
、
お
よ
び
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。

（
23
） V

O
S

H
M

G
IR

, su
pra note 1, at 87-102; W

E
R

B
A

C
H

, su
pra note 5, at 17-32.

（
24
） S

avelyev, su
pra note 18, at 8; 

こ
の
自
動
聖
水
機
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
活
動
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
工
学
者
で
数
学
者
の
ク
テ
シ
ビ
オ

ス
（C

tesibius

：
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
音
に
近
い
表
記
と
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ヘ
ロ
ン
（H

eron of A
lexandria

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

る
）
が
考
案
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。K

E
R

R
T

 S
E

G
R

A
V

E
, V

E
N

D
IN

G
 M

A
C

H
IN

E
S

: A
N

 A
M

E
R

IC
A

N
 S

O
C

IA
L

 H
IS

T
O

R
Y

, 

M
cF

arland, 2002, p.3.

）
二
五
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
〇
〇

（
25
） A

gnikhotraum
 &

 K
ouroutaki, su

pra note 18, at 312.
（
26
） N

ick S
zabo, S

m
art C

on
tracts: B

u
ild

in
g B

locks for D
igital M

arkets, E
xtropy 

（1996

）, available at http://w
w

w
.fon.hum

.

uva.nl/rob/C
ourses/Inform

ationInS
peech/C

D
R

O
M

/L
iterature/L

O
T

w
interschool2006/szabo.best.vw

h.net/sm
art_contracts_2.

htm
l. 

詳
し
く
は
、R

ory U
nsw

orth, S
m

art C
on

tract T
h

is ! A
n

 A
ssessm

en
t of th

e C
on

tractu
al L

an
d

scape an
d

 th
e H

ercu
lean

 

C
h

a
llen

ges it C
u

rren
tly P

resen
ts for “S

elf-excu
tin

g” C
on

tra
cts, in L

E
G

A
L

 T
E

C
H

, S
M

A
R

T
 C

O
N

T
R

A
C

T
S

 A
N

D
 

B
L

O
C

K
C

H
A

IN
, edited by M

A
R

C
E

L
O

 C
O

R
R

A
L

E
S

 et al., S
pringer 2019, 17 ff. 

ス
ザ
ボ
の
経
歴
と
人
物
像
に
つ
き
、W

E
R

B
A

C
H

, 

su
pra note 5, at 203-204. 

ス
ザ
ボ
に
つ
い
て
は
、
彼
が
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
創
始
者
で
あ
る
サ
ト
シ
・
ナ
カ
モ
ト
（S

atoshi N
akam

oto

）
で
は

な
い
か
と
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
自
身
は
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、N

athan R
eiff, W

h
o Is N

ick S
zabo, an

d
 Is H

e 

S
atosh

i N
akam

oto, IN
V

E
S

T
O

P
E

D
IA

, A
pr. 12, 2018, available at https://w

w
w

.investopedia.com
/new

s/w
ho-nick-szabo-and-

he-satoshi-nakam
oto/.

（
27
） 

前
掲
注（
18
）お
よ
び
後
掲
注（
65
）参
照
。

（
28
） 

典
型
的
な
契
約
は
一
人
以
上
の
当
事
者
に
よ
る
将
来
の
義
務
の
履
行
が
含
ま
れ
る
た
め
、
将
来
義
務
の
欠
如
は
伝
統
的
な
契
約
の
概
念
と
一
貫

性
が
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、K

olber, su
pra note 9, at 221-222.

（
29
） 

人
工
知
能
と
契
約
に
関
し
て
は
、
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
い
。
全
体
的
な
考
察
と
し
て
、
弥
永
真
生
＝
宍
戸
常
寿
編
『
ロ

ボ
ッ
ト
・
Ａ
Ｉ
と
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
が
収
録
す
る
一
二
編
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
は
、
木
村
・
前

掲
注（
16
）一
三
一
頁
以
下
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
福
岡
編
・
前
掲
注（
５
）五
六
頁
以
下
は
、「
Ａ
Ｉ
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
」
を
取
り
上
げ
て
論
ず

る
。
欧
語
文
献
と
し
て
、R

oger B
row

nsw
ord, S

m
art C

on
tracts: C

od
in

g th
e T

ran
saction

, D
ecod

in
g th

e L
egal D

ebates, in 

R
E

G
U

L
A

T
IN

G
 B

L
O

C
K

C
H

A
IN

, T
E

C
H

N
O

-S
O

C
IA

L
 A

N
D

 L
E

G
A

L
 C

H
A

L
L

E
N

G
E

S
, edited by P

H
IL

IP
P

 H
A

C
K

E
R

 et al., 

O
xford U

niversity P
ress, 2019, 311 ff.; S

A
M

IR
 C

H
O

P
R

A
 A

N
D

 L
A

U
R

E
N

C
E

 F
. W

H
IT

E
, A

 L
E

G
A

L
 T

H
E

O
R

Y
 F

O
R

 

A
U

T
O

N
O

M
O

U
S

 A
R

T
IF

IC
IA

L
 A

G
E

N
T

S
, T

he U
niversity of M

ichigan P
ress, 2011, pp. 29 ff., 55-61.; E

m
ad A

bdel R
ahim

 

D
ahiyat, A

rtifi
cial In

telligen
ce an

d
 L

aw
: D

o W
e N

eed
 a T

h
ou

gh
tfu

l R
econ

sid
eration, 18 C

olo. T
ech. L

. J. 351 ff.（2020

）. 

人
工

）
二
五
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
一

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
操
作
者
な
ど
の
ユ
ー
ザ
ー
を
補
助
し
、
繰
り
返
し
行
う
べ
き
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
の
タ
ク
ス
を
ユ
ー
ザ
ー
に
代
わ
っ
て
行
う
な
ど

の
能
力
を
有
す
る
が
、
独
立
し
て
行
動
し
、
状
況
の
変
化
を
学
習
し
て
適
応
す
る
能
力
を
有
す
る
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
呼

ば
れ
る
。

（
30
） 

詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
四
一
頁
以
下
。

（
31
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
頁
。
ア
シ
ュ
ト
ン
氏
は
一
九
六
八
年
英
国
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
生
ま
れ
で
、
Ｐ
＆
Ｇ
社
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
・
ブ
ラ
ン

ド
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
時
代
に
、
Ｍ
Ｉ
Ｔ
の
サ
ン
ジ
ャ
イ
・
サ
ル
マ
（S

anjay S
arm

a

）
教
授
や
サ
ニ
ー
・
シ
ウ
（S

unny S
iu

）
教
授
ら
と
共
同
で

Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
（R

adio frequency Identifier: 

Ｉ
Ｄ
情
報
を
埋
め
込
ん
だ
Ｒ
Ｆ
タ
グ
か
ら
電
磁
界
や
電
波
な
ど
を
用
い
た
近
距
離
の
無
線
通
信
に

よ
っ
て
情
報
を
や
り
と
り
す
る
も
の
）
や
セ
ン
サ
ー
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
推
進
す
る
研
究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
「A

uto-ID

セ
ン
タ
ー
」

を
始
動
さ
せ
た
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
〇
〇
九
年
一
月
二
二
日
付
け
の
「T

hat ‘Internet of T
hings ’ T

hing

」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
記
事
の
中
で
、
冒
頭
、
一
九
九
九
年
の
Ｐ
＆
Ｇ
で
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
と
記
載
さ
れ

て
い
る
。

（
32
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）一
四
〇
頁
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）三
六
─
三
七
頁
。

（
33
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
六
頁
以
下
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）一
二
頁
以
下
な
ど
。

（
34
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
二
頁
。

（
35
） 

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
は
、
第
三
者
を
信
頼
す
る
こ
と
な
く
価
値
を
移
動
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
、
そ
の
始
ま

り
は
サ
ト
シ
・
ナ
カ
モ
ト
と
名
乗
る
人
物
が
二
〇
〇
八
年
に
発
表
し
た
論
文
に
由
来
す
る
。
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
一
日
、
サ
ト
シ
・
ナ
カ
モ
ト
な

る
人
物
が
暗
号
技
術
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
に
投
稿
し
た
論
文 “B

itcoin: A
 P

eer-to-P
eer E

lectronic C
ash S

ystem
” 

に
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン

の
基
本
的
な
ア
イ
デ
ア
が
記
さ
れ
て
い
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
決
済
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
プ
ロ
ト
コ
ル
に
基
づ
く
仮
想
通
貨
が
、
そ

れ
で
あ
る
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
構
成
要
素
は
、
公
開
鍵
暗
号
方
式
に
よ
る
秘
密
鍵
を
保
管
し
て
い
る
ウ
ォ
レ
ッ
ト
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
つ
な
が
っ

て
い
る
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
取
引
情
報
で
あ
る
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
、
元
帳
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
そ
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
を
作
る
マ
イ
ナ
ー
で
あ
る
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
開
発
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
決
済
が
可
能
と
な
り
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・

）
二
五
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
一

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
操
作
者
な
ど
の
ユ
ー
ザ
ー
を
補
助
し
、
繰
り
返
し
行
う
べ
き
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
の
タ
ク
ス
を
ユ
ー
ザ
ー
に
代
わ
っ
て
行
う
な
ど

の
能
力
を
有
す
る
が
、
独
立
し
て
行
動
し
、
状
況
の
変
化
を
学
習
し
て
適
応
す
る
能
力
を
有
す
る
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
呼

ば
れ
る
。

（
30
） 
詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
四
一
頁
以
下
。

（
31
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
頁
。
ア
シ
ュ
ト
ン
氏
は
一
九
六
八
年
英
国
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
生
ま
れ
で
、
Ｐ
＆
Ｇ
社
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
・
ブ
ラ
ン

ド
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
時
代
に
、
Ｍ
Ｉ
Ｔ
の
サ
ン
ジ
ャ
イ
・
サ
ル
マ
（S

anjay S
arm

a

）
教
授
や
サ
ニ
ー
・
シ
ウ
（S

unny S
iu

）
教
授
ら
と
共
同
で

Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
（R

adio frequency Identifier: 

Ｉ
Ｄ
情
報
を
埋
め
込
ん
だ
Ｒ
Ｆ
タ
グ
か
ら
電
磁
界
や
電
波
な
ど
を
用
い
た
近
距
離
の
無
線
通
信
に

よ
っ
て
情
報
を
や
り
と
り
す
る
も
の
）
や
セ
ン
サ
ー
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
推
進
す
る
研
究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
「A

uto-ID

セ
ン
タ
ー
」

を
始
動
さ
せ
た
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
〇
〇
九
年
一
月
二
二
日
付
け
の
「T

hat ‘Internet of T
hings ’ T

hing

」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
記
事
の
中
で
、
冒
頭
、
一
九
九
九
年
の
Ｐ
＆
Ｇ
で
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
と
記
載
さ
れ

て
い
る
。

（
32
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）一
四
〇
頁
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）三
六
─
三
七
頁
。

（
33
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
六
頁
以
下
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）一
二
頁
以
下
な
ど
。

（
34
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
二
頁
。

（
35
） 

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
は
、
第
三
者
を
信
頼
す
る
こ
と
な
く
価
値
を
移
動
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
、
そ
の
始
ま

り
は
サ
ト
シ
・
ナ
カ
モ
ト
と
名
乗
る
人
物
が
二
〇
〇
八
年
に
発
表
し
た
論
文
に
由
来
す
る
。
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
一
日
、
サ
ト
シ
・
ナ
カ
モ
ト
な

る
人
物
が
暗
号
技
術
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
に
投
稿
し
た
論
文 “B

itcoin: A
 P

eer-to-P
eer E

lectronic C
ash S

ystem
” 

に
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン

の
基
本
的
な
ア
イ
デ
ア
が
記
さ
れ
て
い
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
決
済
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
プ
ロ
ト
コ
ル
に
基
づ
く
仮
想
通
貨
が
、
そ

れ
で
あ
る
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
構
成
要
素
は
、
公
開
鍵
暗
号
方
式
に
よ
る
秘
密
鍵
を
保
管
し
て
い
る
ウ
ォ
レ
ッ
ト
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
つ
な
が
っ

て
い
る
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
取
引
情
報
で
あ
る
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
、
元
帳
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
そ
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
を
作
る
マ
イ
ナ
ー
で
あ
る
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
開
発
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
決
済
が
可
能
と
な
り
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・

）
二
五
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
〇
二

プ
ロ
ト
コ
ル
に
基
づ
く
仮
想
通
貨
を
広
め
る
契
機
と
な
っ
た
。
仮
想
通
貨
は
、
一
般
的
に
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
電
子
的
な
決
済
の
手
段
と
し
て
広

く
流
通
し
て
い
る
が
、
法
定
通
貨
と
の
比
較
に
お
い
て
強
制
通
用
力
を
も
た
な
い
（
ま
た
は
特
定
の
国
家
に
よ
る
裏
付
け
の
な
い
）
も
の
で
あ
る
。

詳
し
く
は
、
畠
山
久
志
編
著
『
仮
想
通
貨
法
の
仕
組
み
と
実
務
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
六
一
頁
な
ど
。
な
お
、
わ
が
国
で
は
、
仮
想

通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
登
録
制
を
導
入
す
る
な
ど
の
必
要
性
か
ら
、
資
金
決
済
法
の
改
正
（
令
和
二
年
五
月
一
日
施
行
）
に
よ
り
今
ま
で
仮
想
通

貨
と
呼
ば
れ
て
い
た
名
称
が
暗
号
資
産
へ
と
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
堀
天
子
『
実
務
解
説
資
金
決
済
法
［
第
４
版
］』（
商
事
法
務
、

二
〇
一
九
年
）
一
頁
以
下
。
な
お
、
暗
号
通
貨
の
私
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
き
、
松
嶋
隆
弘
＝
渡
邊
涼
介
編
著
『
暗
号
資
産
の
法
律
・
税
務
・
会

計
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
九
年
）
一
五
四
頁
以
下
［
松
嶋
隆
弘
］。

（
36
） 

前
掲
注（
１
）お
よ
び（
２
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
が
開
発
さ
れ
た
当
初
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
ベ
ー
ス
に

し
て
、
計
算
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
サ
イ
ズ
な
ど
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
変
更
し
た
だ
け
の
も
の
が
多
く
作
ら
れ
た
。L

itecoin

やM
onacoin

な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
後
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
取
引
履
歴
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
領
域
に
特
定
の
デ
ー
タ
を
書
き
込
み
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
チ
ェ
ー

ン
上
に
デ
ー
タ
を
乗
せ
る
形
で
運
用
さ
れ
る
コ
イ
ン
が
作
ら
れ
た
。
そ
れ
が
、O

m
ni

やO
pen A

ssets, C
ounterparty

で
あ
る
。
今
で
は
、
ブ

ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
仮
想
通
貨
の
た
め
だ
け
に
用
い
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
機
能
を
も
た
せ
て
他
の
分
野
に
も
応
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
起

こ
っ
て
い
る
。
仮
想
通
貨
の
定
義
と
沿
革
に
つ
き
、
Ｐ
ｗ
Ｃ
あ
ら
た
有
限
責
任
監
査
法
人
編
『
仮
想
通
貨
の
会
計
・
税
務
・
監
査
』（
中
央
経
済
社
、

二
〇
一
八
年
）
二
頁
以
下
。

（
37
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
三
七
頁
、
株
式
会
社
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ハ

ブ
『
新
事
業
企
画
・
企
業
の
た
め
の
実
践
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
・
ビ
ジ
ネ
ス
』（
日
本
能
率
協
会
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
八
年
）
二
〇

頁
以
下
な
ど
。

（
38
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
八
五
頁
。

（
39
） 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
出
現
後
は
、
各
種
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
搭
載
さ
れ
て
、
分
散
型
取
引
デ
ー
タ
の
記

録
台
帳
の
役
割
も
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。D

ickson C
. C

hin, S
m

art C
od

e an
d

 S
m

art C
on

tracts, in B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 F

O
R

 

B
U

S
IN

E
S

S
 L

A
W

Y
E

R
S

, by edited by JA
M

E
S

 A
. C

O
X

 A
N

D
 M

A
R

K
 W

. R
A

W
S

M
U

S
S

E
N

, S
cience &

 T
echnology L

aw
 2018. 

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
三

pp. 87 ff., 90-112.

（
40
） 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
合
意
形
成
に
用
い
ら
れ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
し
て
は
、「
作
業
の
証
明
」（P

roof of W
ork: 

Ｐ
ｏ
Ｗ
）
が
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
新
た
な
ブ
ロ
ッ
ク
を
追
加
す
る
と
き
は
、
直
前
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
ハ
ッ
シ
ュ
値
と
追
加
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク

に
含
ま
れ
る
デ
ー
タ
が
ハ
ッ
シ
ュ
関
数
に
よ
っ
て
暗
号
化
さ
れ
、
両
者
の
整
合
性
を
確
認
し
て
承
認
す
る
作
業
（
こ
れ
を
採
掘
と
い
う
）
が
行
わ
れ

る
。
こ
の
承
認
作
業
に
お
い
て
、
不
正
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
仕
組
み
が
Ｐ
ｏ
Ｗ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
相
互
牽
制
力
が
働
く
こ
と

に
な
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
書
き
込
ま
れ
る
デ
ー
タ
そ
の
も
の
へ
の
不
正
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
Ｐ
ｏ
Ｗ
は
、
膨
大
な
Ｃ
Ｐ
Ｕ

パ
ワ
ー
を
必
要
と
す
る
た
め
、
非
常
に
電
気
代
が
か
か
る
こ
と
、
悪
意
を
も
っ
た
マ
イ
ナ
ー
（
取
引
内
容
を
ブ
ロ
ッ
ク
に
書
き
込
む
作
業
を
行
う

人
）
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
半
数
以
上
を
支
配
す
る
と
不
正
操
作
が
可
能
に
な
る
点
が
、
デ
メ
リ
ッ
ト
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
41
） 

い
わ
ゆ
る
「
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
」（B

yzantine F
ault T

olerance: B
F

T

）
の
問
題
で
あ
る
。
数
学
者
の
レ
ス
リ
ー
・
ラ
ン
ポ
ー
ト

（L
eslie L

am
port

）
ら
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。L

. L
am

port et al., T
h

e B
yzan

tin
e G

en
erals problem

s. https://doi.

org/10.1145/357172.357176.

Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
あ
っ
て
は
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
（B

F
T

）
の
問
題
が
発
生
し
て

も
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
が
正
し
い
値
に
合
意
で
き
る
と
い
う
性
質
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
（B

F
T

）
と
は
、

分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
参
加
者
の
故
障
し
た
ノ
ー
ド
か
ら
誤
っ
た
情
報
が
送
信
さ
れ
た
り
、
悪
意
あ
る
ノ
ー
ド
か
ら
意
図
的
に
偽
り

の
情
報
が
送
信
さ
れ
た
場
合
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
で
正
し
い
値
を
合
意
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
東
ロ
ー
マ
帝
国
（
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝

国
）
の
将
軍
ら
が
戦
場
で
抱
え
た
問
題
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
将
軍
問
題
（B

yzantine G
enerals P

roblem

）
と
も
い
わ
れ
る
。

W
erbach, su

pra note 15, at 42 ff.

（
42
） 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
中
核
と
な
る
管
理
者
の
い
な
い
自
律
分
散
型
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
自
律
分

散
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（D

ecentralized A
pplications

）
は
、
そ
の
英
語
表
記
の
頭
文
字
を
取
っ
て”D

apps ”

と
呼
ば
れ
る
。

D
apps

は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
、
ア
プ
リ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
中
央
管
理
者
は
存
在
せ
ず
、
分
散
管

理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
自
由
に
価
値
の
交
換
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
ト
ー
ク
ン
の
発
行
と
ア
プ
リ
内
に
そ
の
ト
ー
ク
ン
の
受
け
渡
し
を
行
う
仕
組
み

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
三

pp. 87 ff., 90-112.
（
40
） 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
合
意
形
成
に
用
い
ら
れ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
し
て
は
、「
作
業
の
証
明
」（P

roof of W
ork: 

Ｐ
ｏ
Ｗ
）
が
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
新
た
な
ブ
ロ
ッ
ク
を
追
加
す
る
と
き
は
、
直
前
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
ハ
ッ
シ
ュ
値
と
追
加
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク

に
含
ま
れ
る
デ
ー
タ
が
ハ
ッ
シ
ュ
関
数
に
よ
っ
て
暗
号
化
さ
れ
、
両
者
の
整
合
性
を
確
認
し
て
承
認
す
る
作
業
（
こ
れ
を
採
掘
と
い
う
）
が
行
わ
れ

る
。
こ
の
承
認
作
業
に
お
い
て
、
不
正
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
仕
組
み
が
Ｐ
ｏ
Ｗ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
相
互
牽
制
力
が
働
く
こ
と

に
な
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
書
き
込
ま
れ
る
デ
ー
タ
そ
の
も
の
へ
の
不
正
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
Ｐ
ｏ
Ｗ
は
、
膨
大
な
Ｃ
Ｐ
Ｕ

パ
ワ
ー
を
必
要
と
す
る
た
め
、
非
常
に
電
気
代
が
か
か
る
こ
と
、
悪
意
を
も
っ
た
マ
イ
ナ
ー
（
取
引
内
容
を
ブ
ロ
ッ
ク
に
書
き
込
む
作
業
を
行
う

人
）
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
半
数
以
上
を
支
配
す
る
と
不
正
操
作
が
可
能
に
な
る
点
が
、
デ
メ
リ
ッ
ト
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
41
） 

い
わ
ゆ
る
「
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
」（B
yzantine F

ault T
olerance: B

F
T

）
の
問
題
で
あ
る
。
数
学
者
の
レ
ス
リ
ー
・
ラ
ン
ポ
ー
ト

（L
eslie L

am
port

）
ら
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。L

. L
am

port et al., T
h

e B
yzan

tin
e G

en
erals problem

s. https://doi.

org/10.1145/357172.357176.

Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
あ
っ
て
は
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
（B

F
T

）
の
問
題
が
発
生
し
て

も
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
が
正
し
い
値
に
合
意
で
き
る
と
い
う
性
質
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
（B

F
T

）
と
は
、

分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
参
加
者
の
故
障
し
た
ノ
ー
ド
か
ら
誤
っ
た
情
報
が
送
信
さ
れ
た
り
、
悪
意
あ
る
ノ
ー
ド
か
ら
意
図
的
に
偽
り

の
情
報
が
送
信
さ
れ
た
場
合
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
で
正
し
い
値
を
合
意
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
東
ロ
ー
マ
帝
国
（
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝

国
）
の
将
軍
ら
が
戦
場
で
抱
え
た
問
題
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
将
軍
問
題
（B

yzantine G
enerals P

roblem

）
と
も
い
わ
れ
る
。

W
erbach, su

pra note 15, at 42 ff.

（
42
） 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
中
核
と
な
る
管
理
者
の
い
な
い
自
律
分
散
型
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
自
律
分

散
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（D

ecentralized A
pplications

）
は
、
そ
の
英
語
表
記
の
頭
文
字
を
取
っ
て”D

apps ”

と
呼
ば
れ
る
。

D
apps

は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
、
ア
プ
リ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
中
央
管
理
者
は
存
在
せ
ず
、
分
散
管

理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
自
由
に
価
値
の
交
換
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
ト
ー
ク
ン
の
発
行
と
ア
プ
リ
内
に
そ
の
ト
ー
ク
ン
の
受
け
渡
し
を
行
う
仕
組
み

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
〇
四

を
作
る
こ
と
で
、
自
動
的
に
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
特
徴
と
し
て
い
る
。D

apps

で
は
、
誰
が
ど
れ
く
ら
い
の
金
額
を
所
有

し
て
い
る
か
を
正
確
に
記
録
し
た
り
、
正
確
な
送
付
先
を
書
き
込
む
こ
と
で
、
お
金
を
送
り
た
い
相
手
に
正
確
に
送
金
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
具
体
的
に
は
、
ア
プ
リ
利
用
者
が
送
金
手
数
料
を
支
払
い
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
記
録
作
業
に
参
加
し
て

い
る
マ
イ
ナ
ー
が
送
金
手
数
料
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
こ
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
１
つ
が
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
あ
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
実
装
す
る
に
は
、
イ
ー
サ
リ
ア
ム
（E

thereum

）
や
エ
リ
ス
（E

ris

）、
ハ
イ
ド
ラ
チ
ェ
ー
ン

（H
ydraC

hain
）、
ハ
イ
パ
ー
レ
ジ
ャ
ー
（H

yperledger

）、
ル
ー
ト
ス
ト
ッ
ク
（R

ootstock

）
な
ど
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
用
い
る
。
こ
の
中

で
最
も
重
要
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
イ
ー
サ
リ
ア
ム
で
あ
る
。
イ
ー
サ
リ
ア
ム
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
で
よ
り
複
雑
な
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
発
で
き
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
設
計
さ
れ
た
画
期
的
な
も
の
で
、
現
在
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
開
発
の
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
イ
ー
サ
リ
ア
ム
で
実
行
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、E

hereum
 V

irtual 

M
achine C

ode 

（E
V

M
 C

ode
）
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
言
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
開
発
者
が
理
解
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
す
る
に
は
難

易
度
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
イ
ー
サ
リ
ア
ム
で
は
、
可
読
性
が
高
い
言
語
と
そ
れ
をE

V
M

 C
ode

に
翻
訳
す
る
た
め
の
コ
ン
パ
イ
ラ
が
数
種
用
意

さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
最
も
使
わ
れ
て
い
る
言
語
が
ソ
リ
テ
ィ
テ
ィ
（S

olidity

）
と
サ
ー
ベ
ン
ト
（S

erpent

）
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ー
サ
リ
ア
ム

で
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
に
次
ぐ
時
価
総
額
を
誇
る
仮
想
通
貨
イ
ー
サ
（E

ther

）
を
内
部
通
貨
と
し
て
定
め
て
い
る
。
イ
ー
サ
は
、
市
場
で
出
回
る

通
貨
と
し
て
使
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
行
う
た
め
の
手
数
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
イ
ー
サ
リ
ア
ム
に
つ
い
て
は
、

ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
Ｍ
・
ア
ン
ト
ノ
ブ
ロ
ス
＆
ギ
ャ
ビ
ン
・
ウ
ッ
ド
／
宇
野
雅
晴
、
鳩
貝
純
一
郎
訳
『
マ
ス
タ
リ
ン
グ
・
イ
ー
サ
リ
ア
ム
』（
オ
ー
ム

社
、
二
〇
一
九
年
）、
ク
リ
ス
・
ダ
ネ
ン
／
ウ
ィ
リ
ン
グ
訳
『E

thereum

＋S
olidity

入
門
』（
イ
ン
プ
レ
ス
、
二
〇
一
九
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
43
） 

唐
澤
光
彦
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
基
礎
知
識
と
合
意
形
成
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
」（
二
〇
一
八
年
）。 A

vailable at https://dcross.im
press.

co.jp/docs/colum
n/colum

n20180725-01/000730-3.htm
l.

（
44
） 

最
近
の
特
集
記
事
と
し
て
、
前
掲
注（
13
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
。

（
45
） 

小
出
篤
「『
分
散
型
台
帳
』
の
法
的
問
題
・
序
論
─
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
』
を
契
機
と
し
て
」
江
頭
憲
治
郎
先
生
古
稀
記
念
『
企
業
法
の
進

路
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
八
二
七
頁
以
下
、
八
四
一
─
八
四
二
頁
、
ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委

）
二
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
五

員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
一
四
頁
な
ど
。
な
お
、
岡
田
仁
志
ほ
か
『
仮
想
通
貨
─
技
術
・
法
律
・
制
度
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
五
年
）

九
五
頁
参
照
。

（
46
） 

ダ
ニ
エ
ル
・
ド
レ
シ
ャ
ー
／
株
式
会
社
ク
イ
ー
プ
・
訳
『
徹
底
理
解
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
：
ゼ
ロ
か
ら
着
実
に
か
か
わ
る
次
世
代
時
術
の
原

則
』（
イ
ン
プ
レ
ス
、
二
〇
一
八
年
）
四
〇
─
四
一
頁
。

（
47
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
六
頁
。

（
48
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
八
頁
。

（
49
） 

詳
細
は
、〈
特
集
〉「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
商
取
引
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
以
下
、
加
藤
貴
仁
「
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
と
金
融
商
品
の
決
済
シ
ス
テ
ム
」
金
融
法
務
事
情
二
〇
九
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
一
頁
以
下
、
ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ

ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
〇
四
頁
以
下
、
株
式
会
社
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ハ
ブ
・
前
掲
注（
37
）一
三
六
頁
以
下
、
正

田
英
樹
ほ
か
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
が
ひ
ら
く
「
あ
た
ら
し
い
経
済
」』（
幻
冬
舎
、
二
〇
二
〇
年
）
五
一
頁
以
下
な
ど
。F

inT
ech

と
の
関
係
に
つ

き
、
森
下
哲
郎
「F

inT
ech

時
代
の
金
融
法
の
あ
り
方
に
関
す
る
序
説
的
検
討
」
江
頭
憲
治
郎
先
生
古
稀
記
念
『
企
業
法
の
進
路
』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
七
年
）
七
七
一
頁
以
下
。

（
50
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）一
四
七
頁
。

（
51
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
二
九
頁
以
下
。

（
52
） 

Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）五
七
頁
以
下
、
一
一
四
頁
。

（
53
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
六
二
頁
以
下
。

（
54
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
四
五
頁
。

（
55
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
七
二
頁
以
下
。
自
転
車
と
ポ
ー
ト
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や
セ
ン
サ
ー
を
搭
載
す
る
こ
と
で
、
利
用
状
況
の
把
握
や
自
転
車
の
位

置
情
報
な
ど
を
取
得
し
て
盗
難
対
策
や
ス
ム
ー
ズ
な
回
収
ル
ー
ト
を
検
索
し
、
運
用
コ
ス
ト
の
削
減
を
図
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
56
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）四
一
頁
以
下
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
７
）五
七
頁
以
下
、
一
一
四
頁
な
ど
。
八
子
編
著
・
前
掲
注

（
５
）四
一
─
四
二
頁
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
は
そ
の
提
供
す
る
機
能
に
よ
っ
て
、
次
の
六
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
。
①
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
開
発
環

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
五

員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
一
四
頁
な
ど
。
な
お
、
岡
田
仁
志
ほ
か
『
仮
想
通
貨
─
技
術
・
法
律
・
制
度
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
五
年
）

九
五
頁
参
照
。

（
46
） 
ダ
ニ
エ
ル
・
ド
レ
シ
ャ
ー
／
株
式
会
社
ク
イ
ー
プ
・
訳
『
徹
底
理
解
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
：
ゼ
ロ
か
ら
着
実
に
か
か
わ
る
次
世
代
時
術
の
原

則
』（
イ
ン
プ
レ
ス
、
二
〇
一
八
年
）
四
〇
─
四
一
頁
。

（
47
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
六
頁
。

（
48
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
八
頁
。

（
49
） 

詳
細
は
、〈
特
集
〉「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
商
取
引
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
以
下
、
加
藤
貴
仁
「
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
と
金
融
商
品
の
決
済
シ
ス
テ
ム
」
金
融
法
務
事
情
二
〇
九
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
一
頁
以
下
、
ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ

ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
〇
四
頁
以
下
、
株
式
会
社
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ハ
ブ
・
前
掲
注（
37
）一
三
六
頁
以
下
、
正

田
英
樹
ほ
か
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
が
ひ
ら
く
「
あ
た
ら
し
い
経
済
」』（
幻
冬
舎
、
二
〇
二
〇
年
）
五
一
頁
以
下
な
ど
。F

inT
ech

と
の
関
係
に
つ

き
、
森
下
哲
郎
「F

inT
ech

時
代
の
金
融
法
の
あ
り
方
に
関
す
る
序
説
的
検
討
」
江
頭
憲
治
郎
先
生
古
稀
記
念
『
企
業
法
の
進
路
』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
七
年
）
七
七
一
頁
以
下
。

（
50
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）一
四
七
頁
。

（
51
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
二
九
頁
以
下
。

（
52
） 

Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）五
七
頁
以
下
、
一
一
四
頁
。

（
53
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
六
二
頁
以
下
。

（
54
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
四
五
頁
。

（
55
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
七
二
頁
以
下
。
自
転
車
と
ポ
ー
ト
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や
セ
ン
サ
ー
を
搭
載
す
る
こ
と
で
、
利
用
状
況
の
把
握
や
自
転
車
の
位

置
情
報
な
ど
を
取
得
し
て
盗
難
対
策
や
ス
ム
ー
ズ
な
回
収
ル
ー
ト
を
検
索
し
、
運
用
コ
ス
ト
の
削
減
を
図
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
56
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）四
一
頁
以
下
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
７
）五
七
頁
以
下
、
一
一
四
頁
な
ど
。
八
子
編
著
・
前
掲
注

（
５
）四
一
─
四
二
頁
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
は
そ
の
提
供
す
る
機
能
に
よ
っ
て
、
次
の
六
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
。
①
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
開
発
環

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
〇
六

境
を
提
供
す
る
も
の
、
②
課
金
・
認
証
・
ユ
ー
ザ
ー
管
理
機
能
を
提
供
す
る
も
の
、
③
テ
ー
タ
蓄
積
・
流
通
・
連
携
機
能
を
提
供
す
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lin
e D

ispu
te 

R
esolu

tion
 for S

m
art C

on
tracts, 2019 J. of D

ispute R
esol. 103, 117 

（2019

）. 

（
112
） Y

eung, su
pra note 18, at 220, 224; L

arry A
. D

iM
atteo et al., S

m
art C

on
tracts an

d
 C

on
tract L

aw
, in T

H
E

 C
A

M
B

R
ID

G
E

 

H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 S
M

A
R

T
 C

O
N

T
R

A
C

T
S

, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 A

N
D

 D
IG

IT
A

L
 P

L
A

T
F

O
R

M
, edited by L

A
R

R
Y

 

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
一
〇

A
. D

IM
A

T
T

E
O

 et al., C
am

bridge U
niversity press 2020, at 4.

（
113
） Y

eung, su
pra note 18, at 236, 239; G

atteschi et al., su
pra note 3, at 53; M

atteo et al., su
pra note 112, at 4 ff., 10.

（
114
） G

rim
m

elm
ann, su

pra note 18, at 4; W
erbach &

 C
ornell, su

pra note 18, at 322; D
avid S

iegel, U
n

d
erstan

d
in

g th
e D

A
O

 

A
ttack, C

O
IN

D
E

S
K

, June 25, 2016, available at https://w
w

w
.coindesk.com

/understanding-dao-hack-journalists.

（
115
） 

小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
。

（
116
） 

ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
シ
グ
／
山
形
浩
生
・
柏
木
亮
二
［
訳
］『C

ode: 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
合
法
・
違
法
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』（
翔
泳
社
、

二
〇
〇
一
年
）
三
頁
以
下
、
七
七
頁
以
下
。

（
117
） 

小
塚
壮
一
郎
『
Ａ
Ｉ
の
時
代
と
法
』〈
岩
波
新
書
〉（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
一
三
九
頁
、
一
四
五
頁
。
レ
ッ
シ
ン
グ
の
問
題
提
起
に
つ
き
、

W
E

R
B

A
C

H
, su

pra note 5, at 153-160; F
IN

C
K

, su
pra note 5, at 39-45, 66-87.

（
118
） L

. L
E

S
S

IN
G

, C
O

D
E

 A
N

D
 O

T
H

E
R

 L
A

W
S

 O
F

 C
Y

B
E

R
S

P
A

C
E

, N
ew

 Y
ork: B

asic B
ooks, 1999. 

本
書
の
邦
訳
に
つ
き
、
レ
ッ

シ
グ
／
山
形
・
柏
木
［
訳
］・
前
掲
注（
116
）参
照
。

（
119
） Y

eung, su
pra note 18, at 209, 215-216, 219-220; S

avelyev, su
pra note 18, at 14.

（
120
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
四
頁
。

（
121
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
四
─
一
九
六
頁
。

（
122
） A

gnikhotram
 &

 K
ouroutaki, su

pra note 18, at 305. 

詳
し
く
は
、R

eyes, su
pra note 18, at 384; A

aron W
right &

 P
rim

avera 

D
e F

ilippi, D
ecen

tralized
 B

lockch
ain

 T
ech

n
ology an

d
 th

e R
ise of L

ex C
ryptograph

ia, available at https://ssrn.com
/

abstract=2580664 

（2015

）, p. 1; S
urden, su

pra note 65, at 629.

（
123
） W
erbach &

 C
ornell, su

pra note 18, at 319; Jakub J. S
zczerbow

ski, P
lace of S

m
art C

on
tracts in

 C
ivil L

aw
. A

 F
ew

 

C
om

m
en

ts on
 F

orm
 an

d
 In

terpretation, available at hppts://ssrn.com
/abstract=3095933 

（2017

）.

（
124
） 

各
州
の
立
法
状
況
に
つ
き
、R

ex M
artinez, A

rtifi
cial In

telligen
ce: D

istin
gu

ish
in

g B
etw

een
 T

ypes &
 D

efi
n

ition
s, 19 N

ev. L
. 

J. 1015, 1016, 1029-1033 

（2019

）. 

連
邦
法
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
統
一
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
情
報
取
引
法
（U

C
IT

A

）§
107; 

電
子
署
名
法

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
一
一

（E
-S

IG
N
§

101

（b

））。
詳
し
く
は
、C

H
O

P
R

 A
N

D
 W

IT
E

, su
pra note 29, at 35 ff., 61-65.

（
125
） W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18, at 341; B

ellia, su
pra note 6, at 1065.; C

H
O

P
R

A
 &

 W
H

IT
E

, su
pra note 66, at 30, 55-

61, 65-69.

最
近
の
議
論
に
つ
き
、D

ahiyat, su
pra note 29, at 372 ff.

（
126
） 

増
島
＝
天
・
前
掲
注（
58
）
一
一
頁
。

（
127
） 

新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
法
的
規
制
の
必
要
性
と
法
律
家
の
役
割
に
つ
き
、F

rank A
. P

asquale and G
lyn C

ashw
ell, F

ou
r 

F
u

tu
res of L

egal A
u

tom
ation, 63 U

C
L

A
. L

. R
ev. D

iscource 26 

（2015

）.

（
128
） A

rcari, su
pra note 1, at 365-366.

（
129
） R

ohr, su
pra note 1, at 74-75; A

rcari, su
pra note 1, at 366 &

 377 et seq.; M
argaret I. L

yle et al., S
tate L

aw
s A

d
d

essin
g 

B
locch

ain
 T

ech
n

ology, in B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 F

O
R

 B
U

S
IN

E
S

S
 L

A
W

Y
E

R
S

, by edeited by JA
M

E
S

 A
. C

O
X

 A
N

D
 M

A
R

K
 W

. 

R
A

W
S

M
U

S
S

E
N

, S
cience &

 T
echnology L

aw
 2018. pp. 185 ff., 187-194. 

（
130
） A

rcari, su
pra note 1, at 377.

（
131
） A

rcari, su
pra note 1, at 366 &

 377.

（
132
） A

rizona on M
arch 29, 2017 

（H
.B

. 2417

）; T
ennessee on M

arch 26, 2018 

（P
ublic C

hapter N
o. 591, S

enate B
ill N

o. 1662

） 

（
133
） O

hio 

（S
B

300

）; N
ebraska 

（L
B

695

）.

（
134
） A

rcari, su
pra note 1, at 377.

（
135
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
三
頁
。

（
136
） 

中
舎
寛
樹
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』
と
多
数
当
事
者
契
約
論
」
明
治
大
学
・
法
科
大
学
院
論
集
二
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）

六
三
頁
。

（
137
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
五
頁
。

（
138
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
五
─
六
六
頁
。

（
139
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
七
頁
。
同
意
理
論
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
筏
津
安
恕
『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
二
頁
以

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
一
一

（E
-S

IG
N
§

101

（b

））。
詳
し
く
は
、C

H
O

P
R

 A
N

D
 W

IT
E

, su
pra note 29, at 35 ff., 61-65.

（
125
） W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18, at 341; B

ellia, su
pra note 6, at 1065.; C

H
O

P
R

A
 &

 W
H

IT
E

, su
pra note 66, at 30, 55-

61, 65-69.

最
近
の
議
論
に
つ
き
、D

ahiyat, su
pra note 29, at 372 ff.

（
126
） 
増
島
＝
天
・
前
掲
注（
58
）
一
一
頁
。

（
127
） 

新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
法
的
規
制
の
必
要
性
と
法
律
家
の
役
割
に
つ
き
、F

rank A
. P

asquale and G
lyn C

ashw
ell, F

ou
r 

F
u

tu
res of L

egal A
u

tom
ation, 63 U

C
L

A
. L

. R
ev. D

iscource 26 

（2015

）.

（
128
） A

rcari, su
pra note 1, at 365-366.

（
129
） R

ohr, su
pra note 1, at 74-75; A

rcari, su
pra note 1, at 366 &

 377 et seq.; M
argaret I. L

yle et al., S
tate L

aw
s A

d
d

essin
g 

B
locch

ain
 T

ech
n

ology, in B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 F

O
R

 B
U

S
IN

E
S

S
 L

A
W

Y
E

R
S

, by edeited by JA
M

E
S

 A
. C

O
X

 A
N

D
 M

A
R

K
 W

. 

R
A

W
S

M
U

S
S

E
N

, S
cience &

 T
echnology L

aw
 2018. pp. 185 ff., 187-194. 

（
130
） A

rcari, su
pra note 1, at 377.

（
131
） A

rcari, su
pra note 1, at 366 &

 377.

（
132
） A

rizona on M
arch 29, 2017 

（H
.B

. 2417
）; T

ennessee on M
arch 26, 2018 

（P
ublic C

hapter N
o. 591, S

enate B
ill N

o. 1662

） 

（
133
） O

hio 

（S
B

300

）; N
ebraska 

（L
B

695

）.

（
134
） A

rcari, su
pra note 1, at 377.

（
135
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
三
頁
。

（
136
） 

中
舎
寛
樹
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』
と
多
数
当
事
者
契
約
論
」
明
治
大
学
・
法
科
大
学
院
論
集
二
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）

六
三
頁
。

（
137
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
五
頁
。

（
138
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
五
─
六
六
頁
。

（
139
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
七
頁
。
同
意
理
論
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
筏
津
安
恕
『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
二
頁
以

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
一
二

下
、
中
谷
寛
樹
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
合
意
論
と
多
数
当
事
者
間
契
約
論
」
伊
藤
進
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
『
現
代
私
法
規
律
の
構
造
』（
第
一
法
規
、

二
〇
一
七
年
）
一
頁
以
下
。

（
140
） 
中
舎
・
前
掲
注（
136
）八
七
頁
。

（
141
） 
中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
六
─
六
七
頁
。

（
142
） 

従
来
の
伝
統
的
な
支
配
学
説
に
つ
き
、
山
本
敬
三
「
契
約
の
解
釈
と
民
法
改
正
の
課
題
」
石
川
正
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
経
済
社
会
と
法

の
役
割
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）
七
〇
一
頁
以
下
、
七
〇
四
頁
。

（
143
） 

松
尾
弘
「
民
法
改
正
に
お
け
る
規
範
的
意
思
主
義
と
合
意
主
義
の
相
克
─
法
律
行
為
に
お
け
る
「
意
思
」
の
妥
当
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
─
」
内
池

慶
四
郎
先
生
追
悼
論
文
集
『
私
権
の
創
設
と
そ
の
展
開
』（
慶
應
義
塾
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
五
二
九
頁
以
下
、
五
三
一
─
五
三
二
頁
。

（
144
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
一
頁
。

（
145
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
二
九
頁
以
下
、
山
本
（
敬
）・
前
掲
注（
142
）七
〇
一
頁
以
下
、
中
田
裕
康
「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
対
立
軸
」
松
久

三
四
彦
ほ
か
編
著
『
社
会
の
変
容
と
民
法
の
課
題
［
上
巻
］』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
三
七
一
頁
以
下
、
大
村
敦
志
「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の

『
契
約
・
契
約
法
』
観
」
民
商
一
五
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
146
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
一
頁
。

（
147
） 

潮
見
佳
男
「
総
論
─
契
約
責
任
論
の
現
状
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
一
頁
以
下
な
ど
。

（
148
） 

山
本
敬
三
「
契
約
の
拘
束
力
と
契
約
責
任
論
の
展
開
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
七
頁
。

（
149
） 

中
田
（
裕
）・
前
掲
注（
145
）三
七
四
─
三
七
五
頁
、
三
八
九
頁
。

（
150
） 

大
村
・
前
掲
注（
145
）六
八
頁
。
な
お
、
潮
見
佳
男
『
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
法
の
概
要
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
）
五
四

頁
以
下
参
照
。

（
151
） 

中
田
（
裕
）・
前
掲
注（
145
）三
七
四
頁
注
四
。

（
152
） 

中
田
（
裕
）・
前
掲
注（
145
）三
七
六
頁
。
な
お
、
中
田
裕
康
『
債
権
総
論
［
第
３
版
］』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
153
） 

大
村
・
前
掲
注（
145
）七
三
頁
。

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
一
三

（
154
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
一
頁
。
併
せ
て
、
松
尾
弘
「
民
法
〈
債
権
法
〉
改
正
に
お
け
る
『
意
思
主
義
』
の
行
方

─
法
律
行
為
に
お
け
る
帰

責
原
理
の
観
点
か
ら
」
池
田
真
朗
＝
平
野
裕
之
＝
西
原
慎
治
編
著
『
民
法
〈
債
権
法
〉
改
正
の
論
理
』（
新
青
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
六
六
三
頁
以

下
参
照
。

（
155
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
五
頁
。

（
156
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
五
六
頁
注（
18
）、
原
島
重
義
「
民
法
理
論
の
古
典
的
体
系
と
そ
の
限
界
─
ひ
と
つ
の
覚
え
書
き
─
」
山
中
康
雄
教
授
還

暦
記
念
『
近
代
法
と
現
代
法
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
六
一
年
）
一
一
九
頁
以
下
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
近
時
の
改
正
に
つ
き
、
中
田
裕
康
「
２
０
１
６

年
フ
ラ
ン
ス
民
法
（
債
権
法
）
改
正
」
日
仏
法
学
二
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
九
七
頁
。
こ
れ
ま
で
の
改
正
の
歴
史
の
通
観
と
し
て
、
馬
場
圭
太
「
フ

ラ
ン
ス
民
法
典
改
正
史

─
民
法
典
の
危
機
と
再
生
」
安
永
正
昭
ほ
か
監
修
『
債
権
法
改
正
と
民
法
学
Ⅰ
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
二
五
九

頁
以
下
。

（
157
） 

原
島
・
前
掲
注（
156
）一
四
四
頁
。

（
158
） 

民
法
学
の
古
典
的
体
系
を
一
九
世
紀
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
、
と
く
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
に
求
め
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
社
会
像
な
い
し
思
考
様
式
の
源
を
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
に
、
さ
ら
に
遡
っ
て
啓
蒙
期
自
然
法
思
想
に
確
認
す
る
こ
と
に
は
、
さ
し
て
異
論
は
な
か

ろ
う
。
民
法
学
の
古
典
的
体
系
の
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
の
全
体
を
支
え
る
基
本
的
な
価
値
は
、
個
人
の
自
律
的
な
展
開
を
可
能
と
す
る
自
由
で
あ
っ

た
。
こ
の
自
由
を
端
的
に
表
す
も
の
が
、
私
的
自
治
の
原
則
で
あ
る
。
私
法
上
の
法
律
関
係
は
、
自
由
な
個
人
の
意
思
力
の
流
出
の
結
果
、
形
成
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
利
の
担
い
手
が
自
ら
法
律
行
為
に
よ
っ
て
法
律
関
係
を
作
り
出
し
、
変
更
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民

法
学
の
古
典
的
体
系
は
、
今
日
ま
で
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
体
系
の
中
に
、
私
法
が
互
い
に
独
立
し
自
己
の
決

定
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
市
民
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
表
現
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
原
島
・
前
掲
注（
156
）一
二
二
─
一
二
四
頁
。

（
159
） 

原
島
・
前
掲
注（
156
）一
六
〇
頁
。
民
法
学
の
古
典
的
理
論
と
は
何
か
を
厳
密
に
問
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
一
九
世
紀
初
め
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
求

め
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
九
世
紀
末
、
二
〇
世
紀
初
め
の
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
に
接
着
す
る
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
に
求
め
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
、

結
局
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
か
ら
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
に
至
る
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
に
お
い
て
、
民
法
理
論
は
そ
の
骨
格
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂

げ
た
か
と
い
う
こ
と
を
追
求
す
る
歴
史
的
研
究
に
帰
着
す
る
。

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
一
三

（
154
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
一
頁
。
併
せ
て
、
松
尾
弘
「
民
法
〈
債
権
法
〉
改
正
に
お
け
る
『
意
思
主
義
』
の
行
方

─
法
律
行
為
に
お
け
る
帰

責
原
理
の
観
点
か
ら
」
池
田
真
朗
＝
平
野
裕
之
＝
西
原
慎
治
編
著
『
民
法
〈
債
権
法
〉
改
正
の
論
理
』（
新
青
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
六
六
三
頁
以

下
参
照
。

（
155
） 
松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
五
頁
。

（
156
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
五
六
頁
注（
18
）、
原
島
重
義
「
民
法
理
論
の
古
典
的
体
系
と
そ
の
限
界
─
ひ
と
つ
の
覚
え
書
き
─
」
山
中
康
雄
教
授
還

暦
記
念
『
近
代
法
と
現
代
法
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
六
一
年
）
一
一
九
頁
以
下
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
近
時
の
改
正
に
つ
き
、
中
田
裕
康
「
２
０
１
６

年
フ
ラ
ン
ス
民
法
（
債
権
法
）
改
正
」
日
仏
法
学
二
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
九
七
頁
。
こ
れ
ま
で
の
改
正
の
歴
史
の
通
観
と
し
て
、
馬
場
圭
太
「
フ

ラ
ン
ス
民
法
典
改
正
史

─
民
法
典
の
危
機
と
再
生
」
安
永
正
昭
ほ
か
監
修
『
債
権
法
改
正
と
民
法
学
Ⅰ
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
二
五
九

頁
以
下
。

（
157
） 

原
島
・
前
掲
注（
156
）一
四
四
頁
。

（
158
） 
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（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
一
四

（
160
） 

原
島
・
前
掲
注（
156
）一
六
〇
頁
。

（
161
） W

einer F
lum

e, A
llgem

einer T
eil des B

ürgerlichen R
echts, B

and 2, D
as R

echtsgeschaft, 3. E
rganzte A

uflage, S
priner-

V
erlag, 1979, S

.23, 302-304. 

ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
意
思
表
示
の
解
釈
に
つ
い
て
、「
真
意
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
表
現
の

字
義
的
な
意
味
に
拘
泥
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
（
ド
民
一
三
三
条
）。
意
思
表
示
に
お
け
る
当
事
者
の
実
際
の
理
解
が
明
ら
か
で
な
い
と

き
は
、
法
律
行
為
の
規
範
的
解
釈
お
よ
び
補
充
的
解
釈
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
際
、
意
思
表
示
の
解
釈
は
、
な
お
も
表
意
者
の
真
意
を
基
準
と
す
べ

き
か
、
表
示
そ
れ
自
体
の
客
観
的
意
味
を
基
準
と
す
べ
き
か
、
判
例
・
学
説
上
、
争
わ
れ
て
き
た
。
松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
五
七
頁
注（
18
）。
詳
し

く
は
、
内
池
慶
四
郎
「
無
意
識
的
不
合
意
と
錯
誤
と
の
関
係
に
つ
い
て
─
意
思
表
示
解
釈
の
原
理
を
め
ぐ
る
」
法
学
研
究
三
八
巻
一
号
（
一
九
六
五

年
）
一
九
一
─
二
〇
五
頁
。

（
162
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
五
七
頁
注（
19
）。

（
163
） 

松
尾
、
前
掲
注（
143
）五
三
一
頁
、
原
島
・
前
掲
注（
156
）一
四
四
頁
。

（
164
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
五
三
頁
。

（
165
） 

宍
戸
ほ
か
・
前
掲
注（
17
）一
五
二
頁
以
下
。
同
意
理
論
の
展
開
に
つ
き
、
前
掲
注（
139
）参
照
。

（
166
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
五
頁
。

（
167
） 

宍
戸
ほ
か
・
前
掲
注（
17
）一
五
二
頁
以
下
。

（
168
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
五
─
一
九
六
頁
。

（
169
） 

増
島
＝
堀
・
前
掲
注（
58
）一
〇
頁
。

（
170
） R

ohr, su
pra note 1, at 103.

（
171
） 

小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
。

（
172
） 

詳
細
は
、
定
型
約
款
に
関
す
る
規
定
の
創
設
の
経
緯
に
つ
き
、
筒
井
健
夫
＝
村
松
秀
樹
『
一
問
一
答
・
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
』（
商
事
法

務
、
二
〇
一
八
年
）
二
四
〇
─
二
六
三
頁
、
村
松
秀
樹
＝
松
尾
博
憲
『
定
型
約
款
の
実
務
Ｑ
＆
Ａ
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
一
─
二
〇
頁
。

改
正
経
緯
を
踏
ま
え
た
解
釈
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
河
上
正
二
「『
約
款
に
よ
る
契
約
』
と
『
定
型
約
款
』」〈
特
集
〉「
改
正
民
法
に
お
け
る
『
定

）
二
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
一
五

型
約
款
』
と
消
費
者
契
約
」
消
費
者
法
研
究
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
頁
、
山
本
敬
三
「
改
正
民
法
に
お
け
る
『
定
型
約
款
』
の
規
制
と
そ
の
問
題

点
」
同
三
一
頁
以
下
、
川
地
宏
行
「
民
法
改
正
に
お
け
る
定
型
約
款
の
組
入
要
件
と
内
容
規
制
」
伊
藤
進
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
『
現
代
私
法
規
律

の
構
造
』（
第
一
法
規
、
二
〇
一
七
年
）
一
一
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
173
） 

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
開
発
の
開
発
と
展
開
は
、A

gnikhotram
 &

 K
ouroutaki, su

pra note 18, at 302; G
atteschi et al., su

pra 

note 3, at 38, 45-53. 

詳
細
は
、S

m
art C

ontracts A
lliance②

, su
pra note 18, at 14-18. 

（
174
） D

ahiyat, su
pra note 29, at 372 ff.; D

alton P
ow

ell, A
u

ton
om

ou
s S

ystem
s as L

egal A
gen

ts: D
irectly by th

e R
ecogn

ition
 of 

P
erson

h
ood

 or In
d

irectly by th
e A

lch
em

y of A
lgorith

m
ic E

n
tities, 18 D

uke L
. &

 T
ech. R

ev. 306, 312 ff.

（2020

）; G
hodoosi, 

su
pra note 8, at 39 ff..

（
175
） Ian A

yres &
 R

obert G
ertner, F

illin
g G

aps in
 In

com
plete C

on
tracts: A

n
 E

con
om

ic T
h

eory of D
efau

lt R
u

les, 99 Y
ale L

. J. 

87, 92 

（1989

）.

（
176
） 

プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
の
合
意
に
関
し
て
は
、
契
約
の
自
動
実
行
を
定
め
た
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
検
証
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
決
定
す
る
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
上
の
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
ユ
ー
ザ
ー
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
使
用
す
る
前
に
署
名
す
る
契
約
条
件
に
関
す
る
合
意
と
い
う
、
三
つ

の
層
か
ら
な
る
契
約
上
の
合
意
が
問
題
と
な
る
。
学
説
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
合
意
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
不
整
合
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。K

olber, su
pra note 9, at 220.

（
177
） R

odrigues, su
pra note 93, at 679.

（
178
） K

olber, su
pra note 9, at 217-226.

（
179
） G

rim
m

elm
ann, su

pra note 18, at 4.

（
180
） W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18, at 322.

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
コ
ー
ド
に
関
す
る
三
つ
の
層
か
ら
な
る
契
約
上
の
合
意
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
契
約
の
自
動
執
行
を
定
め
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
検
証
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
決
定
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上

の
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
そ
し
て
、
ユ
ー
ザ
ー
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
使
用
す
る
前
に
署
名
す
る
契
約
条
件
に
関
す
る
合
意
で
あ
る
で
あ
る
が
、

）
二
二
二
（
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elm
ann, su

pra note 18, at 4.

（
180
） W
erbach &

 C
ornell, su

pra note 18, at 322.

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
コ
ー
ド
に
関
す
る
三
つ
の
層
か
ら
な
る
契
約
上
の
合
意
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
契
約
の
自
動
執
行
を
定
め
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
検
証
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
決
定
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上

の
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
そ
し
て
、
ユ
ー
ザ
ー
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
使
用
す
る
前
に
署
名
す
る
契
約
条
件
に
関
す
る
合
意
で
あ
る
で
あ
る
が
、

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
一
六

学
説
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
合
意
の
間
に
し
ば
し
ば
不
整
合
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。G

rim
m

elm
ann, su

pra note 18, at 11; K
olber, 

su
pra note 9, at 220. 

（
181
） S

avelyev, su
pra note 18, at 18-21.

（
182
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 46.

（
183
） L

on L
uvois F

uller &
 W

illiam
 R

. P
erdue, R

elian
ce In

terest in
 C

on
tract D

am
ages: 1, 46 Y

ale L
. J. 52, 87 

（1936

）.

（
184
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 32.

（
185
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 32.

（
186
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 47.

（
187
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 32-33.

（
188
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 38 &

 45.

（
189
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 46.

（
190
） W

ulf K
aal &

 C
raig C

alcaterra, C
rypto T

ran
saction

 D
ispu

te R
esolu

tion, T
H

E
 B

U
S

IN
E

S
S

 L
A

W
Y

E
R

 109, 147 

（2017

）.

）
二
二
二
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
一
七

Ⅰ
　
は
じ
め
に

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

Ⅲ
　
結
語Ⅰ

　
は
じ
め
に

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た

め
に
講
じ
ら
れ
た
様
々
な
措
置
に
よ
っ
て
、
人
々
は
、
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
の
歴
史
に
お
い
て
前
例
の
な
い
重
大
か
つ
深
刻
な
基
本

権
制
限
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
（
１
）

。
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に

関
連
す
る
事
案
、
と
く
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た

め
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
に
関
す
る
事
案
に
つ
い
て
、
す
で
に
数
多

く
の
決
定
を
下
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

二
〇
二
〇
年
三
月
中
旬
か
ら
五
月
末
日
ま
で
の
間
に
コ
ロ
ナ
・
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
連
す
る
事
案
に
つ
い
て
下
し
た
諸
決
定
を
時
系

列
に
沿
っ
て
紹
介
す
る
作
業
を
行
う

（
２
）

。

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

一

　訴
訟
要
件
の
壁

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
す
で
に
二
〇
二
〇
年
三
月
中
旬
に
は
コ

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所

岡

　
　田

　
　俊

　
　幸

研
究
ノ
ー
ト

）
五
四
三
（




